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在宅兼業化地帯における農村工業化と家族・村落構造

新潟県・西蒲原郡・巻町・ S部落における農民層の

生産・労働・生活様式の変容分析一一

序

第 l節分析の課題

二t己
与主

西尾純子

課題と方法

今日;わが国農家の約9害IJが兼業農家となり，かつ農家世帯員(就業者，総数1，412万人)

に占める雇用者及び雇用兼業従事者数は，約600万人に達し，その数は国勢調査にみる労働者数

の実に169ぢを占めるに至っている11 0 

乙うした農民層の「総兼業化」という事態は，言うまでもなく，戦後日本資本主義の下で，

とりわけ「高度経済成長期」における，総体としての生産力の飛躍的な高まりを背景に，国策と

結び‘ついて進展してきたものである。乙のことは 1960年代初頭にともに転換点を迎えた地域開

発政策と農業政策が，戦後における兼業化の深化にとって，きわめて大きな役割を果たしてきた

乙とを意味している。

すなわち，地域開発政策は， 1962年lと策定された「全国総合開発計画」によって，それ以前

の「資源開発型Jの政策から 「産業立地理」の政策へと方向転換をとげ， r所得格差是正・地域
間格元是正」を前面に掲げるとともに，“拠点開発方式"をキャッチフレーズlこ， r新産業都市建
設促進法J，r工業整備特別地域整備促進法J，r低開発地域[業開発促進法」を制定し，工場の地
右分散化を意図した。

その後，その政策の展開過程のなかで，過疎過密問題がより深刻化してくると，その解消を

日指して， 1969年に，さらに， r新全国総合開発計画」が策定されるに至る。そこには拠点開発
を全国的に拡大するとともに，その拠点を結ぶ通信網・交通体系を整備し， r中恢管開機能の集
積と物質流通の機構とを広域的lと体系化するj 乙とをH指す，所謂“新不ットワー夕方式"が盛

り込まれていた。

と乙ろが， 70年代に入って 低成長期を迎えると，以上のような政策は，一定の見1ftしを余

儀なくされ， 1977年には，大規模工業基地の開発計画を残しながらも，新たに「定住圏構想」を

身にまとった「第3次全国総合開発計画」が策定されるに至っているわ。

一方，農政の側も，乙の地域開発政策の転換と軌をーにして，その「合理化Jr近代化jが
せまられ， 1961年lζは， r農業基本法Jが策定され， r高度経済成長jの下で樫拾と化した農業に
対し，①下層農家の離農と低賃金労働力の創出，②農地の流動化(主lζ売買)の促進と一部上層

農家の育成，③自由貿易下における農業の選択的拡大，をせまった。

しかし“基本法農政"が意図した方向へ現実が容易に進まないという状況下で，さらに，

1960年末以降，“総合農政"が展開されてくる。それは，“基本法農政"の精神を継承しつつ，よ

り一層の具体化を目指し，新たに次の3点，すなわち(i)農村地域への工業の積桶的導入， (ii) 
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賃貸借による農地の流動化. (iii)米の生産調整を掲げた。そして，その政策レベルでの具体化

が，言うまでもなく.(i) r農村地域工業導入促進法J3、の制定(1971年)であり. (ii) r農
地法Jの抜本的改正 0970年)と「農地法」のパイパスと言われる「農用地利用増進法」の策定

0980年)であり.(iii) r減反政策」の遂行である。
乙のように，戦後の兼業化は，戦後日本資本主義経済の質的・量的発展を背景とし，以 kのよ

うな地域開発政策，農業政策の展開の下で進展してきたのである。とはいえ，兼業化は，乙うした

独占資本の意図を反映した政策展開のみに規定されて深化したわけではないことも事実であり，そ

の背景lとは，同時に農業内部における生産力の急激な高まりがあったことを指摘しなければならない。

すなわち，戦後，飛躍的に進む基盤整備，それと前後して進展する農業機械の普及は，農業

生産労働そのものの大幅な軽減をもたらし，それにより生みだされた余剰労働力は，より確実な

現金収入を得るために，農外へとふりむけられていった。しかも 機械化に基礎づけられた従来

とは異なるあらたな農業生産組織の創設や受委託関係の形成等も 農民層を兼業へと向かわしめ

る一要因をなしている。

その上，乙うした生産過程lζ限らず，生活過程にまで，資本主義経済が深く根をおろすなか

で，農業所得では家計費を充足できないという事態が，次第に農家経済全般に進展してきており，

その乙とが，農民層をより一層兼業化へとかりたてている事実を，看過してはならない。

と乙ろで，以上のような事態を背景l乙，戦後，とりわけ「高度経済成長」の下で，兼業化は

急激に進展してきたわけであるが，兼業化それ自体は，決っして戦後に始まるわけではない。戦

前段階における「地主一小作関係Jの下でも，農民層の窮迫的貧困化からの脱出の道として兼業

化は存していたし，また，乙うした彼らが，当時の重要な労働力供給源をなしていたことも事実

である。しかしながら，現下の「総兼業化」は，戦前とは段階を異lとする事態の下で，展開し

ているものである乙とは明らかである。

すなわち，戦前段階における兼業化は.r出稼ぎ型J41といわれるように，大都市への出稼ぎ
を主流とするものであったのに対し，現段階における兼業化は，農村地域にまで「資本 賃労

働関係J*が浸透したうえに展開せられている兼業化なのである。そ乙lこは.r基本的lζは，商品
としての労働力範鴎が成立しているJ51 (傍点著者)とみてよく，それゆえ，そこで得られる賃金

も，戦前における，とりわけ女子に代表される「家計補充的」な賃金とは，その性格を大きく異

にするものであることは言うまでもない。

しかも，こうした戦前←戦後の段階的相違は，単に「資本 賃労働関係Jのみにみられるも'

のではなく，農業牛産の由ーにおいても指摘しうることである。すなわち，水稲作のほぼ全過程が

機械化された現段階と.r裸子労働」を基本とした戦前段階との聞には，隔絶した中産力の格差

をみいだすことができる。

このように，現下の「総兼業化Jという事態は，戦後の，総体としての牛f!V.)J水準の飛躍的

発展のうえに進展していることを知らなければならない。

*もとより，戦前段階lこ，すでに，農政の側から農村工業化が提附されていることも事実である。すな

わち，農村経済更生策の 環をなす「農村工業焚励規則」が1935óflC 公布され • Ici]規目1)1こ主主き.1937'1 

までに農産物加工を中心lこ.464工場が設置されている61。その後，終戦前後の1947年にも，農村の復

興の一方策として農政局による「農村工業振興方策要綱Jが策定されている(1950 仔ーには.I農村 1:業

振興政策要綱」として，農政局，食品!ロ1.開拓ん1の政策か統合される)0 IciJ要綱は，農業WI，iJ組合経常
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を主体とし，農産物力旧;業を奨励するとともに，基幹工場lこ対する補助金交付や技術者の養成等も行なっ

た7)。しかしながら，乙の時期までの農村工業化は，先に指摘した1960年以降の地域開発政策の展開

のもとで，農政史上にな場してくる「農村工業化Jとは，その件.絡を大きく異lこしたものであった。す

なわち，後者には，明らかに，安価な土地と低廉な労働力を求めて，農村地域lζ進出する「資本の論PIU

が貫徹しているのに対し，前二者は，農家経済の危機を救うために焚励されたもので，協同組合経常に

よる農産物加工業を主とするものであった。

と乙ろで，すでに戦前段階lζ，産業資本家の側からは，土地と労働力を求めて.農村への工場の分

散が提日目されていた。その代表例として.臼ら，新潟県柏崎で.W研ヒストリング株式会社を経常して
いた大河内正敏があげられる。彼は.I工業ωr，15!lif，l中を捨てて，工場ω地)j分散主義l乙転向せんことj凶)
を主張し.Iまず，第一歩として川闘[場の設立J9).さらに，不定時な農村の余剰労働により適した

農村家内 lて業の沿透を説し、た。しかし，、Ji時は.他0)<<:t資本家からは.I机 1:のワト:論jと批判され.

また.I当時の存観的条件のもとでは.十分に開花することなく敗戦とともに内析した。J10'今Hの 1位

村工業化jの意図すると乙ろは，戦前段階の，こうした一部の産業資本家のそれと，きわめて多くのむl

似点を有するが，さらに，現段階では，それが.I司政と深く結びついて版関されているところに，大き

な特徴があるといえよう。

さて，以上みてきたように，総体としての性作諸}]の2、激な発!反を十企f?として進似してきた

戦後の兼業化過程の中で，農民牛活も大きく変存してきている。それは滅的とは大きく民なり，

それ自体「資本 賃労働関係j として存している職場快活が，彼らのすそ牛，;~の社会的再生11f過料

において，大きな{立丙を『片めるようになってきていることに端的に〆j、されているc そのことは，

lii]時に，彼らの「家族牛ー活JI 村洛牛活j が，質的な変(~をとげてきていることを立味するもの

である乙とは， iうまでもない。そして，乙うした兼業化過料に伴う毘1('七日の変ねのt:¥]:tuは，本

質的には. I資本Jと「七地所#Jの問題，すなわち「資本」による r1-_地所{fJの包照の論f111

の中lζ位向づけてとらえる必要がある問題として存している。

それゆえ，戦前とは大きく 'Nなる農民府の兼業化j品科と彼らの作， iri 'kfL~の現段階的特t1を，

乙うした視点から存観的‘F克に即して明らかにすることが，現段階における'下問的・実践的課題

であるといえよう c その際，個々の来業農民の中内・ツJ働 '1=.市治f'iのレベルから，乙の問題を

とらえていく乙とがなによりも必要とされてくる。なぜならば，治州人の'1:.作・労働 午市j凶作

は，それ日体. ~:立がjな過料としてあるわけではなく， 7;?に，料済・付会機情 構造とi虫動する

ものとして存しており11，従って，こうした作業を通じてこそ， tt村社会のいわばドからの構造

的変質i歯科を明らかにしうると巧えるからである。

そこで，本稿では，こうした問題意識にたって， r地域労働市場」の展開と農業生産の営み
との交織の中で進展した，戦後の農民層の兼業化過程とそのもとで展開してきた兼業農民層の生

産・労働一生活過程の現段階的特質を，具体的な事実に即して実証的に明らかにすることを課題

とする。

第2節従来研究の検肘と分析視角

(1) ところで，以上のような課題へのアフローチを行なうに際し，これまで農民層が生活の基

盤としてきた「いえJrむらj1Z)の問題についてふれなければならない。
兼業化が深化・進展した段階における「いえJrむら」に関する評価は，ほぼ3つに整理さ

れる。
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第 1は， rいえ」はすでに崩壊した13) あるいは， nいえJrむらjはその深部から民主化
されたJ14)という，その完全なる解体を主張する見解である O たとえば，梶井功は，“いえ"を「家

族労働力が家長の統括下にあり，“~ iえ"の業に家族労働を文句なしに協力させることができ

るj15)ものとして規定し，後継者の職業選択の動向，家族員個人の兼業収入のくり入れ状況から，

その解体・崩壊を結論づけている。

第2は，これに対し， rいえJrむら」の残存を強調する見解がある。代表的論者の 1人であ
る田代洋ーは， r現在の農家が農業所得と兼業所得を併せて一本で生計をたてねばならない経済
的現実がある以上，その直系家族制的な『家Jの『解体Jを云々することはあやまり」であり，
それゆえ“いえ"は「多分に家父長制的な性格を残存させ」ているものとしてあり，こうした「い

え」の連合からなる「むら」もまた同様であるという見解に立っている16)。

第3は， rいえJrむら」が崩壊・解体過程にあることを強調する見解である。御園喜博は，
全国 8市町の農家を対象とした農外所得の家計入金及び農地・財産の分与と相続についての調査

結果から， r農外就業世帯員(直系家族たるあとつぎ夫婦を含む)の『いえ』の経済・家計から
の一定の相対的自立化の動き一家族労働力の個としての自立化の動き が萌芽的にせよ明らかに

生じているj1n，r都市近郊地域と兼業農家を先頭にして(また西日本地域が先行して)，農地相
続における，またそれをめぐる『いえJの崩壊 少なくともその弛緩 が萌芽的にもせよ進みは
じめているJ18) (傍点筆者)ことを指摘し，その動きにこそ注目すべきことを主張する。

こうしてみてくると，この 3つの見解は，いずれも，農業収入と農外収入からなる農家経済

の現状，とりわけ家族員の農外収入の家計へのくり入れ率を 1つの論拠として展開されているこ

とがわかる。それゆえ，こうした見解の相違は， r同じ数値(その多寡)をどう判断するかの見
かたの相違j19)だともいわれる。しかし，問題は，それをとらえる視角・方法にあるように思わ

れる。なぜなら，現時点では， rし1えJrむら」の解体あるいは残存が問題なのではなく，崩壊・
解体(過程)のもつ現段階的意味こそが問われなければならないからである。すなわち， r地域
労働市場」の展開や農業生産力の高まりのなかで変容している「いえJrむら」ーその現時点の
あり方が，兼業農民層の現実の生産・労働・生活をいかに性格づけているのかこそ言及されなけ

ればならない。 r~ì え J rむら」論においては，こうした視点からのとらえなおしが現在必要とさ
れているのである。

そして，その場合，重要なことは，兼業農民層をとりまく現実は，各々の側面で個別的に変

容しているのではなく，いわば統体として有機的・構造的関連のなかで変容しているということ

である。それゆえ， r~ iえJrむら」のあり方，そして，それが兼業農民層の生産・労働・生活に
とってもつ意味を，単に r~ì え J rむら」のみに着目してとらえるのではなく，農業生産力の高
まり， r地域労働市場」の展開，そして「職場生活」の現状をもふまえそれとの関連のなかであ
きらかにしなければならない。

従って，本稿は，兼業農民層の生産・労働 生活過程を基軸とし，彼らがおりなす現実その

ものから，事実に即して法則性を射出するという方法をとっているという意味において，日本農

村社会学が培ってきた伝統的方法に立脚している20)。しかし，伝統的方法に立脚しながらも農

村社会学においては，これまで十全にその射程におさめられてこなかった「地域労働市場」や「職

場生活」の分析を積極的に位置づけていく O

日
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(2)ところで， r地域労働市場」の分析は，本稿において重要な柱をなすが，この点に関する
研究はこれまで主に社会政策学者や農業経済学者の手によって行なわれてきた。そのうち，日本

資本主義が構造不況期にはいって以降の農村地域に広がる労働市場の構造的特質をあきらかにし

た代表的諸成果としては，以下のものが指摘できる。

まず，江口英一(社会政策学)は， r農業・農村における『貧困』の新しい形態を明らかに
することJ2I)r日本農業の維持と破壊への『歯どめjの論理J22)~摘出することを目的としつつ，
この課題へのアプローチを行なう。その際，江口は， r全国市場」との対比で「農村労働市場」
という用語を用い，後者を階層的な構造をもっ労働市場ととらえる。すなわち， r農村労働市場」
は，①農家出身の比較的若い労働力を吸収する「流動的」労働市場と，②季節的な形態や臨時・

日雇的形態をより多く含む「固定的」労働市場が重層するものとして把握する23)。その後，江

口は， r農村労働市場」に替る用語として「地域労働市場」を用い，それを「農家・農村に温存
される農家の主婦や世帯主など半ば『固定』された過剰人口によって常にとりまかれているとこ

ろの，慢性的な供給過剰の労働市場であるj24)と性格づけている。そして，職安資料を用い，新

型生産労働者を中心に，販売外交的職業及び単純労働者などが組み合わされて展開している「伊

那地域労働市場」のなかで，労働者が移動を繰り返しながら，次第に滞留していく現象を指摘し

ている25)。

これに対し，田代洋一(農業経済学)と美崎陪(経済学)は，農民層分解論との関わりで労

働市場を問題にする。しかし，両者が労働市場を位置づける際の視点は大きく異なる。

すなわち，田代の場合は，地域労働市場の重層的な展開構造が，農民諸層の階層(級)性を

いかに変化させつつあるのかという視点26)から労働市場を位置づける。そして，地域労働市場

の重層構造を， r基本的には，新規学卒者の定期採用を通じ，少なくとも県あるいは県を超える
地域平均的な賃金水準が貫徹する労働市場(r第1の型J)と既就業労働力の中途採用を通じ，雇
用形態のいかんを問わず，農村雇用賃金が賃金形態の起点=基盤を制する労働市場(r第2の型J)
とから構成されるJ27) (傍点著者)とし，さらに「第 2の型」を 3つの形態(農閑期労働の季節

利用，下請・内職を通じた間接的利用，それらの延長のうえにうちだされる通年利用)に区分し

てとらえたお)。そして， 1970年代の不況の中で，従来「第 1の型」に属した企業が次第に「第

2の型」へ移行していく実態を明らかにしている29)。

一方，美崎の場合は，農業生産とまったく切り離したかたちで， r農民分解がそのうえで現
実に展開する『舞台jJ30) (傍点筆者)として，労働市場を位置づける。これは，美崎が， r農民
諸階層は，一部上層農家を除いて，貧農であろうと中農であろうと，また兼業農家であろうと専

業農家であろうと，……農民のままですでに産業予備軍J311(傍点著者)であるとし，農業内部

の階層差を軽視することに基因するものと思われる。そして美崎は， r労働市場の階層的構造の
現代日本的特質を，熟練・不熟練という労働力の基本的範鴎との関連でできるだけ明らかj32)に

することを試み，農業既就業労働力は，大企業と小零細企業双方が必要とする単純=不熟練労働

市場にのみ連結しうるものであることを指摘するお)。

ところで，以上のような諸成果は，その視点こそ違え， 1970年以降の不況期における「地域

労働市場」の重層的構造を明らかにしたものとして，多くの学ぶべき点を有していることは言う

までもない。しかしながら，同時に，そこには，以下のようないくつかの問題点が内包されてい

ることも事実である。

唱
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第 lに，兼業農民との関わりで「地域労働市場」の構造的特質を解明するに際し，主要には，

職安統計や企業調査結果が用いられているという問題がある。すなわち，農村地域といえども，

現在は，非農家を多く含む場合がほとんどである。例えば，本稿の対象地巻町の場合，純農村地

域と言われながらも，総戸数に占める農家率は23.4%にすぎない。そのような地域では，職安を

経由する者や企業に就労する者が，必ずしも農家出身者とは限らず，むしろ非農家の方が多いこ

とさえありうる。従って，そこから得られた諸結果が，農民層の吸収される労働市場の特徴とイ

コールであるとは，必ずしも言い得ない。それゆえ，こうしたかたちで把握された「地域労働市

場Jを，農民の側からとらえかえす作業が不可欠に必要とされてくるのである。そして，農民の
側から「地域労働市場」を把握するに際して，農民諸個人の職歴を追いあげるという作業は，き

わめて有効な手段であると思われる。従って，本稿では，職安統計や企業調査結果等を用いて「地

域労働市場Jの特質を把握する一方で，兼業農民層諸個人の職歴を追いあげることを通じ，兼業
農民層にとっての「地域労働市場」の実像を浮びあがらせることを試みる。

第2に，労働市場の展開が，農業生産や兼業のあり方を規定していくという一面的把握では，

きわめて不十分であるという問題がある。こうした傾向は， r現代日本農民分解一生産手段から
の労働力の分離ーの水位を規定する基本要因は農業内部で孜孜として形成されるわずかばかりの

経営間生産性格差などではなく，現代日本資本主義の蓄積機構の具体的な態様とそれに伴う相対

的過剰人口の吸引と反発の圧力j34Jであるとする美崎倍においてでばかりでなく，労働市場の展

開が家族の就業構造に変化をもたらし，ひいてはそれが家族経営を崩壊し，土地所有のあり方を

変化させ，農民層分解を促進していく 35Jという図式を描く田代洋ーにおいてもみられるもので

ある。

しかしながら，現段階でも，なお， r資本」が「土地所有Jを完全に包摂しているわけでは
なく，従って，兼業農民は，無産の労働者のように， r自由」に大地を移動するこεができる存
在でもない。それゆえ，農民層の兼業化の問題は，労働市場によって規定される側面と農業生産

の営みによって規定される側面との統一の中で，把握されなければならない。

そして， r地域労働市場」の展開と農業生産の営みの交織の中で，日々の生活水準向上への
志向を土台として自らの歩むべき道の選択を行なう兼業農民層の姿をとらえてこそ，現段階にお

ける農民層の多様な兼業化のあり方を理解しうるであろうし，また，労働問題一般には解消しき

れない兼業農民問題を正しく把握しうるものと考える。

(3)さて，以上のような分析視角にもとづいて，本稿では，以下のような手順で分析を行なう。

まず第 1に，西蒲原・巻町の農業生産上の諸特徴と西蒲原「地域労働市場」の特質をおさえ

たうえで，兼業農民層の就業動向を大きくとりおさえる(第1章)。

第2に，本稿の対象部落である S部落の史的展開過程を生業基盤の変化から時期区分 (1-

V期)するとともに，①経営耕地面積の変化と機械化の進展(第2章)，②副業の盛衰と兼業化

の進展(第3章)を，時期区分にそってみていく。

第3に，兼業農民層の現実の生産・労働一生活過程を， r家族生活J(第4章)， r職場生活」
(第5章)， r村落生活J(第6章)からとりおさえる。
そして，第4に，以上の分析を通じて明らかにし得た農民層の兼業化過程と彼らの生産・労

働一生活過程の現段階的特質についての総括を行ない，本稿のまとめとする(終章)。

なお，本調査研究は，文部省科学研究費による「戦後日本における住民層の生活様式の変容
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と生活圏樹立に関する基礎研究J(1982-例年，代表布施鉄治)に基づいて実施されたもので，
本稿で用いる資料は， 1982年 5月 7月に 2度にわたり行なわれた機関調査と 8月の集落調査及

び1984年 3月の補足調査結果及びその際に入手し得た諸資料である。この調査は，北大教育学部

布施鉄治教授をはじめ，北大生活社会学研究会所属教官(岩城完之，小林甫，中江好男)，北大

教育学部教育社会学研究室の院生，研究生，学生(10名)の計14名によって行なわれた。それゆ

え，本稿は， 14名の共同作業のひとつの成果としての性格をもつものであるが，本稿は西尾純子

の責任においてとりまとめた O

注

1 )戸木田嘉久『現代資本主義と労働者階級』岩波害賠.1982年.P184。

2 )戦後の地域開発政策の展開については，小林甫「戦後日本資本主義の発展と地域諸政策の展開過程J(布
施鉄治，小林甫，酒井恵真『戦後日本資本主義の発展に伴う地域住民生活の変貌と「社会計画JJ北海
道大学生活社会学研究会.1980年)がある。

3 )農村地域工業導入促進法による工場誘致の実績については，島崎稔「“農工一体it"政策と農村工業J(中

央大学経済研究所編『農業の構造変化と労働市場』中央大学出版部.1978年).及び井上和衛「農民層

分解と農村住民J(講座『今日の日本資本主義j8.大月書庖.1982年)を参照のこと。

4 )大河内一男『繁明期における労働運動J岩波新書.1952年。

5 )江口英一 Ir地域労働市場』と失業の拡大J(中央大学経済研究所編『兼業農家の労働と生活・社会保障』
1982年)P290。
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7)向上.PP28-29。

8 )大河内政敏『農村の工業J銭塔書院.1934年.P400 
9 )同上.P150 

10)井上和衛「農村工業化に伴う低賃金労働力の創出J(r労働科学』第51巻2号.1975年).P71。
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1983年参照。

12)ここでいう「いえ」が. 12. 3男も含め家長のもとに生産・生活両面にわたり統括されている『無償

労働組織JJとは，その段階を異にするものであることは言うまでもない。しかし，現段階においても，
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13)梶井功『土地政策と農業j1979年，参照。

14)太田原高昭「地域農業と農民の主体形成Jr今日の日本資本主義.1 8. 1982年.P2580 
15)前掲梶井『土地政策と農業jP1760 

16)田代洋一「日本農業変革の課題と政策J(久野重明，輝峻衆三，東井正美編『現代日本の農業問題J

1982年)P219 

17)御園喜博『兼業農家の構造』農林統計協会.1983年.P2190 

18)向上.P2330 

19)御園喜博「兼業農家問題をめぐってJ(r土地制度史学j第100号.1983年)P640 
20)農民層の生活の現実そのものから，事実に即して法則性を易U出するという志向性は，戦前の鈴木栄太郎

や有賀喜左衛門のなかにある。また，戦後，福武直によって提唱された「構造分析」の視点，さらには
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21)江口英一「農村における過剰人口プールの新しい形成J(中央大学経済研究所編『農村の構造変化と労
働市場J1978年)P2410 

22)江口英一「序J(中央大学経済研究所編 f兼業農家の労働と生活・社会保障J1982年)P 10 
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24)前掲江口 rr地域労働市場jと失業の拡大JP2870 
25)向上江口 rr地域労働市場jと失業の拡大」参照。
26)団代洋一「本書の課題と方法J(田代洋一，宇野忠義，宇佐美繁『農民層分解の構造j御茶の水書房，
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第 1章 西蒲原・巻町の産業と兼業農民層の就業動向

第1節西蒲原・巻町の史的構造

米どころ新潟県にあって，漏出平野l乙位置する州諸ffiは，経営耕地規模・反収において県水

準を大きく卜回り，文字通りの“穀倉地帯"として知られる(表 1~ 1 )*。と!日]時に，近年は，

耕地の流動化の側面，すなわち，経営受委託や代符地取得の動きが活発な地域としての特徴もむ

している I1 。

表 1-1 経営耕地規模別農家数

市石定 0.5ha未満 0.5-1い 0-1.5 1.5-2.0 2.0-3.0 

168戸 46，343 47，319 28，631 18.286 18，833 
新潟以 l

i (0.¥)90 (277) (28.3) 07.1) (]0.9) (]1.3) 

I ~ _.._ I 19 1. 385 992 1. 050 1， 251 7， 744 
I [西浦除|
I ~""'-I(0.2) (144) (10.3) (10.9) (13.0) (28.6) 

資料 『農林業センサス」

1980年

3.0-5o 5.0h日以上! 総計

7，267 605 I 167，452 
(4.3) (04) i (JOOO) 

1.9面瓦i 9，602 
ω8) (1. 7l I (100 0) 

*しかし，明治中期まで，凶蒲IJ;tは，以内でも低生産地，併に!局していた。それは， 1パ濃川かもたらすJj<

~-t:-の 72・発地，i誌であり，かつ総t-.地rfrîもt136 ， 712ha (1l{H口50年，新潟市域を除く)は， fIl1ikluiI'日刊を1'1'いな

がら，その45.5箔が，標高5メートノレ以ドという低泌地からなるというIl然条件によるものであった O

従って， I流れと、乙ろJI三年に~[UJJ と形容されていた丙j清原のこれまでの附史は，この“外;1<"と

“[7-]71<"との戦いの惟史であったb 。

それゆえ，こうした悪条件下で耕作を続ける農民同からの， {，;濃川を大河波地点から最先l距離で，

日本海lこ放流する分水工事の請願は，はやくも字保年間1から行なわれていた。しかし，近ttト期尚蒲!見{は，
H:I判，新発 111 ，与似，会津，桑名， 1fh崎，x.鎖反び tfjJ社青島ちが惚雑lこいりくんでいるうえに，勺甘~j())卜一

本技 ~ti の限界や財政上の問題から，こ ω大 r 事は 1-'::いこと遂行されよ，ょうやく'丈羽をみたのは， 1I!] 

治291j'(J8961下)の“横111切れ"と呼はれる大洪水を経たのち，明治42"ド(1909W)に開始される第 2

次大河湾分水[事によってであった(大正1311完成)υ

-)j ，低j湿地がもたらす冠水~;-t;.の防 l卜ーも呼JitÆミから大 dーにかけてω排水機ciiZ Îì'J~等の排水工巳詳の進

表 1-2 経営耕地規模別にみた専兼日1]農家構成一西蒲!県. 1970年

メ当、
仁ヨ

(単位 ?o) 

西 蒲原郡 J 新 潟 県

空竺 l専業 1第[両証一品一三面五五:列王町主If!自;記豆亙忌
O. 2 I 23. 5 i 23. 5 52. 9 O. 1 i 26. 9 I 22. 9 : 50. 3 
9.0 : 2.9 i 1. 2 95.9 13. 1 ! 5.:i I 1. 8 93.0 

7. 1! 0.9 1 1. 5 97.6 14.6 I 4. 1 ! 4.8 91. 1 

2 3 i 5.4 92.3 13 4 : 3 6 i 12.3 84.2 

12.5 85.4 161: 3.8: 25.7 70.5 

35. 0 62.0 17. 4 i 4. 4 ， 49. 3 46. 3 

62.9 32.0 10.7
1
5.7 72.5 21.8 

82.0 12.0 7.018.1: 83.6 8.4 

87O I69139|lo  1 1861138  

例外規定

0.3 h日未満

0.3 -O. 5 

0.5 -0.7 

0.7-1. 0 

1.0-1.5 

1. 5 -2. 0 

2.0 -2. 5 

2.5 -3. 0 

3.0 -5. 0 

計

90. 3 

88.3 

54. 5 

3. 0 84.6 

77. 1 

35. 4 

1.9 

O. 9 

59.4 

5.0 ha 以上

40.8 

資料・『農林業センサス』但し、『西蒲原土地改良史』下どさ 表52 より'JI用。
注市 5町6村の合計
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展iζより，乙の期一定の前進をみ，西蒲原は明治39年(1906年)に，はじめて蒲原4郡(西蒲原，中蒲

原，北蒲原，南蒲原)中，最高の反当稲作収量をあげるまでになる。さらに，大河津分水が安定的IL機

能し，大通川・新川が排水川として設備された昭和10年(1935年)以降，他の3郡を大きくうわまわる

反収を記録するに至る。そして，乙のような戦前の“内水"“外水"との戦いの成果のうえに，戦後の

耕地整理を積みあげる乙とにより，西蒲原は新潟県の穀倉地帯としての地位を築くのである3) 。

他方，西蒲原は，就労場所が豊富な農村地域でもある。それは，北部で各種産業が集積する

「県都J新潟市に隣接し，南部で金属洋食器や金属ハウスウェア等の地場産業が集積する燕市を

擁するという地理的条件に負うとごろが大きい。

それゆえ，水田単作地帯におけるこうした条件は，この地域の農民層の兼業化を進め，西蒲

原は県内でも有数の兼業深化地帯となっている(表 1-2 )。

以上のような特徴を有する西蒲原の中心部に位置するのが巻町である(図1一1)。巻町は，

西蒲原の中で，燕市についで人口が多く. 4つの県立高校・県立農業大学校や，その他各種の国・

県の出先機関が集まり，古くから「郡都」と呼ばれている*。

*巻町は，明治12年(1879年)清原を東西南北中の5郡に分かつに当り，西蒲原郡巻村と称し.1889年

IL堀山新田村と合併し.1891年町帯IJを施行した。その後.1949年漆山村の一部を編入，さらに町村合併

促進法施行により， 1955年漆山村，峰岡村，角田村，浦浜村を合併，西川町の一部を編入した。また

1960年には，岩室村の一部を編入し，現在の巻町が誕生している制。

図1-1 西蒲原の位置と構成市町村 表 1-3 巻町の人口・世帯数の変化

世帯数 人口

1920 (T 9 ) I 3鵬世得 19，900人
1925 (TI4)! 3，909 19，927 

1930 (S 5) I 3，950 20，549 

1935 I 4， 103 21，528 

1940 I 4， 057 21， 750 

1947 I 5， 340 28，802 
1950 I 5，225 28，660 

1955 I 5，2渇o 28，507 

1960 I 5，545 28，035 
1965 I 5，803 27，445 
1970 I 6，091 27， 139 

1975 I 6，469 27，682 
1980 I 6，749 28，325 

資料 r国勢調査Jr巻町の統計』
注:町村合併・編入以前についても
合併・編入町村の世帯数・人口
は含まれている。

巻町は，新潟市まで30分，燕

市まで15分という至近距離にあり，

近年ベッドタウン化する傾向がみ

られ，世帯数が年々増加するとと

もに， 1947年以降減り続けた人口も. 1970年を機lζ増加に転じている(表 1-3 )。
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第2節巻町の農業と農民層分解

第1項巻町農業の地域別特徴

この巻町を底辺で支えてきた産業は言うまでもなく農業である。巻町における農業は，近年

の第2次・第3次産業の急速な伸びのなかでその地位を大幅に低下させてきているものの(表 1一

4 ).町の基本計画をみ
図1-2 巻町の地域区分と漆山地区の位置

るまでもなく，今なお基

幹産業の位置にある。¥ 、

fL 
) j..."'.ー、
j///  

./._. 

ト砂丘ート一山 麓

表 1-4 巻町の産業分類別就業者数の推移

1955 1960 

第 l次産業 7，652(: 56.1 / 6， 733( 48.8) 

I農 業 2，517(55.1) 6、640(48.1) 

第2次産業 1， 863( 13.7) 2，408( 17.5) 

660( 4.8) 846( 6.1) 

製造業 1， 19iC 8.7) 1， 555( 11.3) 

第3次産業 4， 127( 30.3) 4，661 ( 33.8) 

1卸小売業 2，041 ( 15.0) 2， 119( 15.4) 

サービス業 1. 190( 8.7) 1，593( 11.5) 

平

軽量;;;;
71レ7ァベソトは部落名

111---→ 

1965 1970 

いま，乙の農業を，

耕地利用別にみると，同

町は. (i) 砂丘地帯，

(ii) 山麓地帯. ( iii ) 

平坦地帯の3つに大きく

地帯区分される(図 1-

2)0 (i)の砂丘地帯は，

623haの砂丘畑地をかか

え，水稲+畑作経営(す

L 、か+大根，葉たばこ+

大根)の複合経営が行な

われている51 。また，

(ii) の山麓地帯では，

1969-73年lこかけての県

営農地造成事業(開拓パ

イロット事業)による角

田山麓202.4haの開墾に

より柿の植栽が開始され，

水稲+果樹経営の複合経

営が中心である。そして，

1975 1980 

5，508( 40.5) 4， 756( 32.6) 3， 198( 22.6) 2，915( 197) 

5，462 ( 40.2) 4，706 (32.3) 3， 148( 22.2) 2，865 ( 19.3) 

3，094( 22.8) 3，756( 25.7) 4， 336 ( 30.6) 4，624( 31.2) 

1， 188( 8.7) 1，212( 8.3) 1，560( 11.0) 1， 730( 11.7) 

1，900( 14.0) 2，543( 17.4) 2，756( 19.5) 2，827( 19.1) 

4， 997 ( 36.8) 6， 077( 41.7) 6， 622( 46.8) 7， 290 ( 49.2) 

2，050( 15.1) 2，475( 17.0) 2，670( 18.9) 2，978( 20.1) 

1， 815( 13.4) 2，276( 15.6) 2，550( 10.0) 2，836( 19.1) 

計 13，642000.0) 13，802000.0) 13，599000.0) 14， 592000.0) 14， 1白000.0)14，829000.0) 

資料 r国勢調査』
注:1955年については.1960年岩室村より編入された2部落は含まれていない。
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これら 2地域lζ対し. (iii)の平坦地域は，全農家の86~彰が水稲単作経営を行ない，その意味で，

西蒲原を代表する地域といえる。同地域には. 1977年の第2次農業構造改善事業で6つ，翌年の

地域農政特別対策事業で8つの，機械の共同利用を中心とした生産組織が形成されている。

以下. (iii)の平坦地域にしぼって.1960年から80年にいたる農民層分解の進展を概観しよう

(但し資料の制約上，ここでは平坦地域でも，純農村部にあたる漆山地区=1日漆山村.10部落

を対象とする)。

第2項代替地取得と経営受委託関係

表 1-5は. 1960年以降20年間の経営耕地規模別農家数の推移を示したものである。この20

年聞に，同地区の農家数は650戸から457戸へと 3割減少しており，規模別には. 3ha以上層が

増加する一方で. 3 ha未満層が，ほほ全階層で農家数を減らし続けており，かなりドラスチック

な農民層分解が進展したことがわかる。

そして，乙うした総農家数・規模別農家数の変化は，近年，とりわけ，次のような農地の流

動化のもとで，生じてきたものである。それは，第 1Iと，他市町村からの代替地取得の動きであ

表 1-5 漆山地区経営耕地規模別農家数の推移

0.3ha未満 0.3-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 3.0:-5.0 5.0ha以上 J十

1960 ω: (100)'" 83(1∞) 88(100) 93(100) 73(100) 10 (100) 96(100) 57(00) 650(100) 

1965 70(117) 73( 88) 78( 89) 79( 85) 60( 82) 89( 89) 94( 98) 8605]) 629(97) 

64(107) 54( 65) 56( 64) 62( 67) 54( 74) 79( 79) 82( 85) 113 * 1970 3(200) 565(87) 

1975 52( 87) 43( 52) 37( 42) 50( 54) 64( 88) 64( 64) 67( 70) 116 12(225) * 505(78) 

1980 40( 67) 25( 30) 44( 50) 45( 48) 50( 68) 69( 69) 54( 56) 116 山 28>*I叩 (70)

資料 r農林業センサス』
注パ)内は.1960年を 100とした指数。ただしホは 3ha以上層で計算。

表 1-6 西蒲原市町村別出作一入作面積(水田) (979) 

舟担!
若草 二Eと1 

分7)< 村弥彦 モ室王
巻
)西11 月潟 がこ 潟東村 方村味

黒
回 11 埼 2十

市 町 町 村 町 町 町 十l 町

韮革 市 ¥¥  ¥¥  I lOJ I 335 78 29 27 - I 204 1 
!Ud 

バと
1416 

=Et ゴ 田 町 91 

日と
42 68 39 2 304 

分 7)< 町 4 31 742 777 

弥 彦 村 54 138 ¥¥  63 12 267 
石山 室 村 68 107 ¥¥  261 436 

巻 町 26 263 ¥¥  335 13 639 

西 111 町 22 675 人¥ 208 11 916 

月 潟 町 3 ¥¥11  2 16 

中之口村 128 3 19 一¥¥¥¥  22 173 

潟 東 村 9 8 1279 122 ー 161ト¥89 1668 

味 方 村 13 237 k 250 黒 埼 町 17 9 163 36 ¥¥¥  435 

五十 235 929 537 969 465 2334 622 377 519 299 11 7297 
L 」

資料 r西蒲原土地改良史』下巻 表6-4-11より作成
注・但し分村した溝古新，本町，羽黒は資料の制約上吉田町，中之口村lζ入っている。
また，新潟市域については除外した。

。。



表1ー7 新潟市の出作面積(7K回)
(J978年)

よ瓦¥t?面積
黒 埼 町 同731""， 

巻 町 433 

西 )11 町 311 

潟 東 村 197 

岩 室 村 167 

味 方 村 152 
三仁七3 田 町 78 

中之口村 9 

計 2.220 

資料:新潟県農林水産部
但し.r西蒲原土地改良史』下巻
表6-4-10より引用。

り，第 21乙，経営受委託である。

このうち，第 lの代替地取得の動きは，新潟

市域及び燕市周辺の農家が，高地価の農地を手離

図1-3 出作一入作状況

N 

し，より安価な農地を求めて西蒲原内部へ進出する動きとしてあり(表 1-6.表 1一7.図1-

3 ).巻町は，このうち新潟市域からの代替地取得の流れが集中する地域に位置している。その

結果. 1981年 1月1日現在，巻町内の水田の8.5%は，隣接市町村の農家の手lζ帰しているとい

う事態にたちいたっている 61。

ところで，こうした都市近郊の高地価の土地を子離しての代替地取得の動きは，叫i;然，進出

地域の地価をつり上げるよう作用する。その結果，町内農家の耕地購入による規模拡大の道はせ

ばめられ，彼らが規模拡大をする場合，第2の!j向である粁???受委託lと頼らざるを得ない状泌が

と主まれてきている 71 そ乙で，この経営受委託の現状を漆山地区を例にとってみると¥そ乙に

は以下のような特徴がみてとれる。

*ここでは.r昭和56年産米品種目IJ作付I面積等調奇票』結w:を用いている。 kiJ調fをは，農林業センサス
の1廿得用照査で非農家とされる「現在の経営耕地10アーノレ以下Jでかつ「過去l匂聞の農産物販売数10

万円以下」の「農家」についても調賓がなされているため，センサスよりも，とりわけ委託者側IJの動向

が十分把握されうると考える。なお，所有耕地面積10ア ノレ未満については未調査のため除外した。

第lは，受委託関係がとり結ばれる時!留についてである。漆山地区で受委託関係を結ぶ農家

は総農家の40.2%を占めるが，それを所有耕地規模別lこ示すと表 1-8の如くなる。各階肘lζ山

める受委託農家率をみると 委託農家はとりわけ 1ha未満の各階層で5割前後を市めて集中的に

存在し，逆lζ受託農家は 1ha以上の各階層で3割前後の比率を占めながら，広がりをもって存在

していることがわかる。すなわち. 1 ha未満層への委託農家の集中と. 1 ha 以上回への受託農家

の広がりが指摘される。

第2は，こうした受委託後の経営耕地規模の問題である(表 1-9)。まず，受託農家の場

合，所有面積l乙1ha未満の耕地を加えた程度の経営に移行するものが最も多く，全体の65.7%を

占め，乙れに1.0-1.5ha未満増の農家を加えると，全体の82.5%が乙の範屈にとどまる。そし

て，受託による大規模な拡大(ここでは 3ha 以上程度の規模拡大)をはかる農家は，数戸程度l乙
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表 1-8 所有耕地規模別受委託農家数

ド事
0h.a 1 0.3 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 不

以 ha ha ha ha ha ha ha 以 計

上 上 明

階層別農家数 89 56 68 73 59 70 60 99 8 8 582ド

(害IJ 合) 000.0) 000.0) 000.0) 000.0) 000.0) 000.0) 000. 0) 000.0) 000.0) 000.0) 000.0) 

受託農家数 15 16 24 18 24 3 4 105 

(受託農家率) (1. 1) (20. 6) (27. 1) (34. 3) (30.0) (24.2) (37. 5) (50.0) 08.0) 

委託農家数 39 28 31 13 8 3 2 4 129 

(委託農家率) (43.8) (56.0) (45.6) 07.8) 03.6) (4. 3) (3.3) 0.0) (50.0) (22. 2) 

資料巻農協漆山支所「昭和56年産米品種別作付面積等調査票』より作成
注部落田を受託する 3ケースについては除外，漆山地区以外の家(受託農家4.委託農家11)について

は除外。

表 1-9 受委託関係農家の所有・経営面積別農家数

¥¥経¥ 所昔¥有 o. lha 0.5 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5-3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0-以上

0.1 ha未満 63 15 2 

0.1- 4(3) 13 8 5 

0.5- 3(3 2 

1. 0- 4 2 

1. 5 - 8 4( 1) 

2.0- 2 7 6( 1) 

2.5- 2 12 2() 

3.0- 2 2 6 5 

3.5- 3 4 5 

4.0 - 4 2 3 

4.5 - 2 2 

5.0-

5.5 - 2 

6.0 -

6.5 -

不明

計 68 31 28 24 27 20 14 6 4 2 

資料 r昭和56年度産米品種別作付面積等調査票』より作成
注:()内の数字は所有面積階層=経営面積階層のうち 所有面積>経営面積。

表 1-10 各農家が受託関係をとりかわす農家数

何人からの受託

何人への委託

1軒

64 (61. 0)% 

100 (77. 5) 

2軒

24 (22.9) 

20 (15.5) 

資料 r昭和56年度産米品種別作付面積等調査票』より作成

- 20一

3軒

6 (5. 7) 

7 (5目4)

4軒以上

11 (10. 5) 

2 (1.6) 

5.5- 不明 計

80" 

31 

月

8 

12 

15 

18 

15 

14 

11 

6 

3 

3 

8 12 

8 234 



すぎない。一方，委託の場合，委託=脱農化を意味するものではなく，委託農家の3分の1は，

委託後も残りの自作地を自らが経営し続けている乙とがわかる。

第 3I乙，契約をとりかわす農家数についてみると(表 1-10)，受託の場合は， 1軒からの

受託が64ケース (61.0%)，2軒からが24ケース (22.9予約となり，委託の場合は， 1軒への委

託が100ケース (77.5%)，2軒への委託が20ケース 05.5%)となる。あきらかに 1-2軒から

の受託，そして 1軒への委託というのが主流であるといえる。

第4は，乙うした受委託契約の多くが部落内で結ぼれている事実である(部落内82.29ぢ，部

落外17.8%)。したがって，受委託関係は部落毎に異なった展開を示し，漆山地区の場合，もっ

とも両極への分解が進むU部落で，経営受委託が活発に展開している。

乙うしてみてくると，漆山地区における典型的な受託農家は， 1 ha 以上の自作地に，部落内

の1-2戸の農家から借り受けた 1ha前後の借地を加えた経営を行なう農家であり，委託農家は，

1 ha未満の所有耕地の一部なし、し全部を部落内のー農家lζ貸し付け，自らの経営の縮小をはかる

農家として特徴づけられる。そして，それ自体部落毎l乙異なった展開を示しているのである。

さて，乙のような特徴を有する受委託関係は，今後とも，乙の地域の農民層分解の主流をな

すものであり，今後の動向は，現在の各層の受委託関係の状況から，一定判断しうるものである

と考える。そのような視点から，受委託関係の現状をもとに，漆山地区の農家の階層区分を試み

たのが表 1-11である。同表は，経営耕地規模別に，受託農家，委託農家，及び受委託関係のな

い農家が，し、かなる割合で存在するのかをみたものである。委託農家は経営耕地3ha 以上には存

在せず，また，受託農家は 1ha未満にはほとんど存在していなL、。その結果， ci) 1 ha未満層

は，委託農家と受委託関係がない農家によって，逆lζ，(ii) 3ha以上層は，受託農家と受委託

関係のない農家によって構成されており， (iii)その聞の 1-3 ha未満層には，委託農家，受託

農家，そして受委託関係がない農家が混在していることがわかる。それゆえ，今後とも両極への

分解が予想される 1-3 ha未満層を中層， 1 ha未満層を下層， 3 ha 以上層を上層と設定すること

表 1-11 漆山地区農家の階層区分

経営面積 受(委所託有関=係経な営)し 委託農家(所有>経営)

下 0.1 hu未満 80 000.0) 

0.1 -0.5 77 ( 71. 3) 30 ( 27.8) 
層
0.5-1. 0 37 ( 88. 1) 5 ( 11.9) 

1.0-1.5 45 ( 84 9) 4 ( 7.6) 
中
1. 5 -2. 0 35 ( 74.5) 1 ( 2. 1) 

層 2.0 -2. 5 43 ( 74. 1) 1 ( 1. 7) 

2.5 -3. 0 40 (69. 0) 2 ( 3 5) 

3.0 -3. 5 49 ( 76.6) 

上 3.5 -4. 0 12 ( 46. 2) 

4.0 -4. 5 11 (50.0) 

層 4.5 -5. 0 2 ( 25.0) 

5.0 hu以上 5 ( 41. 7) 

不 明 2 ( 50.0) 

計 356 (61. 2) 125 (21. 5) 

資料 r昭和56年度産米品種別作付面積等調査票』より作成

一21-

単位:戸

受(所託有<農経営家) 五十

80 (100.0) 

1 ( 0.9) 108 (100.0) 

42 000.0) 

4 ( 7. 6) 53 000.0) 

11 (23 4) 47 000.0) 

14 (24 1) 58 000.0) 

16 ( 27.6) 58 000.0) 

15 ( 23.4) 64 (100.0) 

14 (53.9) 26 (100.0) 

11 (50. 0) 22 000. 0) 

6 (25.0) 8 000.0) 

7 (58.3) 12 (100.0) 

2 ( 50.0) 4 000.0) 

101 ( 17.4) 582 000.0) 



表 1-12 階層別農家経済状況 0980年)

階層 戸数 家平族員均数
経営耕地

農相収業入 農経営業費 農業所得
農業 家計費 家計費

面積 所得率 充足率

上層 6戸 6. 2人 4.13 ha 691. 7万円 295.2万悶 396. 5方内 57. 3 % 455. 7万円 87.0% 

中層 5 5.3 2. 36 378.4 208.1 170.3 45.0 337.4 61. 7 

下層 4.0 1. 40 228. 5 119.7 1088 47.6 241. 9 49.5 

資料 r農家経済調査』西蒲原郡個票より作成
注:西蒲原郡では20戸を対象とし，同調査が行なわれるが，ここでは20戸中水稲単作農家11戸のみをとり

だし集計した。

表 1-13 漆山地区の専・兼別農家数の推移

専 業 兼 H 兼 計

1960 400" (61. 5)' 99 05 2) 151 (23.2) 650 (100.0) 

1965 87 03.8) 367 (58.4) 175 (27‘8) 629 (100.0) 

1970 65 01. 5) 348 (61. 6) 152 (26.9) 565 000.0) 

1975 25 (5.0) 302 (59.8) 178 (35.3) 505 000.0) 

1980 17 (3.7) 233 (51.0) 207 (45.3) 457 000.0) 

資料 『農林業センサス』

ができょう O

ところで，このように設定された 3階層の経済状況を，西清原内の『農家経済調査Jl(1980 

年)よりみると(表 1-12)，中， 下層は， ιうまでもなく，平均経営耕地面積4.13haという上
層でさえも，農業所得では，もはや家計費を充足し得ない状況下lとおかれていることがわかる。

そして，乙うした現実は，いきおい全階層的lζ兼業化をもたらすことになる(表 1-13)。そこ

で，次節では，こうした農民同を吸収する同涌出「地域労働市場」の特徴をおさえ，その上で，

兼業農民!同の就業動向についてみてし、く O

第3節 西蒲原「地域労働市場Jと農民層の就業動向

第 1項 西蒲原「地域労働市場」の特質

職安資料8);を通して，西蒲IJ;[i地域労働市場Jをみると，それは，以下のような特徴を有す

る労働市場であることがわかる。

第1Iζ，この西蒲原「地域労働市場」が，製造業を中心に形成されてきたという乙とである。

すなわち，ここ25年間の産業別新規求人数の推移をみると(表 1-14)，①1970年を境とした農

業の求人の激減，②卸・小売業の求人の漸増という変化を伴いつつも，やはり一貫して製造業が

新規求人数の中心をなしてきたことがわかる。いま，新規求人数lζ占める製造業の割合をみると，

1960年代半ばの溶ち込みを除き，ほほ 6.7割を維持し，しかも，その5割程度が金属製品製造

業によって占められてきた乙とがわかる。乙のことは-うまでもなく，職安統計からみた西蒲

原「地域労働市場」が，燕市の金属洋食器産業ホを中軸lζすえて展開してきた乙とをものがたつ

ている。

本乙の燕市の洋食器製造は，寛永年間 0624-43年)に，信濃川のm濫による救民対策として，代官が
指導実励した和釘製造にその起源があるといわれる。そして，洋釘の普及により和釘が衰退した後，や
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表 1-14 産業別新規求人数の推移

1958 1960 1962 

農 業 49 126 210 
( 1. 5) ( 3.2) ( 3. 1) 

鉱 業 5 
( O. J) 

建 設 業
391 252 312 
( 12. J) ( 6.3) ( 4.8) 

製 X-t旦t 業 1.849 2.642 4.781 
( 57.2) ( 66.4) ( 73.0) 

製造業IC占める
金属製品の割合

卸・小売業
304 287 529 
( 9.4) ( 7.2) ( 8. 1) 

金・保・不動産
8 3 61 

( 0.3) ( O. 3) ( O. 9) 

129 81 150 
運輸・通信 ( 4.0) ( 2.0) ( 2.3) 

「一

24 4 
電・ガス・水・熱 ( 0.6) ( O. J) 

サービス業
494 547 494 
( 15.3) ( 13.7) ( 7.5) 

公 務
¥0 15 13 

( 0.3) ( 0.4) ( 0.2) 

計
3.234 3.982 6.554 
(¥00. 0) (¥00 0) (¥00.0) 

資料:巻公共職業安定所『業務分析表』より作成

1964 1966 1968 

224 295 423 
( 9.8) ( 11. 4) ( ¥0. 1) 

2 
( O. J) 
ート

258 360 448 
( 11.3) ( 13.9) ( ¥0. 7) 

1. 153 1. 127 2.468 
( 50. 4) ( 43.6】 ( 58.8) 

469 1，249 
( 41. 6) ( 50. 6) 

127 242 398 
( 5.6) ( 9.4) ( 95) 

3 18 36 
( O. J) ( 0.7) ( 09) 

51 72 183 
( 2.2) ( 2.8) ( 4.4) 

10 6 
( 0.4) ( 0.1) 

466 456 219 
( 20.4) ( 17.6) ( 5.2) 

5 7 15 
( 0.2) ( 0.3) ( 0.4) 

2.287 2. 587 4.198 
(¥00.0)1 000.0) 000.0) 

1970 1972 1974 1976 1978 1981 

366 89 28 24 23 7 
( 6. 1) ( 2.0) ( O. 7) ( 0.6) ( 0.6) ( O. 2) 

「一一

7 4 
( 0.2) ( O. J) 

255 252 243 272 332 307 
( 3.8) ( 5.7) ( 6.3) ( 6.9) ( 9.0) ( 6.7) 

4.167 2.971 2.549 2.520 2. ¥03 
(623..9829 ) ( 69、5) ( 67.4) ( 65.6) ( 64. J) ( 57.0) 

1. 475 1，596 1.302 1. 310 1. 063 1. 891 
( 35.4) ( 53.7) ( 51. 5) ( 52.0) ( 50. J) ( 64.6) 

581 553 513 544 554 679 
( 9.7) ( 12.5) ( 13.2) ( 13 8) ( 15.0) ( 14.8) 

29 9 60 50 67 48 
( 0‘5) ( 02) ( L 5) ( 1. 3) ( 1. 8) 1.J) 

272 239 149 123 148 59 
( 4.5) ( 5.4) ( 3.8) ( 3.1) ( 4.0) ( 1. 3) 

2 10 10 
( 0.03) ( 0.02) ( O. 3) ( 0.3) ( O. 02) 

315 282 315 318 364 442 
( 5.2) ( 6.4) ( 8. J) ( 8. 1) ( 9.9) ( 9.6) 

39 15 17 62 98 119 
( 0.7) ( 0.3) ( 0.4) ( L 6) ( 2. 7) ( 2.6) 

5，996 4，411 3.884 3.930 3.693 4，591 
ClOO.O) (¥00. 0) 000.0) (100. 0) 000.0) ClOO.O) 



すり，煙管，銅器等への生産転換を経て，大正初期lrスプーン フォークの製造が始められた。第 2次

世界大戦により生産は一次中断したが，昭和25年 0950年)頃から米国向けを中心とする輸出が急速な

伸びを示した。その後，昭和33年(1958年)頃から欧米諸国の一連の輸入規制が続き，若干停滞するが，

昭和45年(1970年)までは比較的順調K推移してきた。なお，乙の欧米の輸入規制の際iζ，事業転換を

はかった企業により，乙の期金属ハウスウェアが導入されている。

しかしながら，乙のような輸出の伸びも，昭和46年 0971年)のドノレショックと米国輸入規制の再

開，昭和48年 0973年)のオイルショック，さらには台湾・韓国製品の進出等の影響で，現在は停滞傾

向にある91。とはL、え，金属洋食器では全国生産額のほとんどを，また，金属ハウスウェアでは89%を

占める燕市iとは， 1，986の金属製品製造業関係の工場が集積し101 西蒲原一帯から労働力を供給している。

たとえば， r新潟県新設企業動向』より1965-81年の聞に西蒲原に新設された10人以上規模
の企業201社を業種~IHとみても(表 1 -15)，金属製造が119社と 6割程度を占めていることがわ

かる。すなわち， 1960年代後半から全国的に始まる農村工業化111も，戦前から地場産業が形成せ

られていた乙の地域では，従来の集積の上に，同業種がさらに集積されるというかたちですすめ

られてきているのである。そして，そのなかに， K食品(後述)をはじめとする食料品製造工場

や電気機械製造工場が，点々と新設されてきているという状況にある乙とがわかる。

第 21乙，有効求人・求職数の推移からみると(表 1-16)，西蒲原「地域労働市場」は，以

表 1ー 15 西蒲原新設企業動向 (1965-1981年)

10-29 30-49 50-99 100-299 300人以上 自十

食 料 ロロロ 5 2 
に

14 J 

繊 維 2 3 

衣 ijji 4 5 

家 具 2 

出版・印刷

窯 業 8 3 12 

イじ 学

鉄 鋼 3 4 

非鉄金属 2 2 

金 属 69 27 15 8 119 

(燕 市) 21 7 5 3 36 

(吉田町) 31 9 6 5 51 

一般機械 7 8 

電気機械 6 6 13 

精密機械 2 3 

輸送機械 2 

紙・パルプ 2 4 

そ の 他 7 8 

五十 121 42 22 15 201 

資料:新潟県『新潟県新設企業動向』より作成
注.同調査は従業員10人以上の企業を対象としたもので従業員数は操業開始時点の数。
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表 1ー16 有効求人数・有効求職数・就職者数・有効求人倍率・就職率の推移

A 有効求人数 B 有効求職数 C 有効求人倍率AJB

員十 男 女 計 男 女 自十 男 女

1955 6，172人 4，144人 2，028人 7， 454人 5，382人 2.072λ 0.83 O. 77 0.98 
1956 6. 206 4.128 2，078 5.149 3，462 1. 687 1. 21 1.19 1. 23 
1957 6筋O 4. 542 2，318 5. 705 3，442 2，263 1. 20 1. 32 1. 02 
1958 8.018 4.960 3，058 6.806 3，943 2.863 1. 18 1. 26 1. 07 
1959 9， 155 5， 294 3，861 6，654 3，890 2， 764 1. 38 1. 36 1. 40 
19ω 10.884 6. 000 4，224 6.381 3，577 2，804 1. 71 1. 86 1. 51 
1961 13， 706 9. 282 4，424 5，930 3，053 2.877 2.31 2.98 1. 54 
1962 24.375 15，623 8，752 6，555 2，992 3，563 3. 72 5.22 2.46 
1963 6. 056 2.883 3，173 6. 702 3，410 3.292 O. 90 0.85 0.96 
1964 8.246 4.919 3，327 6.867 3，181 3.686 1. 20 1. 55 0.90 

1965 8，006 4.031 3，975 6.056 2，253 3.803 1. 32 1. 79 1. 05 
1966 6.647 3，495 3，152 5，016 2，180 2，836 1. 33 1. 60 1. 11 
1967 6.819 4.022 2， 797 4. 286 1.880 2， 406 1. 59 2. 14 1. 16 
1968 12.341 7.690 4，651 4.351 1. 979 2.372 2.84 3.89 1. 96 
1969 13，624 7. 768 5，856 4.464 2，063 2，401 3.05 3. 77 2.44 

1970 12.927 7. 398 5，529 4.900 2，403 2，497 2.64 3. 08 2. 21 

1971 9，973 6.191 3， 782 6.220 3，108 3.112 1. 60 1. 99 1. 22 
1972 13， 566 8.061 5，505 5日5 2，874 2.661 2.45 2.81 2.07 

1973 14. 239 8.398 5，841 5.038 2，594 2，446 2.83 3.24 2.39 

1974 11飴9 7.021 4， 648 7，455 3，581 3，874 1. 57 1. 96 1. 20 
1975 14. 932 8.364 6.568 11. 158 5，384 5. 774 1. 34 1. 55 1. 14 
1976 17.003 9，711 7，292 9.995 5，074 4.921 1. 70 1. 91 1. 48 
1977 12.115 7，669 4，446 10.792 5，031 5，761 1. 12 1. 52 O. 77 
1978 13， 975 8， 751 5.224 13，368 6，3ω 7，059 1. 05 1. 39 O. 74 
1979 17，906 11. 035 6.871 12.617 5，859 6. 758 1. 42 1.88 1. 02 
1980 16.543 10.779 5，764 12.892 5，871 7.021 1. 28 1. 84 0.82 
1981 15.753 9，525 6.228 15.849 7，465 8.384 0.99 1. 28 O. 74 

資料:巻公共職業安定所『業務概況』

注:有効求人倍率=月間有効求人数， 就職率=五主堕重量
月間有効求職数 有効求職数

D 就職者数 E 就職率DIB

自十 男 女 計 男 女

1. 931人 1. 306人 625入 25.9% 24.3% 30.2~悩
1. 875 1. 104 771 36.4 31. 9 45. 7 
1，944 1. 096 848 34. 1 31. 8 37.5 
1， 900 1. 017 963 29. 1 25.8 33.6 
1，965 1. 069 896 29.5 27.5 32.4 
1，804 880 924 28.3 24.6 33.0 

1. 801 895 906 30.4 29.3 31. 5 
2，380 1. 003 1，377 36.3 33.5 38.6 

1. 191 451 740 17.8 13.2 22.5 
1，158 485 673 16.9 15. 1 18.4 
973 325 648 16. 1 14.4 17.0 

778 371 407 15.5 17.0 14.4 

730 379 351 17.0 20.2 14.6 

931 475 456 22.6 26.6 19.4 

1. 078 604 474 24. 1 29.3 19. 7 

1. 103 572 531 22.5 23.8 21. 3 
1. 098 620 478 17.7 19.9 15.4 

1， 056 584 472 19. 1 20.3 17.7 

898 584 314 17.8 17.6 18.0 

1. 033 451 582 13.9 12.6 15.0 

1，103 465 638 9.9 8.6 11. 0 
1，146 547 599 11. 5 10.8 12.2 
1， 024 498 526 9.5 9.9 9.1 

1. 350 693 657 10.1 11. 0 9. 3 

1. 366 604 570 10.8 11. 9 9.9 
1，395 661 734 10.8 11. 3 10.5 
1. 294 649 645 8.2 8. 7 7. 7 



下のような特徴を有している。

まず，職安が把握する有効求人数は.1955-1962年にかけて急増した後.1963-1967年にか

けて. 6千-8千件で推移するBottomの時期を迎える。しかし，その後は. 1970年代の不況

期に入った後も. 1万-1万5千件代を維持しながら現在にいたっている。さらに，乙の有効求

人数の変化を男女比でみると.Bottomの時期を除き.ほぼ男子6割に対し女子4害IJを示してお

り，乙の「労働市場」は，常lζ男子の労働力需要が女子のそれを上回る「労働市場」であるとい

える。

一方，有効求職数は，好不況の波の中で. 1974年までは.4.300-7.500件の間で推移する。

しかし. 1975年以降，求職者は急激な増加を示し. 1975年には l万件を突破，さらに. 1981年に

はl万5千件にまでふくれあがっており，近年の求職者の激増を知る乙とができる。男女別には，

女子の求職者が増加する1962年以降は，女子の求職者が男子を上回る年が多く，他面で，乙の

「労働市場」は，女子の労働力供給が男子のそれを上回る「労働市場」であることがわかる。

ところで，以上のように有効求人数が一定確保されながらも，有効求職数が激増するなかで，

有効求人倍率(有効求人数/有効求職数)は低下し. 1981年には，総数において lを割り込むと

いう事態にたち至っている。そして，それは. 1977年以降の女子の有効求人倍率の低下に負うと

ころが大きく，職安統計からみた西蒲原「地域労働市場」は，とりわけ女子労働力の供給過剰な

衰 1-17 被保険者数・雇用(失業)保険受給者実人員

雇用(失業)保険被保険者数 雇用(失業)保険受給者実人員

被保険者数 (指数) 計 (指数) 男 (指数) 女 (指数)

1963年 17.371 000.0) 3. 159 (100.0) 1. 314 (100.0) 1. 845 (100.0) 

1964 18.112 004. 3) 3，442 (109.0) 1.567 019.3) 1.875 (101.6) 

1965 19，624 013.0) 3.265 (103.4) 1. 230 (93. 6) 2， 035 (110. 3) 

1966 19， 992 015. 1) 2， 979 ( 94. 3) 1. 208 (91. 9) 1. 771 (96.0) 

1967 20.684 (119. 1) 2.389 ( 75.6) 1. 110 (84. 5) 1， 279 ( 69，3) I 
1968 20，699 (119.2) 2， 305 ( 73. 0) 1，054 (鈎 2) 1.251 (67.8) 

1969 22， 149 027.5) 2. 132 (67.5) 1，002 ( 76.3) 1. 130. ( 61. 3) 

1970 23，351 034.4) 1. 972 (62.4) 916 ( 69.7) 1，056 (57.2) 

1971 24. 574 041. 5) 3.016 (95.5) 1. 335 (101. 6) 1， 681 (91. 1) 

1972 25，618 047.5) 2. 649 (83，5) 1.301 (99.0) 1.348 ( 73. 1) 

1973 26， 389 051. 9) 2.399 ( 75. 9) 1. 228 (93. 5) 1， 171 (63.5) 

1974 27，231 056.8) 3.260 (103.2) 1. 603 022.0) 1，657 ( 89. 8) 

1975 27，247 056. 9) 6， 264 (197， 7) 3， 000 (228. 3) 3. 246 (175. 9) 

1976 28.087 061. 7) 5，477 (173.4) 2，847 (216.7) 2，630 042.6) 

1977 29，083 067.4) 5.612 (177.9) 2. 627 099. 9) 2，985 (161. 8) 

1978 29，459 069.8) 6.342 (200.8) 2， 775 (211. 2) 3， 567 093. 3) 

1979 30，317 074. 5) 6.108 093.4) 2.767 (210.6) 3，341 081. 1) 

1980 31，107 079. 1) 6，226 097. 1) 2，656 (202. 1) 3，570 093. 5) 

1981 31.986 084. 1) 7.833 (248.0) 3， 574 (272. 0) 4.259 (230. 8) 

資料:巻公共職業安定所『業務概況J
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「労働市場」と性格づけることができる。

第 31乙，以上のような，有効求職者数の激増という事態にもかかわらず，実際iζ職安を介し

て就職していく者の数は，それほど大きく変動しているわけではない。すなわち， 1，000人前後

で推移してきた就職者数は，有効求職者が激増する近年においても， 1.300人前後に増大するに

すぎない。その結果，就職率(就職者数/有効求職数)は， 1981年現在， 8.2%にまで低下して

いる。そして，乙うした数字の背景には，職を求めながら流浪する労働者の群をみる乙とができ

る。たとえば，それは，雇用(失業)保険受給者実人員が，雇用保険の被保険者数の増加を上回

る勢いで急増してきている乙とからも知る乙とができる(表 1-17)。

と乙ろで，乙うした就職率の低下という事態は，求人側と求職側双方の条件が，様々な点で

合致し得ない結果生じてきているものである。そして，その1つの要因として，求職側の高齢化

表 1ー18 有効求職数lζ占める中高年齢者(満45歳以上)・ 55歳以上層の推移

有効求職数

1966年 5.016 人 (100.0) % 

1967 4.286 000.0) 

1968 4.351 (100.0) 

1969 4.464 000.0) 

1970 4.900 o∞0) 
1971 6. 220 (100.0) 

1972 5， 535 000.0) 

1973 5.038 000.0) 

1974 7. 455 o∞0) 
1975 11. 158 000.0) 

1976 9. 995 000.0) 

1977 10，792 000.0) 

1978 13.368 000.0) 

1979 12，617 (100.0) 

1980 12.892 000.0) 

1981 15，849 000.0) 

資料:巻公共職業安定所『業務概況』

褒 1-19 年齢別月間有効求人数

18-29歳 30-44歳

208 人 495 
男 9ち(20.2) (48目2)

62 346 
女

00.4) (58. 2) 

270 841 
言十

06.6) (51. 8) 
』ーー

資料:巻公共職業安定所資料

中高年齢者の有効求職数 内55歳以上の有効求職数

1. 831 人 (36.5) % / 
1.477 (34. 5) / 
1. 365 (31. 4) / 
1. 551 (34. 7) ン
1. 789 (36.5) / 
2.235 (35.9) / 
1. 935 (35.3) / 
1，799 (35. 7) v 
2.516 (33.8) 1. 526 (20. 5) 

4.827 (43.3) 2， 975 (26. 7) 

4.508 (45. 1) 2.945 (29.5) 

4，374 (40.5) 2. 779 (25.8) 

5， 777 (43. 2) 3.411 (25.5) 

5.378 (42.6) 3.391 (26.9) 

5.381 (41. 7) 3.442 (26. 7) 

6.795 (42. 9) 4.364 (27. 5) 

1982年5月7月

45-54歳 55歳~ 言十

267 58 1. 028 

(26.0) (5.6) 000. 0) 

163 24 595 

(27.4) (4.0) 000.0) 

430 82 1. 623 

(26.5) (5.1) 000. 0) 
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表 1-20 職業glJ新規求人数 0981年)

計 男 女

-専門的・技術的職業

土木・建築・電気技術者 14 14 
看 護 婦 10 10 
歯 科 衛 生 士 9 9 
ア ザ イ ナ 2 2 
保 母 2 2 
個 人 教 師 2 

品十 39 16 21 

-事務従事者

一般・会計事務員 184 12 172 
集 金 人 5 2 3 

五十 189 14 175 

-販売従事者
販 三J生h 底 員 183 56 127 
販 7t E 外 ずスて、 員 224 191 33 
保険代理人・外交員
その他販売類似職業 2 2 

五十 410 249 161 

-農林漁業作業者

養 畜 作 業 者 3 3 
植木職・造園師

計 4 3 

-運輸・通信従事者

自動車運転手 125 125 
電 Z古 Jず丸で 換 手

員十 126 125 

-技能工・生産工程作業者及び労務作業員

鋳 物 工 61 54 7 

鍛 造 工 19 18 

圧 延 工 9 9 

伸 線 工 2 2 

旋盤工等金属機械工作工 161 138 23 

資料:巻公共職業安定所『求人申込状況』より作成

金属プレス工
溶 接 工
製 か ん 工
板 金 工
め 'コ き 工

金 属 研 磨 工
シャーリング工

ダイ ガス ト工

金 属 切 断 工

組 立 工
修 理 工
検 査 工
仕 上 工
縫製 . 織布工
木 工

木製家具・建具製造工
紙 器 製 造 工

印 届IJ 工

文選工・植字工

石 工
製 菓 工
精 穀 工
めん類製造工

乳・乳製品製造工
清 酒 製 造 工
肉製品製造工

貴金属・宝石細工工

表 具 日市

包 装 工
塗 装 工

製図工・写図工

工程管理(作業長)
大 工
型 わ く 工

五十 男 女 計 男 女

315 180 135 土工 . 舗装工 46 32 14 
41 29 12 左 官 3 3 ー
16 4 12 配 管 工 19 19 
16 16 電気工事作業員 37 37 
39 25 14 (現 場 監 管) 4 4 
115 81 34 配 達 工 39 39 
15 8 7 荷 1ヲ旦ーへ 工 4 4 
3 3 倉 庫 作 業 員
4 4 陸上荷役・運搬作業員
140 18 122 清掃員 . 雑役 114 43 71 
11 11 その他不明の製造工 94 35 59 
38 6 32 

五十 2，012 1. 012 1，000 
21 13 8 
49 3 46 

-保安職業従事者

7 4 3 
守衛 . 監視員 16 16 

8 8 2十 16 16 

12 5 7 -サービス職業従事者

家 事 手 伝 6 ー 6 
2 2 家 政 婦 2 2 

美 n合- 師 37 6 31. 
86 61 25 クリーニング工 2 2 
2 2 給 士 従 事 者 61 11 50 
3 3 接 客 社 ずFて、 係 6 6 
3 2 娯楽場等の接客員 18 18 
3 3 調 理 自市 49 35 14 
9 4 5 管 理 人 23 23 

員十 204 77 127 

明不 59 54 5 
351 12 339 

辺CJ、 自十 3，060 1. 565 1. 495 21 17 4 
23 18 5 

10 10 
7 7 
25 25 」



があげられる。すなわち，有効求職数が急増する1975年以降，中高年齢者(満45歳以上)の求職

数も増加し，総数に占める割合は40%にまで達しており，明らかに，求人側の条件との聞に大き

なズレが生じてきている乙とがわかる(表 1-18，表 1-19)。

第41ζ，西蒲原「地域労働市場jが，現在必要としている職種についてみると，それは・，以

下の如くである。表1-20は，資料の許す限り，職業小分類にまでおりて作成したものであるが，

それによると，男性への求人で多いものとしては，販売外交員(営業・セールスマン， 191人)，金

属プレス工(180人)，旋盤工等金属工作機械工(138人)，自動車運転手(乗用車，貨物含む125

人)，金属研磨工 (81人)，製菓工 (61人)等があげられる。他方，女性の場合，圧倒的に多いの

が包装工 (339人)であり，続いて，一般会計事務員(172人)，金属プレス工(135人)，販売庖

員(127人)，各種組立工 022人)，清掃員・雑役 (71人)，給仕従事者 (50人)となる。つまり，

金属洋食器工場の現業部門の求人に限らず，男性における販売外交員，自動車運転手，女性にお

ける一般・会計事務員，販売庖員，給仕従事者等の求人が，西蒲原「地域労働市場Jにおいても，

かなりの比重を占めてきている乙とがわかる。

乙うしてみてくると，西蒲原「地域労働市場」は，第1/i::，製造業，とりわけ金属洋食器工

業を中心に形成されてきており，第211:，近年の有効求人倍率及び就職率の低下にみる如く，

「供給過剰の労働市場Jという性格を色濃く有するようになってきており，かっ第31乙，金属洋

食器工場の現業部門lζ限らず，多様な職種が求められるようになってきている労働市場である乙

とが指摘できょう。

第2項巻町の産業と就業者の動向

巻町は，以上のような特徴を有する西蒲原「地域労働市場Jの中央部lζ位置している。いま，

乙の巻町を中心l乙，就業者の動向をみると(図 1-4)，巻町は，自市町村内に常住する就業者

の7796(10，949人)と，新潟市，西川町，岩室村等からの3，000人程度の就業者を吸収しつつ，

他方で，新潟市，燕市等の上位都市へ，多くの就業者を送り出している乙とがわかる。

このうち，巻町内l乙就業するものが，いかなる産業に吸収されるのかを，巻町の産業別従業

員数からみると(表 1-21)，彼らの9割が，卸・小売業，製造業，サービス業，建設業の4つ

の産業に吸収されている。そこで，各々の産業の特徴をみると以下の如くなる。

(1) 製造業:巻町は，燕市の後背農村部に位置し，古くから金属洋食器工場への労働力供給

地の役割を果してきた。この巻町が，独自の工業化を進めるのは， 1960年代後半以降である。す

図1-4 巻町の就業者の動向 なわち， K食品が，

1967年11:1工場， 19 

69年に 2工場，さら

に1972年に 1工場と，

次々に創業を開始す

ると同時に， 1972年

には，島工業団地が

造成されるのである

(図 1-2参照)。

K食品は，本社

(大正13年創業，資資料:r国勢調査』
Q
d
 

q
L
 



表1-21 巻町の産業別従業員数

従業員数

農林水産業 151人

建 設 業 1. 623 

製 造 業 2.648 

卸・小売業 2.860 

金融・保険業 282 

不動 産 業 58 
運輸通信業 468 

電気・ガス・水道 81 

サービス業 2.534 

公 務 390 

2十 11.095人

資料 r事業所統計』

割合

(1. 4) % 

04.6) 

(23.9) 

(25.8) 

( 2.5) 

( O. 5) 

( 4. 2) 

( 0目7)

(22.8) 

( 3.5) 

000.0) % 

本金5億円)を相崎市にもち，県下に6工

場，全国l乙100余カ所の営業所や出張所を

もっ大手の菓子メーカーである。現在，主

な生産品目であるビスケットが業界第1位，

米菓が第3位で，総売り上げでは業界第6

位に位置する企業である。

このうち，巻町のK食品は. 1982年現

在，従業員1.086人(男399人，女687人)事

をかかえ，規模の点では西蒲原ーを誇る企

業である。

ホ従業員構成は，本工(正社員)が55%を占め，

その他は l年毎に契約の更新が行なわれる臨時

工(採用時年齢35歳以下)25%.補助工(採用

時年齢36歳以上)20%となっている。臨時工・補助工は，年3回の勤務評定の結果で本工への登用がな

されるが，補助工からの登用は，少数といわれる。また，本工・臨時工・補助工に対しては，農繁期休

暇は一切認めておらず，休めば勤務評定にひびく乙とになる。従って，農家出身者は，乙の他iζ繁忙期

( 4月-7月半. 9 -12月)のみ採用する季節雇 020-130人)として就労する場合が多い。

工程は，仕込みー混合一成型一倍焼一味付ー包装であるが，徹底したオートメ化がなされており，

人の姿はまばらで，自動供給機を導入しにくい包装分野のみ女性が多く必要とされている(工場調査よ

り)。

表1-22 K食品の居住地別従業員数0979年)

人数 (割合)

巻 町 547人 (41. 5) % 

西川町 153 (11.6) 

新潟市 129 ( 9.8) 

潟東村 105 ( 8.0) 

岩室村 87 ( 6.6) 

吉田町 70 ( 5.3) 

その他 226 07.2) 

計 1. 317 (100.0) 

このK食品は，従業員を，広く西蒲原一帯や

新潟市から集めており(表 1-22).会社側は，

マイクロパス20台を常設し，朝娩の送迎にあたっ

ている。

一方，島工場団地の造成は，巻町が. 1972年

lこ，農村地域工業導入法の適用を受け，農地のー

画を買収して行なったものである 121。計画当初は，

巻町内に散在する工場を工業団地に移転させる一

方で，関東地方から 3工場を誘致する予定であっ

た。しかし，第 l次石油ショックの影響で，埼玉
資料 rのびゆく巻町・潟東村』

県所沢市からゴム会社(従業員12名) 1社を迎え

るにとどまり，同社と町内の46工場をもって島工業団地は発足しているヘいま，工業団地内の

工場を業種別・規模別にみると(表 1-23).金属機械を中心に小零細工場が集まる団地と特徴

づけることができる。団地内で30人以上の規模の工場は.u金属 (42人)とM精機 (81人)の2
社にすぎない。

事ほとんどの工場が巻町内から集めたものであり，誘致したゴム会社も従業員12名という小企業である

ゆえ，島工業団地の造成は，新たな雇用を生み出したというものではない。しかも，団地内の下請関係

は.U金属が10社.M精機が3社と結ぶのみで，関連企業の団地化でもない。従って，企業側のメリッ

トも小さい。私たちの役場での聴き取りによると，島工業団地造成の主要な目的は，第 111:.町内iζ散

在する工場を集めることで，とりわけ金属洋食器工場がもたらす公害を防止する乙と，第 211:.農村地

域工業導入関連農業基盤整備事業により農道 (5.589m)を整備するととにあったといわれる。
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最後に，業種別lと巻町内の工場数・従業員数をみると(表 1-24)，巻町の製造業が， 1，000 

人以上規模を誇るK食品と，金属機械を中心とした各種中小・零細企業から構成されている乙と

が確認できょう。

(2) 建設業:西蒲原「地域労働市場」は，土地基盤整備や新潟地震，新潟国体等をて乙に急

増してきた建設業関係の事業所が多く集まる地域でもあるが，その中にあって巻町は，とりわけ

県内で‘も大手の建設会社が集まる自治体として知られる。 ζの巻町において，建設業関係の事業

所が急増するのは， 1970年前後からで，表 1-25のごとく， 1969-72年の3年聞に，事業所数が

実l乙倍増している。しかし，その後の10年間は， 10人以上規模の増加と 1-4人規模の縮小にあ

きらかなように，急増した事業所が淘汰される過程にあるといえる。現在， 33の建設会社により

「巻建設業会」が結成されているが，なかでも県有数の規模を誇るM組を中心l乙， r県建設業協会
巻支部」に加盟する大手5社が実質的な権限を握り， M組を頂点としたヒエラルヒー情造が形成

されている。

(3) 卸・小売業，サービス業:両者で巻町の就業者の約半数を吸収する卸・小売業，サービ

ス業は， 1970年前後から漸増し始める。両産業は， 1 -4人規模の事業所が8害IJを占め，その大

半が零細企業である乙とを特徴とする(表 1-26)。但し，サービス業l乙関しては，国・公共企

表1-23 島工業団地内の業種別・規模別工場数

1 -4人 5-9人 10-19人 20-29人 30人以上 不 明 計(割合)

金 属 26 8 37( 78. 7) 

一般機械 1( 2. 1) 

精密機械 J( 2.1) 

鉄 鋼 2 2( 4.3) 

コ i為 1 ( 2. I) 

その他 3 5( ¥0.6) 

五十 29 12 2 2 2 47 

(割合) (61. 7) (25. 5) (4. 3) (4. 3) (4. 3) 000.0) 

資料:役場資料より作成

表1-24 巻町内の工場・従業員数 (980)

工 場 数 従業員数

食 料 ロロロ 24 02.3) % 1. 485 (54.4) % 

織 維 5 ( 2.6) 81 ( 3.0) 

木 材 17 ( 8.7) 128 ( 4. 7) 

家 具 21 00. 8) 54 ( 2.0) 

出 版 7 ( 3.6) 82 ( 3.0) 

窯 業 4 ( 2. 1) 85 ( 3.1) 

金 属 72 (36. 9) 318 01. 7) 

機 械 12 ( 6.2) 131 ( 4目8)

電 気 5 ( 2目6) 71 ( 2.6) 

輸 送 3 ( 1. 5) 14 ( 0.5) 

そ の 他 25 02.8) 279 00. 2) 

総 数 195 (1∞ 0) 2.728 000.0) 

資料 r工業統計表』
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表 1-25 建設業の事業所規模別推移

総 数 1-4人 5-9人 10-19人 20-29人 30人以上

1960年 148 
ド一一一レー一一

レ一一一

1963 134 

一ー一一一一ー1966 158 
L一一--1969 175 

1972 347 300 23 15 8 

1975 300 249 31 12 7 

1978 287 215 43 17 3 9 

1981 271 186 36 31 5 13 
」ー

資料 r事業所統計』

表 1-26 卸・小売業，サービス業の規模別事業所数 (978)

民 営 国地方・公公共共企団業体体

1 -4人 5-9人 10-19人 20-29人 30人以上 総 数 事業所数 従業者数

卸・小売業
597 106 35 6 6 750 

(79.6) 04. 1) (4.7) (0.8) (0.8) 000.0) 
18 

サービス業
351 49 16 3 5 424 

(82.8) 01. 6) (3. 8) (0.7) (1. 2) 000.0) 
38 1. 05C 

資料 r事業所統計』

業体，地方公共団体営の事業所・従業員等がかなりの比重を占めていることがわかる。特に，従

業員数では，サービス業全体の41.5%を占めており，公務員388人を含めると巻町の全従業員の

13.0%を占めることになる。乙れは，各種の県の出先機関や西蒲原の諸機関が集まる「郡都」巻

町の持つ一性格を反映しており，新潟市からの通勤者の多くはここに吸収されているといわれる。

以仁巻町をめぐる就業者の動向と，巻町の産業の諸特徴をみてきた。そ乙では，第 1K， 

巻町の産業は， 1.000人規模を誇るK食品と，金属製造を中心とした，各種中小・零細企業から

なる製造業， M組を頂点l乙，大手5社を中核とするヒエラルヒー構造をもっ建設業， 1-4人規

模の事業所が8割前後を占める卸・小売業，サービス業(民営)，そして「郡都」巻町の性格を

反映する公務・サービス業(国・公共企業体，地方公共団体営)によって構成されていること，

第 2K，乙うした巻町の産業は，町内に常住する77%の就業者と隣接市町村からの3，000人程度

の就業者を吸収するとともに，その一方で， 3，000人を若干上回る就業者を，新潟市や燕市など

へ送り出している点が明らかとなった。

それでは，この中にあって巻町の兼業農民層は，如何なる就業動向をなしているのだろうか。

第3項兼業農民層の就業動向

いま，漆山地区10部落中3部落(s部落， U部落， y部落)の兼業農家58戸139人(男81人，

女58人)を対象とし，①産業別，②階層日1]，③性別，④年齢別，⑤所在地別lζ，漆山地区農民層

の就業動向をみると，それは以下のような特徴を有している。

まず第 1IC，彼らが就労する職場を産業別にみると，男性の場合，建設業が最も多く 32人

(39.5%)，つづいて製造業17入 (21.0%)，サービス業13人(16.1%) となる。一方，女性は，

製造業に特化する傾向がみられ，同産業への就労者が38人， 65.5%を占めている。また，男女と

も公務(1人)，国・公共企業体，地方公共団体営の事業所lと就労する者(6人)はきわめて少

- 32 



t，H、。
第2に，乙れを階層的にみると(表1-27)，男女とも，むしろ産業別の階層差がきわめて

小さいという特徴を有している。すなわち，男性の場合，各階層は，ほほ同じ割合で建設業を中

心i乙，製造業，サービス業iζ就労しており，女性の場合， 3層は同様に製造業への特化傾向を示

している。乙の乙とは，漆山地区の農民層が，全階層的に同じような産業に吸収されている乙と

を意味している。

第 3IL，乙れに対し，年齢別には，顕著な相違がみてとれる(表 1-28)。すなわち， 40代

以上における就労が，男性は建設業と製造業，女性は製造業へ特化した傾向を示すのに対し， 30 

代， 20代になるl乙伴い，卸・小売業，サービス業へ就労するものが増加してくるのである。とり

わけ， 20代層では，その傾向が顕著にみられる。従って，乙の地域の場合，産業別にみた兼業農

民層の就労先には，階層よりもむしろ世代による相違が，明瞭にあらわれていることがわかる山。

第4，と，彼らの職場の所在地の問題がある(表 1-29)。まず，建設業従事者の多い男性の

表 1ー27 漆山地区農家の階層別・産業別兼業先の織成

農業 建設業 製造業 在小日売・業 金保融険・ 運輸・ 電気・
サー
公務

通信 ガス ビス業

上層 3 10 5 2 2 2 

中層 13 8(21 3 7 
男 下層 9(11 4 1 ( 11 3 4(11 

2十 3 32( 11 17(21 6 (11 6 13 (11 

上層 14 3 
中層 <3> 16(21 4 5 
女 下層 8 1(11 3 

計 38(21 8( 11 9 l 

資料 :y部落.s部落については実態調査より。 U部落Bは『農家就業動向調査』より。
注:(肉は自営・家従の内数.< >内一人が二種類の職についている場合の短期間の方。
表 1-28 漆山地区農家の年齢別・産業別兼業先の構成

農業 建設業 製造業 卸小売・業
金融・ 運輸・ 電気・ サー 公務
保険 通信 ガス ビス業

10.a:>代 2 3 2 5 

30代 13 6 4 (11 3 6( 11 

40代 5 2 (11 
男 50代 8 6 (11 

60代 4 (11 l 

言十 3 32(11 17(21 6 (11 6 13(11 

10.a:>付 3 5 6 

30代 16 2 (11 2 

40代 10 (11 1 
女 50代 <3> 8( 11 

同，初代

五十 38(21 8( 11 9 

N'A 

2 

N'A 

2 

資料 :y部落・ S部落1<::ついては実態調査より。 u音s落Bについては『農家就業動向調査』より。
注:(1内は自営・家従< >は一人二種類の職業をもっ場合の短期間の方。
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表 1-29 漆山地区農民層の兼業先の産業別所在地

男 性 女 性

巻 =Et コ 燕

条市
之中口
彦村弥 市新潟 水分 室岩 村東潟 1西11 

不 巻 =Et ヨ 燕
j西11 
不

田 計 回 五十
町 町 市 村 町 町 町 明 町 町 市 町 明

農 業 2 3 く3> <3 

建 設 業 10 5 2 5 23 

製 造 業 2 4 4 I 12 6 15 9 30 

卸・小売業 2 5 2 2 7 

運輸・通信 2 4 

電気・ガス

サービス業 3 9 3 5 

不 明 2 

総計 18 12 8 3 2 2 1 8 59 9 20 11 2 43 
L 」ー L ー

資料:実態調査より作成
注:但し， Y部落と S部落lζ限る。< >は一人二種類の職業をもっ場合の短期間の方。

場合は，巻町内lと職場をもつものが最も多く 18人，続いて，吉田町12人，燕市8人となる。それ

に対し製造業従事者が多い女性の場合は，吉田町20人，燕市11人，そして巻町9人の順となり，

巻町以上1<=，工業化が進む吉田町や燕市の労働市場により大きく包摂されている乙とがわかる。

そして，同時に，女性の職場は，燕市，吉田町，巻町の3市町lと特化しているのに対し，男性の

それは，少数とはいえ西蒲原全域lζ広がっている。

以上から漆山地区の農民層の就業動向の特徴として，第 11と，農民層の就労先としては，男

性は建設業と製造業，女性は製造業が多く， r郡都」巻町に存する公務及び国・公共企業体等の
サービス業への就労がきわめて少ない乙と， しかし，第21ζ，建設業と製造業への特化の傾向は，

とりわけ40・50代に顕著で， 20・30代では産業も多様化し，卸・小売業，サービス業(民営)へ

の就労が増加する乙と，そして，第31乙，階層的にみた場合，当地域の農民層が就労する産業に

は，階層的相違がほとんどなく，むしろ全階層が同じような産業に吸収されているという特徴を

有している乙と，第4に，建設業従事者が多い男性の場合，巻町内Iこもっとも多く就労しており，

つづいて吉田町，燕市の順となるが，製造業従事者が多い女性の場合， K食品以外に大きな工場

がない巻町内よりも，むしろ吉田町，燕市に就労する者が多いという乙と，そして，第51ζ，就

労先の所在地の広がりからいえば，女性の場合，燕市，吉田町，巻町にほぼ限定されているのに

対し，男性の場合は，少数ではあれ，広く西蒲原全域にちらばっているという乙と，等が指摘さ

れる。

乙のようにみてくると，巻町の産業別従業員構成，及び巻町をめぐる就業者の動向が，その

まま兼業農民層の就業動向にミニチュア版のように投影されているわけではない乙とは明らかで

ある。全体的には製造業と建設業従事者が多いという意味においても，また，燕市や吉田町の労

働市場iとより強く包摂されているという意味においても，一局面に偏した形で，それは形成され

ているのである。

それでは，以上のような点をふまえた上で，次章以下， 3 ha前後の農家が厚い層をなし，そ

の意味で西蒲原を代表するS部落lζしぼり，よりインテンシブに，農民層の兼業化過程と現段階
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における生産・労働一生活過程についてみていとう。

注

1)蒲原地場を対象とした論著は数多く存するが，筆者が参考にしたものとして次のものをあげておく。島

崎稔「農民層分解と農業労働力の性格Jcr土地制度史学』第16号.1962年)。中江淳一「基本的農業地
帯・新潟県における農民層分解の形態JC土地制度史学会編『再生産構造と農民層分解』御茶の水書房，

1961年)。梶井功『農業生産力の展開構造』弘文堂.1961年。伊藤喜雄『現代日本農民分解の研究』御

茶の水書房.1973年。田代洋一・字野忠義・字佐美繁『農民層分解の構造』御茶の水書房.1975年。

2)水害常襲地としての西蒲原は，瀧政時代から「割地制度」をとり，同制度は，地租改正を経た後も実態

としては長く残存していた。乙の点IC関しては，久保安夫「害IJ地軒前持高制度の解体過程JC西蒲原土

地改良区編『西清原土地改良史』上巻1981年).に詳しし、。

3)西蒲原の土地改良の歴史については，近年，前掲『西蒲原土地改良史』上巻・下巻として集大成されて

いる o また，砺波平野との比較において蒲原平野の土地改良の歴史をあつかったものとして，伊藤喜雄

「土地改良と農業構造JC信州大学『経済学論集』第8号.1974年)がある。

4) r巻町農村整備計画書J1981年参照。
5)乙の砂丘畑地への新潟市域からの入作が近年活発化しており，現在，町内の畑地の21.1%が他市町村の

農民の手lζ帰している。なかでも，砂丘地域のE部落では，実lζ耕地の半分が，新潟市の農家の所有

となっている。

私たちの役場での聴き取り調査によると，農業委員会でも規制できない乙うした入作の増加のなか

で，各部落では，部落の共同作業等iζ出役できない他市町村の農家には，部落費等を納めてもらう乙と

で，現実の問題に対処しているといわれる。

6)久保安夫「代替地取得と土地利用Jcr農業経済研究』第33巻3号. 1969年).吉田俊幸「地域開発にと
もなう農地転用と農業・農家の変化Jcr西蒲原土地改良史』下巻.1981年)参照。そ乙では，代替地取
得iとより23町歩の土地を購入した，新潟市K部落の 1農家の事例などが紹介されている。

7)ζ うした耕地の貸借の発生のメカニズムについては，それを，下層の地代を払っても，なお剰余が生ま

れるまで開いた農業内部の生産力格差に求める見解と，農業外部の労働市場の展開11:求める見解とがあ

る。前者としては梶井功，伊藤喜雄(梶井功『小企業農の存立条件』東京大学出版会.1973年，伊藤喜

雄『現代日本農民分解の研究』御茶の水書房.1974年).後者としては，田代・宇野・字佐美，後藤光

蔵(田代・字野・字佐美『農民層分解の構造戦後編ー』御茶の水書房.1975年，後藤光蔵「稲作経営

受委託の梼造」東京大学『社会科学研究J28号.1977年，同「大平洋ベルト地帯における稲作生産の動

向と再編の方向」井上完二編『現代稲作と地域農業』農林統計協会.1979年)がある。後藤は「労働市

場展開の在り方に関係なく経営受委託を現実化させるまでの生産力格差の形成が見られない段階におい

て，経営受委託展開の基本的要因は労働市場展開を契機とした委託者層形成iとあるJC前掲「稲作経営
受委託の構造Jp. 168)とするが，筆者は，委託者層形成の基底的要因は，やはり生産力格差にあると

考える。但し，そ乙に形成されてくる受託層を，梶井や伊藤のいうと乙ろの「小企業農J及び「あたら

しい上層農Jと規定するζとには，多くの疑問が残る。それは，今回の調査結果からも，むしろ，家計

費充足率の低下の中で，それを補うために受託へむかうというのが.受託農家の一般的な姿であったか

らである。

8)職安統計には，①求職者の職安経由率が2.3割程度にすぎず，しかも②求職者が農家出身者であるか否

かが判別し難く，かっ③職安て、把握される「労働市場Jが，産業，職種，企業規模などの点で，若干片

寄ったものとなっている，などの問題点が存している。しかしながら，燕市，吉田町，巻町からの製造

業を中心とした求人からなる乙の「地域労働市場」は，後の分析からも明らかなように，当地域の兼業

農民層が巻き込まれる「労働市場Jの特質を，一面では表現しているものと考えられる。

9)新潟県『金属製品製造業の課題と方法j1975年.p. 3参照。

10)燕市に集積する洋食器工場と農民層分解の問題を扱ったものとしては，島崎美代子「地方中小零細企業

の再生産構造と農民層分解Jcr土地制度史学』第23号.1961年)がある。
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11 )西蒲原で，農村地域工業導入促進法に基つく計画地区を有するのは，分水町，吉田町，巻町，月潟町で

ある。燕市i乙隣接する吉田町は.1971 年に「工業立地宣言」を行ない，積極的lζ工場誘致し，急激な工

業化を押し進めている。また，近年は分水町の躍進もめざましい。

12)東北諸県は，工場の誘致のために自治体が敷地の造成を行なう場合が多いが，新潟県では，進出企業臼

身が造成するのが一般的である。従って，島工業団地内lこはまだ農地が点在し，農業が行なわれている。

13)但し，卸・小売業，サービス業への就業が，そのまま労働条件の向上を意味するわけではなし、。その点

に関しては，本稿第5章第3節参照。

S部落における生産力基盤の形成と農民層分解の進展過程第 2章

第 1節 S部落における生業基盤の変化

第1項 S部落の概況

水害常襲地帯の家々は，小高い場所lζ連坦して立ち並ぶことをその特徴とするが. s部落も
M部落-N部落の家並lζ続いて存在し，漆山地区のはずれ，すなわち吉田町との隣接地に位置し

ている(図1-2.図2-1参照)。

S部落は.1959年(公示，正式には1962年)に3つの部落 (0部落. p部落.Q部落)が合

併しており，その意味では新しい部落であるが，合併以前から I3ケ字」と呼ばれ，消防団，集

会所，火葬場の共同設置等，生活面での協力はなされていた。

S部落の1つの大きな特徴は，漆山地区の他部落が1955-61年にすでに耕地整理を終えてい

るのに対し. s部落のそれが1971年にようやく実施されたという事実である。そのためS部落で
は“舟農業"がこの時期まで残り，それだけに30a区画の耕地整理はS部落の農業構造にドラス

S部落の家並と旧3部落
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表2-1 S部落の階層構成

間層経営耕地区分 農家番号

上 4 ha以上 ⑨⑧③  

層 3 -4ha ⑧⑨⑫@⑩⑫  

中 2 -3ha 
⑧⑧⑥⑭③⑫⑧⑩  

⑬⑮⑮⑮①⑧⑧  

層 1 -2 ha ⑧⑩@⑮  

層卜 1 ha未満 .@⑬⑧⑧  

非農家 ②⑦  二

チックな転換をもたらした。

乙のS部落は，現在非農家2戸を

含む34戸からなるが，先に第1章第2

節で設定した階層区分よりみると，

5haを最大とする上層9戸，中層19戸，

下層4戸という構成をなしており(表

2 -1)，中層への農家の集中が特徴

的である。

第2項生業基盤の変化と時期区分

と乙ろで， s部落の農民層の生業
は，水稲を基軸』乙，面IJ業ないし兼業を

加えて展開してきている。そ乙で，水稲作の基底をなす①土地所有の変化と②機械化の進展に，

③副業・兼業の盛衰を加えた3つを指標とし， s部落の生業基盤の歴史を時期区分すると，以下

資料:実態調査より作成

注:・印は生産組織加入農家。

の5期l乙分れる(図2-2 )。

第 I期:地主小作関係が支配する戦前期。

第E期:農地改革による地主一小作関係の崩壊=戦後自作農体制の成立から，本格的な農作

業の機械化段階に入るまでの1946-1953，54年。副業としての藁加工も広がり，その機械生産が

開始されるのも乙の期である。

第E期:共同所有で始まる耕転機の導入から，隆盛期を迎えた藁加工が衰退するまでの1953，

54-1963， 64年。この期lこは，藁加工も徐々に衰退し，それに伴L、兼業が始まる。

第百期:兼業農民が量的に増大する1963，64-1971. 72年。とりわけ， ζの期，女性の兼業

化が進展する。

第V期 :S部落にとって一大画期であった土地基盤整備を経た1971年以降。これを機lと「田

植機一トラクター コンパインjの機械化体系が成立するとともに，耕地の貸借が進展する。兼

業面では，通年雇用が可能となり，その質的な深化をとげる。

以下，本章では，第1と第2の指標である土地所有の変化と機械化の進展を中心に， S部落

における生産力基盤の形成と農民層分解の進展過程を明らかにし，次章において，員IJ業・兼業の

土地所有
1946年

図2-2 生業基盤の変化と時期区分
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資料:実態調査より作成
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史的展開過程についてみてし、〈。

第2節 経営耕地面積の変化からみた島民膚分解の進展過程

第1項戦前段階におけるs部落の地主一小作関係
戦前(1期)のS部落の階級構成を所有面積とのかかわりでみたのが表 2-2である。 8.7

haを所有する⑧を筆頭とする 6戸の在村地主と無所有の小作農(7戸)の聞に，自作(5戸). 

自小作(5戸).小自作(3戸)がほぼ均一に存在する構成をなしている。いま，表2-3から，

乙うした彼らの経営実態をみると，地主階級は3ha前後を自らが経営し，残りの耕地を貸し付け，

自作層は2.5-3.0ha程度の自作地を耕作していることがわかる。また，自小作，小自作層は，

各自の所有耕地面積に，小作地を加えて1.6-2.5haの耕地を経営し，小作層は④⑪を除き，い

ずれも2.0-2.5ha程度の農地を借り受けて耕作にあたっているヘ乙乙で特徴的な乙とは.こ

のように，その経営の内実は階級毎lζ大きく異なるとはし、え，経営耕地面積の点からいえば，各

農家が同規模程度の経営を行なっている乙とである。すなわち，経営耕地2.0-3.2haの聞に75

%の農家が集中し. 1 ha未満は，わずか1戸にすぎないのである。

ホ S部落の小作人の半数は部落内の地主と，半数は部港外の地主と，地主一小作関係を結んでいた(表

2 -3参照)。部落内では，部落最大の地主である⑨の小作人(6人)が最も多く，部落外では吉田町

の「今井家」の小作人(4人)が多い。との吉図町の「今井家」は.r50町歩地主Jが集まる地域とし

て特徴づけられる西蒲原にあって.1942年段階で741.8町歩の耕地を集積する西蒲原ーの巨大地主であっ

た。私たちの調査においても.r今井家」の絶大なる土地集積について農民たちは.r今井様は，吉田
町から新潟市まで自分の土地を歩いていけた」と語っており.s部落では②が「今井家」の差配人をし
ていたといわれる。

ところで，以上のような S部落の地主一小作関係の特徴点として以下の 2点についてふれな

ければならない。第l点は，地主一小作関係と本一分家関係の問題である。 lつないし2つの同

族団が1つの部落を支配し，本一分家関係と地主一小作関係が重層するかたちで，強固なヒエラ

ノレヒー構造を形成する東北地方の「ムラJ1iとは異なり.s部落の場合，その「姓」の種類の多
さ(15種類)にも明らかなように，部落全体をおおうような同族団は存在していない。従って，

表2-2 戦前の階級矯成と所有面積 (昭和初期)

地 主 自 作 自小作 小自作 作 不 明 農家数

無所有 8鎚⑤ 7 (22. 6)ν 

1 ha未満 ⑤ ⑧⑧ 3 ( 9. 7) 

1 -2 ha ⑬ ⑮⑧ ⑨ ⑬ 5 06. 1) 

2 -3 ha ③⑬⑧ ⑧ ⑬ 5 06目1)

3 -4ha ⑧ 1 ( 3.2) 

4 -5 ha ①⑫⑧ 3 ( 9. 7) 

5 -8ha ⑧ 1 ( 3目2)

8ha以上 ⑧ 1 ( 3.2) 

不 明 ② ⑧ ⑫⑭⑧ 5 06. 1) 

農家数 609.4) 5 06. 1) 5 06. 1) 3 (9目7) 7 (22. 6) 5 06. 1) 31 000.0) 

資料:実態調査より作成
注・⑦⑫は戦後分家，⑧は戦後転入。
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表2-3 地主一小作関係 (昭和初期)

自作地 貸付地 小作地 備 考

⑧ 2.6ha 6.1 ha ー 部落内 4.0ha.燕市2.1ha 

地
@ 3.2 2.0 ⑤⑬(⑬〕新井(M部落).早岡(N部落)。

⑧ 3.07 1.7 ー
作
⑧⑧ 

主 ⑨ 3.0 1.0 ー 4.5軒へ

① 1.4 3.0 ー 人， ⑤⑧ 

② N.A N.A ー N. A 

⑧ 3.0 ー

自 ⑧ 2.4 ー ー

⑮ 2.5 ー ー

作 ⑧ 2.9 -
⑬ 1.5 ー ー

⑤ 0.9 ー 0.7_0.8ha ①と田中(M部落)

自 ⑮ 1.8 O. 2 地 ⑧ 

⑧ 1.6 O. 9 ⑧と今井(R部落)

作 ⑧ 2.2-2.3 ー 0.4-0.5 主 ⑧ 

⑧ 自作地，小作地合わせて1.6 ha ⑧ 

⑧ O. 2 ー 2.3 地 ① 

自 ⑧ いくらもなし巴 2.4-2.5 ⑧と今井(吉田町)

作 ⑨ 1.0 ー 2.0 主 償山(岩室村)

⑧ ー 2.2-2.3 ⑫ 

⑤ ー ー 2. 4 ⑧ その他N.A 

⑬ 2.3-2.4 
地
今井(吉田町).野上(吉田町)

⑧ 2.4-2.5 ⑧@.今井(吉田町)

④ ー ー 1.2 今井(吉田町)
作

0.8 
主
井上(東京)

ー N.A 瀬戸(織地).野上(吉田町)

資料実態調査より作成
注:戦前の階段が不明の⑬⑮⑫⑬⑧については除外。⑬については⑩と⑧の見解が矛盾するがそのまま記
載した。

本一分家関係と地主一小作関係が重なり合う例は，①と①から奉公人分家2) した⑥，そして，⑧

と⑧@との聞の関係のみであり，その意味では， s部落の場合，地主一小作関係が裸のままたち
あらわれていたといえる。

第 2点は，小作争議の問題である。 1912年(大正11年)の北蒲原郡木崎村の小作争議lζ代表

されるように，新潟県は小作争議の多発地帯として知られるが，その件数は，郡ごとにかなり異

なっており(表2-4)，西蒲原は，北蒲原，中蒲原!1:比べ，小作争議が少ない乙とを特徴とし

ている。そして，地主，自作，自小作層が多い乙乙 S部落においても，小作争議という事態へ至っ

た乙とはない。唯一，地主であった⑧が， 1938年(昭和13年)頃，部落外の小作地を無断で宅地

に転用された問題で，農民組合の人と争った経験を語ってくれただけである。すなわち， s部落
の農民層は，戦前段階に生活をかけた地主階級との闘いの歴史を，自らの生活史に刻んではし、な

いのである。
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表2-4 郡別にみた小作争議

西蒲原 北蒲原

大正11 4 件 20 

12 7 26 

13 6 82 

14 24 124 

15 27 143 

昭和2 34 195 

3 47 157 

4 38 154 

5 37 158 

6 65 106 

7 81 116 

8 71 132 

9 63 127 

10 66 107 

64 140 

12 41 96 

資料 r市島家の地主構造』
但し『西蒲原土地改良史』より引用。

中蒲原

3 

10 

15 

25 

60 

66 

114 

107 

94 

87 

110 

121 

120 

115 

77 

28 

第2項農地改革と階層

さて，戦前段階，経営耕地面積の点

で，同規模程度の農家が多かったS部落

の場合，農地改革によって小作地が解放

されると，結果として，同規模程度の耕

地を所有する農家が多く集まることにな

る(表2-5)。戦争中の一時期，入手

不足から小作iζ出し，その耕地が戻らな

かった自作@.自小作⑧.r人道的な立
場Jから小作地の一部を在村地主に返し

た小作⑩などの例を含みながらも，また，

相対的には地主層の優位性を残しながら

も.s部落農家の所有耕地面積からみた
階層間格差は，農地改革iとより大幅に縮

小された。その結果.s部落の農民層は，
3-4ha層4戸. 2 - 3 ha層15戸 1-

2 ha層6戸. 1 ha未満層 1戸という階層構成をとるに至っている。そして，その後の35年間は，

非農家2戸を生み出しながら，との階層間格差が再び徐々に拡大してL、く過程としてあった。そ

乙で，以下，戦後転入した⑧，戦後分家した⑦⑬も含め，現在までの農民層分解の進展過程を，

現時点の各階層毎にみてし、く。

表2-5 農地改革後の所有耕地面積別農家数

長t愛詮の階¥級戸Y露ミaミ 地主 自作 自小作 小自作 小作 不明 計

1 ha未満 ⑬ 1 ( 3.2)0 

1 -2 ha ① ⑩ ⑥ ④⑧ ⑬ 6 09.4) 

2 -3 ha @ ⑧⑬@⑧ ⑧⑮@⑧ ⑧⑧ ⑤⑬⑧ ⑮ 15 (48. 4) 

3 -4ha ⑫⑫⑨ ⑨ 4 02.9) 

不 明 ② ③ ⑫⑭@ 506. ]) 

自十 6 09.4) 5 06. 1) 5 06. 1) 3 (9.7) 7 (22. 6) 506目1) 31C1∞.0) 

資料:実態調査より作成
注:⑦⑫は戦後分家，⑧は戦後転入。

第 3項上層農の形成過程

現在3ha以上の耕地を経営する上層8戸(⑫については不明)のH期以降の経営耕地面積の

推移をみると(図2-3).全農家が規模拡大をしながら現在の階層lζ至っている乙とがわかる。

いま，乙れらを規模拡大の方法lとより分類すると，購入と借地によるものが3戸(③@⑧)，購

入にのみよるものがl戸(@)，借地にのみよるものが3戸(⑨@⑮)となる(⑫の規模拡大は

耕地整理による3) )。乙乙で，若干の事例を用いて乙の聞の推移をみてみよう。

⑧の事例.戦前2.9haを耕作する自作農であった⑧は，戦後徐々に土地を購入し， 1971年の耕地整理時

lζ3.73haを所有する農家となっていた。その後， 1973年に 5a. 1977年に32aを購入(~、づれも部落内)， 

また，同年53aの借地を開始している。現在は，一部解約により，借地は30a (⑮)となり，所有耕地とあ
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上層農の経営耕地面積の推移図2-3

⑨ 

(ha) 

5.0 

⑧

③

 

¥
)
一

戸二二二g

F三宮

f 

4.0 

3.0 

2.0 

~
~
1
1
1
1
0
 

資料:実態調査より作成

注:実線は土地の売買による変化(ただし分家及び耕地整理l乙伴う拡大を含む).点線は借地による変
化，破線は借地の解約による変化，斜め線は土地を売った年次の不明なもの.⑫については不明。

1980 
V期一一一一一

1970 
W期一一一一一一一一

1950 1960 
II期 一一一一一一一-[J[期

農改
-1期一一一一

わせて.4.4haの経営を行なっている。

⑧の事例:小作地を解放し.3.4ha所有の農家となった⑧は，さらに.1951年に分家した⑬に60aを分

与し.2.8ha所有の農家となった。その後，耕地整理で10a増加.1977年には⑬より30aを購入し規模鉱大

をはかるとともに，⑧より15aを借地し，現在は3.35haの経営を行なっている。

⑮の事例:農地改革後2.2ha所有の農家となった⑩の規模拡大は，耕地整理以後の受託に始まる。耕地

整理での7aの増加に加え，翌1972年には⑧より35aの受託を行ない，さらに1978年には⑨の病気により，

⑨が③へ委託していた耕地1.05haをも受託し.3.67haの経営を行なうにいたる。

さて，以上の事例及び図 2-3から，上層農の規模拡大の特徴点として，以下の諸点、が指摘
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できる。第1，ζ，耕地整理以前のII-IV期の規模拡大は，すべて購入によるものである乙と。第

2 ，ζ，耕地整理以後のV期l乙は，借地による規模拡大が増加すること。第3に，借地による規模

拡大は，購入に比べ，一挙lζ大規模な拡大を可能にするが，契約解消による規模縮小のケース

(~③)もあり，不安定な要素を含むこと。第 4 ，乙，購入による規模拡大は1977年以降なくなり，

また，新たな借地契約も1978年以降にはみられないこと。従って， 上層農は， II-IV期iζ購入に

より， V期には購入と借地iとより規模拡大を行ない現在の階層に至るが，現段階はその両面にお

いて停滞した状況下にあるといえる。

第4項中層農の形成過程

若干の規模縮小農家を伴いながらも，総体としては，規模拡大を通じて現在の階層を形成し

てきたのが中層である(図2-4)。すなわち，中層18ケース(⑭については不明)のうち，規

模拡大をしてきた農家が12ケース(①⑤⑥⑧⑬⑬⑬⑬⑧⑩⑩⑧)，結果としては農地改革直後と

図2-4 中層農の経営耕地面積の椎移

(ha) 

o 
3.0 73 74 

、¥

¥¥‘⑧⑤  

1司こ窓
:I@¥:-道
写=ヰ平二⑬

① 

@ 

③ 
⑬ 2.0 

⑬ 

65 

71 
「一一一一一ー一ー~

③

③

⑬

 

1.0 

51 66: 

。
農改 1950 1960 1970 1980 

-1期一一日 期 日I 期一一一一一一IV 期一一一一一-v 矧一一一一一
資料:実態調査より作成

注・実線は土地の売買による変化，点線は借地による変化，破線は借地の解約による変化，斜め線は
土地を売った年次が不明のもの，⑭については不明。
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現在の経営耕地面積に変化がない農家が4ケース(⑬⑬⑧⑧)，そして，規模を縮小してきた農

家が2ケース(⑩⑧)となり， 3分の 2の農家は規模拡大を行ってきている。いま，経営耕地面

積に変化のあるケースについてみると，規模拡大の場合，購入と借地によるものが2ケース(⑬

⑧) ，購入のみによるものが7ケース(①⑤⑥⑧⑬⑬⑬)，借地のみによるものが1ケース(⑩)， 

その他2ケース(⑧⑧)と購入による規模拡大が主流であり，規模縮小2ケースはいずれも土地

を売却しての縮小である。乙れを事例的にみると以下の如くである。

(1) 規模拡大の場合

⑧の事例:現世帯主が養子IC入った1953年当時， 1.15ha所有の農家であった⑨は， 1960年IC20a購入，さらに

耕地整理で:'20a増加し， L 68ha所有の農家となった。その後， 1979年にM部落の親戚と⑪より計 1haの水田

を受託した。現在は⑪とは解約し， 52aの借地をしており，所有耕地とあわせて2，2haの経営を行なっている。

⑬の寧例:戦前の小作地2，2haが解放された⑬は， 1950年に②から20a (10 a当り18万円)を購入した。

その後は，耕地整理で若干増加した程度で大きな変化はなく，現在所有耕地2.5haの経営を行なっている。

(2) 経営耕地面積IC変化のない場合

⑮⑧は35年間を通じて経営耕地面積に変化はないが.⑬⑧はその聞に増減を経験している。

⑬の事例:(⑬の場合は， 1953年M部落の農家から20a (10 a当り18万円)を購入し，一旦規模拡大を行

なっている。しかしながら， 1970年には，新潟市の農家lζ，再び20a (10 a当り50万円)を売却し，現在は

農地改革直後と同じ2.5haの耕地を経営している。

(3) 規模縮小の場合

⑬の事例.⑬は農機具購入，家の新築，結婚などを要因として， 1970年時点で2.4haあった耕地を徐々

に手離し， 1973年には1.8ha所有の農家となった。さらK，その後， 1977年K⑧へ30a， 1980年に燕市の農

家K20aの耕地を売却しており， 10年間で所有耕地を半減させている。

さて，以上の事例及び図 2-4から中層農の形成過程の特徴点をまとめると，第 1，乙，農地

改革後のll-IV期に，耕地の購入による規模拡大を行なってきた農家を中心lとして，現在の中層

が形成されていること，第2に， V期以降，⑬⑧等の例を含みながらも，借地はあまりみられず

全体的に規模拡大が停滞すること，そして，第3，と，規模縮小の2ケースは，いずれもV期以降

の耕地の売却によるものである乙とがわかるヘ

権但し，中層iζは，乙うした耕地の規模拡大とは別に，他の作目を加えて，経営の砿大を行ってきてい

る農家が2戸あるo それは1965年から養豚を始めた⑩と， 1975年からハウスきゅうりを始めた⑧である。

前者は現在120頭の豚を養育し，後者は8棟(きゅうり 6棟，切り花2棟)のハウスを経営している。

第5項下層農・非農家の形成過程

下層農(④⑪⑧⑧)と非農家(②⑦)の戦後35年間は規模縮小の過程て、あったといえる(図

2 -5)。乙の6ケースのうち⑬のみが，農地改革で得たO.8hal乙土地改良で増えたO.lhaを加

え， O.9haの耕地を維持してきたのに対し，他の農家は売却(②④)と売却+委託(⑦⑧⑧) ，こ

より規模を縮小してきている。以下，若干事例的にみてみよう。

②の事例:戦前は吉田町の今井家の差配人をしていた地主②は，農地改革後iζ残った 3ha程度の耕地を，

賭事の失敗から，部落内の農家を中心K売却し，急激に規模を縮小してきた。その結果， 1970年には50a ， 

1982年には24a所有の農家lこ没落している。

⑦の事例:戦後まもなく③より分家した⑦は その際分与された70aの耕地を， 1972年に，すべて本家

@ハ委託して非農家となった。その後， 1974年に，家の増築iこよりそのうち30aをW部落の農家に売却し，

現在は40aを委託している。

⑧の事例:戦後2.0ha所有の農家となった@は，父親の代に若干耕地を増やし，一時は2.3ha程度まで

規模拡大をしている。しかし，現世帯主の仕事の失敗や家屋の増築により， 1978年に60-70a， 1981年に14

aを売却，また， 1978年ーから80aを委託(⑮⑧⑧⑨)Iζ出し，現在50aを経営している。
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図2-5 下層農・非農家の経営耕地面積の推移

(ha)1 N.A. 
3.0 
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⑦ 1② 
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-1期一一一 II期 一一一一一一一一 III期 一一一一一- lv矧一一一一一一一 V期

資料実態調査より作成

④ 

⑪ 

③ 

③ 

注:実線は土地の売買による変化，点、線は借地による変化，破線は借地の解約による変化，斜め線は
主地を売った年次が不明のもの。

さて，以上の事例と図2~ 5から，下層農の形成過程の特徴点として，第1，こ，②が戦後早

い時期から耕地を売却し，急激に規模を縮小していくのに対し，他の農家の規模縮小は，売却に

しろ，借地にしろ， V期以降に集中すること，第2，こ， V期以降の耕地の売買が，この期の上層・

中層の購買力低下のなかで，部落外や町外の農家との間でなされていることが，指摘されよう。

第6項小 括

これまで，時期区分毎K，各農家の経営耕地面積の推移を追いあげる乙とを通して，農民層

分解の進展過程をみてきた。以下は，そこで明らかにされた諸点に関する若干の小括である。

(1) 地主 小作関係が支配する戦前段階，経営耕地面積からみると，全農家の759彰が2.0-

3.2ha'ζ集中していたS部落の場合，農地改革で小作地が解放されると，半数以上の農家が， 2， 3 

haの耕地を所有する農家へ移行する。

(2) その後，耕地整理までのII-IV期は，とりわけ②が売却する耕地を，現在の上層・中層

が購入し，規模拡大をはかる時期であった。とりわけ皿 -IV期にかけては， r借金をしても土
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地を買え」といわれた時期で，その後，規模の縮小をはかった農家の中にも，乙の期に耕地の購

入をしたものもみられる。

(3) 乙れに対し， V期以降になると両極への分解がすすむ。乙の期は，上層と中層の一部で

引き続き購入による規模拡大が進むが，その一方で借地による規模拡大が，上層を中心に進展す

る。借地は，契約の解消という不安な面をもつが，購入l乙比べ大きな規模での拡大を可能にし，

乙の期1-2haの借地をして，現在上層に位置する農家もみられる。

(4) とうした中で，購入による規模拡大は19何年を最後に乙乙 5年間はみられず，また，借

地についても1979年の中層@のケース以来， 3年間は新たな契約は行なわれていない。すなわち，

購入及び借地という規模拡大の2つの方向において，現在は頭打ちの状態にあるといえる。

(5)一方， V期以降，中層及び下層において新たに6戸の農家が規模の縮小を行ない戸の

非農家を生みだしている。規模縮小は売却と売却+委託によって行なわれるが，とりわけ売却は，

1反500万円ともいわれる地価の高騰に伴う部落内農家の購買力低下の中で，新潟市や燕市，あるい

は町内他部落の農家との間で行なわれる場合が増えてきており，耕地の部落外への流出がみられる。

以上のような史的展開過程の中に位置づけてみると，現在は，購入及び借地の両面で規模拡

大が停滞する一方で，耕地の売却による規模の縮小をはかる農家が生まれてきている段階にある

といえよう。すなわち，規模拡大が頭打ち状況の中で，下層への分解が進行しているのである。

第3節 s部落における機械化の進展過程
第1項機械化以前の農業生産

S部落における機械化以前の本田作業は，“牛馬"と“舟"とを主要な労働手段として，営

まれていた。

(1) まず，牛馬は，耕起・代かき過程における重要な労働手段であった。いま，その普及を，

全水図面積l乙対する畜力耕比率からみると(表2-6)，旧漆山村の場合，大正初期に用いられ

始め， 1930年代には，ほぼ全耕地に普及している乙とがわかるの。そして，戦前段階のこの牛馬

の普及過程は，当然にも，階級・階層差を伴って進展している。すなわち， s部落の場合，大正

表2-6 旧漆山村の畜力耕状況

畜力耕比率 自動車井転機耕比率

1916 (大正5) 21 Fち

1931 (昭和16) I 93 8 

から昭和初期にかけて，まず馬

が普及するが，それらを購入で

きたのは，地主と 3町歩前後の

自作層lζ限られていた。そして，

その後，馬と同時に，下層農家
資料 r西蒲原土地改良史』上巻表9-1-1より引用

を中心Iと牛が普及していくこと

になる。それは，牛は，馬l乙比べて能率は悪いが，価格は馬の6割程度で，しかも，長期の飼育

lと堪え得たからである。ちなみに，土質が重粘質でぬかるため馬の消耗は激しく，平均2年程度

で，買い換えが必要であったという町。そ乙で，地主⑫などは，常時，馬2，3頭を備えて交互

に使用していた。

ととろで，乙うした牛馬の普及は，耕起作業における大幅な労働の軽減をもたらした。それ

は，それまでの三本鍬を用いた耕起が， 1日半反程度の能率であったのに対し能率が悪いと言

われる牛でさえも， 1日1反程度の耕起を可能にしたのである。とはいえ牛馬を用いての耕起

(あらお乙し)や，そのあとの三本鍬を用いての“士乙なし作業"が，農民層にとって，依然と

して重労働であったことには変わりなかったヘ
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市畜力耕段階IC到達し，労働が軽減されたとはいえ，牛馬を用いてさえ l反歩を耕起するには.凶の中

を約10回歩かなければならず，また両端の畦ICくれば，方向転換のため，重い鍬を持って回らねばなら

なかった釦。そのうえ，重粘質の土質で，牛馬にさえもわらじをはかせて用いざるを得ないような圃場

条件下にあったS部落の湯合，畜力耕iζ達した段階でも，尚，耕起作業は重労働の lつであった。

(2) さて，こうした耕起・代かき作業に続くのが田植作業である。 S部落の場合，機械化以

前の手植段階には，出嫡作業は，部落の範囲を超えた農家との間で行なわれる「ユイJr手間替
えJによって遂行されていた。その際， rユイJr手間轡え」が，部落の範囲を超えて結ば‘れるの
は，乙の地域の水利条件の制約によるものであった。すなわち，同じ水利を利用する 5つの部落

が，適期lζ(11梢をするためには，用水の上にある部落から，順次，数日間で作業を終らせねばな

らなかった。従って，部溶内の各農家は， rCij時期lζ田植をする必要があり，それゆえ，労働力を

部落外へ求めざるを件なかったのである。

と乙ろで，多くの場合，各「家」は，お互いを「田植親類」ホと呼びあう数軒の農家を部落

外lと釘していた。しかし，未整開日lでの田植は， 1人1日5畝が限度で， 2，3日の聞に作業を終

えるためには， 2，3 haの農家で1IJ 20-30人程度の労働力が必要とされた。従って， rユイJr手
間待え」では労働力を確保しきれず，足りない分は，賃金を支払って人を雇わねばならなかった

(彼らは，そうした人々を， r日傭とり」と呼んでいた)。たとえば， 2町8反5畝の回を所有す
る⑧は，出納税類とH屈を合せて25人 Lを確保し， 2日で田植を終えていたという。

事「田植親頬」と~'fぴ合う家は，必ずしも親類関係にあるわけではなく，毎年，田植を繰り返すなかで，

定荷してきた呼名である。

(3) 乙れに対し，秋作業は，J正本的には，家族の範聞で行なわれていた。その際，重要な役

割を果したのが“舟"である。とくに，耕地移聞が遅れたこ乙 S部落にあっては，田と回の聞を

流れる幾筋もの)11は，長い間主要な通路の役割を果たしてきた。舟は，常lζ田への往来に用い

られていたが，とりわけ，秋の稲刈りの際，刈りとった稲を稲架場まで運搬するための喧要な道

具であった。乙の舟を川いての稲の運織とは，川添いを歩く人聞が 刈り取った稲を積んだ舟を

縄で引っばって運ぶというもので，時間と労力を要した。

⑬の世帯主の事例:f.で刈ると 1H 1 反位刈れる。 1fx， flt3杯分だった。舟にはよほど積んだ。舟
は2般あった。朝5時頃から妻と稲刈りを始め，午後3時半-4時頃やめ， 2人で舟で運んでいってか

ける。 8時頃lζ終わるといいなあと思ったけど， 11 時頃までかかった。子供も小さかったし，一書つら

し、仕事だった。

⑩の世帯主の事例:J'itといっても，泥の kを51っぱるような状態だった。

⑫の妻の事例.メIJl以りの時，舟で稲とか運ぶ。わざわざ水を深くしてやる。舟が重くて沈むと稲が浮

く。噴くてI村った。

各農家は，耕地[([山iにあわせて複数の舟を所釘し，以 kのような作業にあたっていたのであ

る。そして，このような舟鹿業を1971年の耕地整理まで続けざるを得なかったS部洛の農民層は，

他地域に比してきわめて厳しい労働条件下におかれていたといえる。

以卜.のような恒労働から.農民!凶を解放していくのが， 1953， 54年以降本絡化する農作業の

機械化地れである。

第2項 S部落における機械化の進展過程

(1) S部品容におけるみ:fj]作業の機械化の第 lの画期は 耕転機の導入にある(表2-7)。
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耕転機は， 1953， 54年 <ill期)頃から，樋田用のキャタピラー式のものが普及し始めるが，当初

は，主lと.数戸共同で購入されてし、く。すなわち，個人購入を行なった農家は，当時3ha前後の

耕地を所有していた⑧@@@などだけで.他の農家では，⑤は⑧⑨と.⑩は⑭と，~は⑧⑧と，

といった具合lと，近隣農家2，3戸との共同購入が行なわれていた。それは，個人で購入するには

表2-7 農業機械の購入年次

耕転機 トラクター 問精機 ノゼインダー コンノイイン

⑨ '53 (共) ， 71 '71 '67 '71 

@ ， 54 ， 72 ， 72 × ， 72 

上 ③ ? '73 (生) '73 (t主) ， 74 

@ '64 (共) '73 (生) '73 (生) '64 ‘P 
t--

⑧ '54 '72 ， 79 × ， 71 
一一一

層 ⑧ '55 ， 65 ， 71 '59 ， 71 

⑧ ? '73 (生) '73 (生) '67 '71 

⑧ '53.4 ， 71 ? 9 ， 71 

⑧ '53 (共) '72 '75 '69 '74 

⑤ '55 ( ?) ， 67 '7fi ， 73 ， 74 

一 一一
⑤ '53 (共) '73 (生) '73 (生) '70 ， 72 

中 ⑬ × '73 (生) '73 (生) '69 ， 72 

⑧ '64 (共) '66.7 (共) ， 74 。 '72 

⑬ '52.3 (共) '73 '72 ， 71 '73 

⑬ ? '72 ， 75 ， 69 '71. 2 

⑮ '52 '73 (生) '71(生) '71. 2 '76 

⑬ '62， 3 '65 '71 '67 '70.1 

① 。 '73 (生) '73 (生) ? '72 

⑧ '62 '73 (生) '73 (生) ワ '72 

⑧ '55 (共) '75 '72 ， 71 '74 

⑧ '58 (?) '73 (生) '73 (生) ， 72 '74 

膚 ⑧ '55 (共) '73 (生) '73 (生) ， 71 '74 

⑬ '60.1 ， 71 ， 74 '67 '72 

⑫ '52，3 (共) '73 (l主) '73(生) ， 70 '74 

⑮ ? '73 (生) '73 (生1 。 '72 

④ × '73 (生) '73 (生) ， 74 '76 
下
⑮ × '73 (生) '73(生) '72 '78 

⑧ '62 ， 72 ， 72 '67 '72 
層
⑧ '55 (共) × × × × 

資料:実態調査より作成
注:(共)は共同所有， (と主)は生産組合での共同所有， 川主導入せず?は不明.mし⑬⑬舗について不明。
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高価であったためである。それゆえ，当時1ha前後層だった④⑪⑬は，乙の時点、で，耕転機の購

入を見送っており，⑪は作業委託で，④⑬は賃借りで，乙の段階を乗り切っている。

しかし，乙のように，共同購入で始まる耕転機の使用も，機械更新の過程のなかで，次第に

個人所有へと移行していき.IV期の始めには，個人所有が一般化する乙とになる。

乙うして.m期からW期にかけて，畜力耕段階から，まず共同所有による耕転機段階へ，そ
して，個人所有による耕転機段階へと移行していくのである。

(2) ところで，この耕転機の導入を本田作業の Iつの画期とすれば，もう lつの画期は，耕

地整理時点 (V期)にもとめられる。すなわち 「天地がえしJを思わせた耕地整理は，田圃を

30a区画に整理するとともに，農道整備も行ない，中・大型機械の導入を可能にした。従って，

S部落では，乙れを機lと“舟農業"が姿を消すとともに， トラクター 田植機一コンパイン段階

へ，一挙l乙到達する乙とになる。そ乙で，乙れらの農業機械の導入過程についてみると，それは

以下の如く進展していった。

まず，第 1Iζ，春作業への田植機， トラクターの導入過程の最大の特徴は，それが，全階層

表 2-8 生産組合結成当時の経営耕地規模別農家数

総 農 家

3.5 ha以上 3戸 ( 8.8) % 

3.0 - 3 ( 8.8) 

2.5- 11 (32.4) 

2.0- 5 04.7) 

1. 5- 7 (20.6) 

1. 0- 2 ( 5.9) 

0.5- 2 ( 5.9) 

O. 5未満 ( 2. 9) 

j十 34 000.0) 
」一一

資料:実態調査より作成

表2-9 生産組合結成当時の家族構成

父 母

③ 66 歳

⑩ 83 

⑤ 64 

⑮ ー

⑬ ワ

① 75 

⑨ 

⑩ 甲

⑩ 

⑧ 80 

⑬ 

⑫ 

④ 

⑪ ワ

資料:実態調査より作成

注.・は男性を表わす。

世得主

35 

51 

34 

57 

40 

48 

44 

44 

45 

52 

47 

48 

妻

35 

44 

32 

57 

41 

45 

44 

43 

39 

50 

47 

49 

4? 
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0972年)

生産組合参加農家

③ 1戸 ( 7.1)% 

⑫⑤ 2 04. 3) 

⑬⑩① 3 (21. 4) 

⑧⑩⑧⑧⑩ 5 (35. 7) 

⑫④ 2 04. 3) 

⑮ ( 7. 1) 

14 000.0) 

後継者 嫁(娘) その他|

11 8 

21 15" 13 . 
11 8 5 

25 26 21 

19 17 13 

18 
18. 16. 10 

21 

19 13. 

24 18 

17 20 

18 15 

16 14 

21 17 15 



で， V期の早い時期l乙，導入されている乙とである。すなわち，耕転機の購入をみあわせた④⑪

⑬も含め，ほとんどの農家が1971-73年頃までに， トラクタ一一田植機段階へ到達しているので

ある。乙の段階lと到達しなかったのは，耕地整理を契機に委託経営へ移行した⑦⑧のみである。

ところで，小規模農家も含め，全階層的lζ，乙うした早い時期でのトラクタ一一田植機段階

への到達を可能にした背景には， 1972年の rs部落生産組合Jの結成がある。同組合は，新潟県
農林水産開発事業権を導入し，育苗一耕起・代かき 田植過程の共同化をめざし， 14戸の農家に

よって始められたものである。

*総工事費1，035万円K対し，同事業による補助率は50%，残りは，制度資金と農協借入iとよってまか

なわれた。なお，当初購入された主要な設備は， トラクター (35P S) 2台，田植機(4条植)3台，

育苗施設，格納庫等である7)。

いま，同組合結成当時の加入農家を経営耕地規模の点からみると(表 2-8)，S部落総農

家の経営耕地規模別分布に比べ，小規模農家の比重が高い乙とがわかる。しかも，加入農家の結

成当時の家族構成をみると(表 2-9)，労働力構成がきわめて脆弱な農家が多L、。たとえば，

⑬は両親の死亡により姉 (20歳)と弟 07歳)のみの家，④は世帯主死亡，⑪は妻が重い病気等

である。このように， r s部落生産組合Jは， 3ha前後の農家数戸と，労働力が不足する家をも
含む，相対的I乙小規模農家を中心l乙結成されている乙とがわかる。それゆえ，同組合の存在が，

乙うした農家の田植機， トラクターの導入にとって大きな意味を有していたことは言うまでもな

い。すなわち， s部落では，同組合の結成を背景として， 1971-73年頃，全階層的に， トラク
ター，田植機段階に到達するのである。

第2，と，乙れに対し共同化が行なわれなかった秋作業の機械化は，階層差を伴って進展す

る。すなわち， 1 -4年程度のパインダ一段階を経てコンパイン段階へ到達する S部落では，上

層で1971.72年，中層で1972-74年，そして下層で1976-78年と， 2，3年の間隔をおいて各層へ

普及していくのである。

そして，子刈り一舟運搬一稲架かけという作業を一挙に省力化した乙のコンパインの導入は，

春作業の機械化以上に， s部落農民層にとって，大きな意味を有していた。それが，いかに画期
的なことであったかは， r最も農作業を軽減した農業機械」として，このコンパインをあげる農
民の数の多さからも知る乙とができょう(表2-10)。⑩の世帯主は，コンパインと乾燥機が同

時に入って，秋作業が4分の 1，乙軽減されたと語る。

さて，乙うして， トラクタ一一田植機一コンパイン段階に到達し，本田作業の主要部分はほ

ぼ機械化された。そして，このような機械化を軸とした省力化が急激に進み， 1951年段階に223.1

表2-10 最も農作業を軽減した農業機械(M.A) 表2-11 西蒲原の稲作労働時間の推移

農業機械 人 数 10 a当り労働時間

耕 伝 機 5 実時間 指 数

トラクター 2 1951 223.1時間 100 
田 値 機 4 1955 206目4 93 
コンパイン 21 1960 182.4 82 
乾 燥 機 1965 144.2 65 

資料:実態調査より作成 1970 90.5 41 

1975 60.3 27 

1980 40.4 18 

資料:新潟統計調査事務所調査資料
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時間であったlQa当り平均労働時間は.1970年には90.5時間になり，さらに. 1980年には40.4時

聞にまで短縮している(表 2-11)*。

ホ乙うした労働時間の短縮の一方で，農業機械の導入が新たに「機械化貧乏」という事態を生みだした

乙とも事実である。たとえば.@の世帯主は「年賦でやっと乙すっとこ。昔は.r弥彦山の雪なくなる
と農家のお金なくなるJと言われた。今は，秋iζ農家のお金なくなる。赤字続き」という。また，⑬の

世帯主は.r出稼ぎ(兼業)したのはほとんど農機具のため。共同でやっている人だって秋は個人だか
ら」と述べる。ただし，比較的安価な田植機については.r出費少なくて，人件費(食物代)も少なく
て済むJ(⑩の世帯主).r田植機の購入で人を頼まなくてもよくなった。人の心配をしなくてもよくなっ
た。手伝いにきてくれた人に. 1人1万円支払い.40人工で40万円。 l年分で田植機が買えるJ(⑬の

表2-12 農機具所有状況

階層 農家番号 トラクター 田植機 コンノミイン 乾燥機

⑨ O O O O 
@ O O O O 

上 ③ 生 生 O O 
⑧ 生 生 O O 
⑨ O O O O 
⑫ O O O O 

層 @ O O O O 
@ 生 生 O O 
⑫ 共 O 。 O 

⑧ 共 O O O 
⑧ 。 O O ¥fノ¥ 

⑥ O O O O 
⑭ O O O 。
⑤ 生 生 。 O 

中 ⑫ 生 生 O(古) 共

⑧ O 。 O × 

⑬ O 。 O O 
⑮ O O O O 
⑮ 生 生 C O 
⑩ O O ( O 
① 生 生 C O 
⑧ O 。 O(古) O 

層 ⑨ O O o (古) O 
⑩ O(古) O 。 O 
⑧ 生 生 o (古) O 
⑩ O(古) o (古) O(古) O(古)

⑧ 生 生 o (古) o (古)
⑬ × O O O 

④ 生 生 O(古) o (古)
下 ⑪ 生 生 O(古) O(古)

層 ⑧ × × × × 

⑧ (耕) × × O(古)

一資料:実態調査及び農機車桶センター調べより作成

注 :0は個人所有.O(古)は中古，生は生産組織による共同所有，共は生産組織以外の共同所有 xは
所有していない.(耕)は耕転機段階を意味するc
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世帯主)という意見が一般的である。従って.I機械化貧乏Jは，主要にはトラクター，コンパイン，そし

てその後の循環型乾燥機の購入によってもたらされているといえよう。

(3) と乙ろで，乙のように，⑦⑧を除く各農家が， トラクター 田植機一コンパイン段階に

到達したとはし、え，それ以後現在までのおよそ10年の聞に，すべての農家が，乙れらの機械を順

調に更新してきたわけではない。その点を，循環型乾燥機を加えた現在の農機具所有状況との比

較からみてみる(表2-12)。同表より指摘しうる第 1の点は. 1975年以降，農地の売却と委託

により急速に経営規模を縮小した@が，いずれの農業機械も所有しなくなったという乙とである。

しかも，第21乙，⑩⑩⑧が IS部落生産組合」を脱退したことにより，⑩⑧がトラクター，田植

機の個人所有へ，⑬が田植機の個人所宥(トラクターは購入せず)へ移行するという変化がみられ

る。そして，第3に，後継者確保の見通しがたたない⑧は，乾燥機の更新を行なっていない。すな

わち -8_. トラクタ一一田植機一コンパイン段階に達した農家の中から，新たにその一部ない

しは全ての農機具を所有しない農家を生みだす過程がこの10年間に進行したのである。そして，

それは，中層・下層における変化であり，この間の両極分解を一定反映したものとなっている。

それゆえ.I天地がえし」を思わせた耕地整理を経て， トラクタ一一回植機 コンパイン段

階に到達したS部落各農家の現在までの10年間は，若干の脱溶農家を伴つての機械更新の過程で

あった。そして，表 2-12にみる如く，中層下位及び下層の農家の中には，中古による機械購入

がめだち，その意味で，彼らにとってもギリギリの機械更新の過程として存在したといえよう。

第4節まとめ

さて，以仁本章では，土地所有の変化と機械化の過程から. S部落各農家の生産力基盤の形

成と農民層分解の進展過樫をみてきた。ここで，以上から明らかになった特徴点をまとめると以

下の如くなろう。

第11ζ. 2.3 ha程度の規模の大きな農家が厚い層をなすという現段階における S部落の特徴

は，戦前段階にすでにその基盤を有していたということである。すなわち.J.k古常襲地帯l乙位置

し，収穫が不安定なS部落において，各農家が農業で生活していくためには. 2.3 haの耕地が必

要とされた。それゆえ，階級間格差は，最大8.7ha所宥の子作り地主から，最小は無所有の小作

人まで，明瞭に存したとはし、え，経営耕地面積の点、では，全農家の75%が2.0-3.2haの聞に集

中して存在していた。その結果，農地改革で小作地が解放されると，半数以上が2.3ha棺度の耕

地を所fする農家へ移行し戦後の農民層分解の基点を形成することになるのである。

第21乙，以上のようなかたちで迎えた農地改革以後，機械化を軸とした生産力基盤の形成が

進展するが，その過程における長大の画期は. S部洛の場合. 1971年の耕地整理にあったという

ことである。耕地整理以前，農道がきわめて狭かったS部落では 川が重要な通路の役割を果た

し，運搬手段として舟を用いる，所謂“舟農業"が行なわれていた。“舟農業"は，多くの時間

と労力を必要とする非常に厳しい農業であり，それだけに，その克服を可能にした耕地整理は，

S部落農民層にとって“天地がえし"を思わせる出来事であった。それと同時lと，農道及び圃場

の整備が行なわれたこの耕地整理は，それ以後のトラクタ一一回植機ーコンパイン段階への到達

を可能にする条件整備として，重要な役害IJを果たしたのである。

第31乙. S部落において，農民層分解が活発に進展するのは この耕地整理を経たV期以降

である。農地改革以後のII-IV期は，②が急激に耕地を売却してし、く以外，全体的に，購入によ

る規模拡大が進む時期にあたる。しかし. v期になると，現在の仁層農家が，乙の期l乙一般化す
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る借地を中心に規模拡大を行なう一方で，下層と中層農家の一部が，耕地の売却ないし委託iとよ

り，自らの経営規模の縮小をはかるのである。

一方， V期は機械化も急激に進む。その普及過程は， トラクターと田植機が， r s部落生産
組合Jの結成を背景lζ全階層で同時期1<:，また，コンパインが，導入時期の階層的差異を伴いつ

つ小規模農家にまで普及していくというものであった。そして，乙うした機械化の進展は，一方

で，稲作労働時間の大幅な短縮をもたらすとともに，他方で， V期における両極分解を押し進め

る大きな要因をなしていたのであるo

第4，ζ，以上の如く， V期に両極への分解が進んだとはいえ， r s部落生産組合」が結成さ
れたS部落の場合，一般に言われるような， トラクター 田植機一コンパイン段階への到達を契

機とした，小規模農家の農外への駆逐は，それほど激しく進まなかったという乙とである。すな

わち， s部落.では，その導入，非導入が， r水田耕作農家と非耕作農家へ分化させる上で，決定
的な役割を果たすJ8)と言われるコンパインも，田植機， トラクターの共同購入による経費節減

に助けられたかたちで，小規模農家にまで普及し得たのである。そして，乙の乙とは，一方で，

十分な委託層が形成されないままに規模拡大が頭打ちになるなかで，多くの農家が，農業経営を

継続したままで，兼業を深化させてし、く道を歩み始めることを意味している。

そ乙で，次章では，以上のような農民層分解の進展と生産力基盤の形成過程とともに進んで

きた， s部落における副業・兼業の史的展開過程をみていこう。

注

1)東北地方の村溶について，かかる点を明らかにしたものとしては，有賀喜左衛門「南部二戸郡石神村lと

於ける大家族制度と名子制度Jcrアチックミューゼアム嚢報J43号， 1939年)参照。
2)当地域では，こうした奉公人分家の乙とを「やまがら分家Jrやまがら家持ち」あるいは「よめもらい
分家Jと称した。 S部落における奉公人分家は，⑥のみである。

3)耕地整理においては， 1反で15坪程度の耕地が増加している。また， s部落は，耕地整理以前IC.旧部落
単位にあった3つの神社をこの期iζ旧O部落の神社iζ合併した。その際神社の跡地を，もともと個人の

土地であった旧P部落の場合は所有者にもどし，また共有財産であった旧Q部活の場合は，当時の田の

所有面積にあわせ比例配分している。両旧部落の場合は 乙の分もあわせて増田となった。

4)梶井功によれば， r新潟県.なかんす、く稲作中核地帯蒲原での農機具投資は，シェーマ的lとL、えば畜耕
段階をとび乙えてすすんだJ，また.r人力耕から機械耕への直進がみられたJC梶井功『農業生産力の
展開構造J，弘文堂， 1961年， p. 114)とされる。しかし，地域差はあり，乙乙漆山地区の場合，戦前

段階IC，畜力耕は，ほほ100%に達し， s部落の農家の場合も，人力耕から畜力耕を経て，機械耕へ到
達しているo

5)巻町農業振興協議会『巻町の農業・社会編nJ 1972年.pp. 26-29 
6)拝野吉郎『新潟蒲原の農業J，新潟日報事業社.1980年.p. 39. 

7) r s部落生産組合議事録綴J1972年。
8)字佐美繁「稲作上層農の性格J(国代洋一・宇野忠義・字佐美繁『農民層分解の構造』御茶の水書房，

1975年).p. 222. 

第 3章 副業の盛衰と兼業化の進展過程

本章では，第 1，ζ，副業としての藁加工の隆盛と衰退の過程をおさえ，第2，ζ， s部落の農
外就労者の量的増大と，各家の多就労化の進展を階層とのかかわりでみてL、く。そして，第 3IL， 

農民層諸個人の現在までの職歴の変化を追いあげる乙とで， s部落における兼業化の史的展開過
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程をとりおさえる。

第1節 副業(藁加工)の隆盛と衰退
はざ

稲架木を組んだり，舟を引くのに用いる縄，米を入れる俵，そして，家の中lζ敷く廷は，ど

れも農家生活の必需品であった。そして，戦前から戦後のある時期まで，農民たちは，農作業の

ない冬期聞を，乙の縄ない，俵編み，廷織りの作業のためにあてていた。

そして，乙うした藁加工の仕事は，戦前段階には，全て手作業で行なわれており，硬い藁を

たたいて適当な柔らかさにした後，手によって加工されていた。当時，若者たちは，一軒の家l乙

数名集まって，楽しみながらこうした作業を行なっていた。

たとえば，⑫の世帯主は， Iその頃(昭和10年頃まで)の若い者， 1人で藁仕事していると

退屈。藁をかついで友達同志一軒の家に集まって，茶菓子など買って，作業した」と，当時につ

いて語っている。

乙の藁加工l乙，藁探み機，製縄機が持ち込まれて，機械生産が始まるのが，戦後1949年頃で

ある。乙の機械の導入はとりわけ縄の大量生産を可能にし，かつ米の供出による生活の悪化の中

で，縄は「自家用分をとって残りを売る」という段階から，次第に冬場の重要な現金収入源となっ

ていった。とりわけ，第E期の1950年代半ば頃にその重要性を増していった乙とは，漆山青年学

級『つどし、』第11号 0956年12月23日発行)に投稿された，隣部落 (N部落)の一青年の文章か

ら読みとる乙とができる。そこには， I ~、つまで続くか藁モミ機の音」と題し，次のような内容

が記されている。

「私たちの部落 (N部落)は，農家戸数60戸.耕地面積00町歩の水田単作地帯です。

いつもの年なら，乙んな事がないのですが，所が，今日乙の頃では，ど乙の家でも藁モミ機と製縄の音

では，今では製縄が本業かのように恩われます。どうして比の様にさかんになったか考えてみよう。

御存知の通り今年は，台風9号の冷害と病害・病虫害や土地改良による減収が加わって被害は大なるも

のになり，おまけに米価が下った，というような悪条件に依って，乙れからの農村生活の行き詰りが感じら

れます。

(中略)

収穫の秋が終って，もう 2ヶ月，朝から晩迄，毎日毎日製縄機の音が絶える乙となく続いている。

俵編みや，むしろ織り仕事は後廻し，縄がどんどん業者へ売られて行く。今日も縄仕事，又今日も縄仕

事と，縄，縄，縄 で明け暮れする。私達いつ迄続くか藁モミ機の音。J

とうした事情は， I縄などをなったりしてしのいできたJ(④の妻)， Iその頃，縄ないが主な

現金収入源だったJ(⑤の世帯主)という言葉にも明らかなように， s部落についても同じであっ
た。しかし，乙の藁加工も， 1960年前後には価格*の低下から次第に商品としての価値を失い，

1963， 64年頃には姿を消している(なお，自家用の製縄はコンパインの導入時期まで続く)。

そして，これ以降 (IV期以降)，新たな現金収入を求めての農外就労者が量的lζ増大してい

くのである。

ホ1956年の縄の値段は， 1貫 (3.75kg)当り， 35-40円程度であった 11。

第 2節 S部落における兼業化の進展過程

第1項 農外就労者の量的増大と多就労化の進展

と乙ろで， s部落における戦後35年間の農外就労者数の推移をみると， 11期におけるほほ皆
無の状態から，藁加工が重要な現金収入源であった皿期には，すでに男性中心に，農外就労者が
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現われることがわかる(表 3-1)。しかし，その量的増加が本格化するのは，やはり W期とみ

てよいであろう。 W期には，総数で17人から54人へと 3倍強の増加をとげており，とりわけ.女

性の農外就労者が急増していくところに，乙の期の大きな特徴があるといえる。そして，乙うし

た時期を経たV期においても，その速度を鈍化させつつも，増加の方向で推移し， 1982年には総

数で73人，単純に計算しでも 1戸が平均2.4人の農外就労者をかかえる状況に至っている。

こうした兼業深化の過程が，各階層においていかに進展したのかをみたのが表 3-2である。

同表より指摘しうる第 1の点はわ1M，下層l乙， II期及び四期の早い時期から，家族L11名
(現在の世帯主)が農外就労lζ出ている農家が多いととである。すなわち，中層では，自営兼業

(戦後分家した⑬が博労，戦前小作だった⑨が鍛治屋一父 ¥J.腐属 世帯主)を含め， 18ケース

中10ケースが，下層では4ケース中 2ケースが，乙の期lこ農外就労を開始しているのである。し

かし第2iと，農外就労開始時期にとうした階層的差異があるとはL、え， IV期，とりわけV期以

降の家族員の多就労化傾向は，全階層的lζ進展している乙とを指摘しなければならない。それは，

l家族吋りの平均農外就労者数の次のような推移からも知る乙とができる。すなわち，皿期の終

わりに， ト層0.5人，中層0.8人，下層1.0人だった 1戸手均農外就労有数は， IV期の終わりに

は， 打首1.5人，中層1.8人，下層2.3人となり，それが， v期の終わりには，ついに， 卜層，
ItJ阿2.4人，下層2.5人と数的にはほとんど階屑是のないものとなっているのである。そして，こ

の期i[兼業深化とは異なる道を選択した農家は，米での専業をめざした卜j凶③*ハウスキュウ

リを取り入れた中何⑧，そして，後継行の他出により老人咋業で推移した①の3ケースにすぎな

し、 O

* c司は， s部落にあって，米での専業をめざし勢力的な規模拡大を行なった唯一の農家である。「篤農
家中の篤農家」と言われた⑬)の世帯主は， 3年FZの工場勤務を経験した後，農業一本にしほる乙とを決

表3-1 S部落における農外就労者数の推移

男 女 総数 指数 男 女 総数 指数

6 1965 21 4 25 139 

H '48 2 2 11 '66 25 6 31 172 
'49 6 N '67 28 8 36 200 

期 '50 2 2 11 '68 31 9 40 222 
'51 6 '69 32 13 45 250 

'52 5 5 28 
， 70 35 12 47 261 

'53 5 5 28 期
， 71 35 15 50 278 

'54 6 6 33 '72 36 18 54 300 

国 '55 6 6 33 
， 73 32 22 54 300 

'56 8 8 44 ， 74 36 28 64 356 
'57 9 9 50 '75 37 30 67 372 
'58 10 10 56 V '76 38 30 68 378 

期 '59 9 9 50 '77 40 31 71 394 
'60 11 11 61 '78 41 29 70 
， 61 12 12 67 '79 44 30 73 406 
'62 15 15 83 期 '80 45 29 74 411 

15 2 '81 44 34 78 433 

16 2 18 I 100 '82 43 32 73 417 

資料:実態調査より作成
注:指数は1964年を 100として計算。但し，自営兼業及び現在他出してしまったものについては除外した。

-54ー



(Jl 
(Jl 

表3-2 S部議各農家の農外就労者の推移

11 期 111 期

1~4; 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5~ 60 61 62 

c'l: 世
I'I@ 

③ 

@ i是

0; 1童

G; 

層@
~ヲh 

足心'y 

ほ tH-

世

パ4ー1 世

([.:; (世)

N 世

@ f吐

む 世

信}

⑩ 検一一一+ tH: 

E両l 世

2Z世 . 
争〉 rt仕}

③ 何一

1¥ 期 V 期

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

世碓 1圭 → it. 現 ‘ 
後一一一→櫨・世ー肱 佐世・櫨喜一+怯世紘一一一→

世一一→ f圭 . 
il'嫁 'b 

ト一一→雄主 憧・主峰 後・嫁一一一→

世 ら世主 a世妻長ト主主三女+

t吐 書+喜雄+喜雄世争事・櫨世長主ー+事檀駄+

it 睡喜一+韓・妻・瞳ー.it.擁

tH←一一一→ 世妻 ~!.喜雄

世主一一一争世主回母 ~t.l叫一一→主主
世雄一 世・桂・櫨 ' 

世主

tH-・主 世・後 -後一一一一+

後一一+惜妻+憧+

世・事 ，世喜雄一一一+

世 1量 -世憧瞳

世+世tー→妻韓二男
委後
三男厳

世一一 世白書長叶+世量童画

世{主→ 世 ， 世・駄→

t世+世長t一一一+長j(~ 婿+輔長女

t是 骨量→桂・櫨・世 ，. 

世佐一+世瞳量 世佐吾川+tZ.2

母
女

層Qi} 恒一一一+世主ー→世ι・提 . 世後・・健毒 → 司 世・量・瞳 -後・嫁+

③ tH: 附→!t.H三ト一一明 一ー世長t.三t一一~H'三t E 

r礼川二3 N.A. 世

下{主 N.A 。 t仕 世-長主 -長tト.H.睡 ，婿

后ゼムタ 世 世-妻 骨量・世の畢 世のt婚.後世

層@ 後一一一一+種世一+白世・瞳

資料:実態調査より作成

注:(1胆し②⑫⑭については不明。 (11)続柄は現段階のものであり，必ずしも来業開始当時の続柄を表わすものではない。(出)続柄IC

( )がついているのはfl常維業。 (iv)⑨⑩の妻は兼業の経験を有するが年次が不明。



意し，購入と借地で一時は5.3haまで規模拡大をした。しかし， 1978年，病で倒れ，以後肉体的に農業

労働が不可能となるにおよび，高卒の長男11:農業を任せるとともに，借地部分を縮小し， 4.2haの経営

となっている。

乙うしてみてくると， IV期以降本格化する兼業化は，若干の例外を含みながらも，ほぼ全階

層を巻き込んで進展してきている乙とは明らかである。すなわち，全体的に規模拡大をとげるW

期を経て，両極分解が進むV期以降も，規模拡大を続ける農家をも含め，兼業化は確実に深化し

てきているのである。乙乙では，若干の事例から，多就労化過程をみてお乙う。

よ膚@の司解例:(②の兼業化は， 1964年に通信高校を卒業した後継者の塵外就労に始まる。その後，

1967年には世帯主と嫁が，同時11:農外就労を開始し，家族のうち3人が働きに出る乙とになる。乙の嫁

の就労は， 2人目の子供を出産した翌年，育児を姑にまかせたものであった。その姑も，孫が，小学校

の高学年になり，手もかからなくなった1977-79年にかけて，農外就労の経験を有している。

中層⑧の事例:⑧の世帯主は，早くも1957年に，農外就労を開始している。その後， 1969年には，

中学校を卒業した長男が， 1971年には妻が，そして， 1977年κは，高校を卒業した次男が，それぞれ勤
め始めた。その上， 1981年に長男が結婚し，嫁が結婚前の仕事を継続したため，現在は，家族員5名全

員が，農業以外の仕事をもっている。乙のうち姑は，孫が生まれたら仕事をやめると語っている。

と乙ろで，乙うして農外就労を開始したS部落の農民層は，し、かなる労働市場に吸収され，

いかなる職歴を歩んで現在lと至っているのだろうか。以下，男女別に，彼らが歩んできた職歴に

ついてみてい乙う。

第2項 男性における農外就労開始年次と職歴の変化

S部落の男性のうち，現在までに兼業経験を有していないものは，上層⑧⑫の世帯主と中層

①の世帯主の3名にすぎない。他の者は，それぞれの生活史の中l乙兼業歴を刻みながら現在lζ至っ

ている。乙乙では，農外就労を開始した時期と年齢l乙注目しながら，彼らの職歴の変化をみてい

く。

(1) m期農外就労開始層
まず， m期l乙農外就労を開始した男性についてみると(図3-1 )，それは当時の年齢で30

代と10代にほほ限定されている乙とがわかる。前者は，中層を中心とする，結婚後iζ就労を開始

した50，60代層(現世帯主層)であり，後者は，乙の頃から全階層的lと一般化する新規学卒者

(中卒者)の就労で，現在の3D，40代層(現世帯主又は後継者層)にあたる。彼らは， 30代層が

まず建設日雇労働市場へ， 10代層が洋食器等の工場へ，それぞれ吸収されるという特徴を有して

いる。それは， 33歳で日雇労働を始めた中層⑥の世帯主の「牛馬にかわって，耕転機が入った頃，

農繁期以外の時に，土建屋へ月に10-15日位出るようになった。若い者は，燕の工場(へ勤め始

めた)Jという言葉にもあらわれている。

いま，農外就労開始時の年齢と職歴の変化に注目すると， m期農外就労開始層は， (i) r結
婚後就労建設日雇継続型J.(ii) r結婚後就労転職型J，(iii) r結婚後就労季節雇型J，(iv) 
「中学新卒就労型」の4つに区分される。

(i) -( iu)は結婚後に就労を開始した者であるが， (i)は建設日雇労働を一貫して継続し

たもの， (ii)は建設日雇労働lζ一定の期間従事した後に，洋食器工場なと、への就労の経験を有

するもの， (iii)は1つの職場lと毎年季節的に就労したものを示す。しかし， (iii)は巻町内の

自動車整備工場へ冬期間のみ10年間就労した⑨の世帯主だけであるから，こ乙では(i)(ii)が
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図3-1 第E期tζ農外就労を開始した者の職暦(男性)

職 階.霊及
就労農外年齢開始

1945 50 55 60 65 70 75 80 82 

歴

層 号家番
のぴ -職場種 II期 m期 W期 V期

グ〉
血齢統柄

型 -・臓雇用期間

上
才 才

52 71 

⑨ 
60 
30 建設日雇

結 層
(世) ((土11-工3)月)

婚

後 60 
60，61 ーーーー，

⑮(世)
38.9 建設日雇

就 (土工)

労 中

62 
75 

82 
建 59 

⑬ 
(世)
39 建設日雇 I配管屋

設 (冬) (通年)

日

雇 60 
55 82 

⑥ 
(世)
33 建設日雇

継 (冬→通年)

続 層
52 

70 76 
，ニ刊包 62 

③ 32 建設日曜 N 電設

(世) ((土冬工)) (土工)
(11-3日)

61 
71 76 

54 
82 

結 @ 33 
建設日雇 洋食器 建設日曜

婚 中
(世) (冬) (I・冬) (土工・とぴj

(冬)

後
57 

66 68 72 82 

就
③ 
55 
30 建(土工設・雑日役雇) Ml(E瞳金-世冬属)) T 7 ル (N研研磨工磨) 

労 (世) (組立工)

転
(冬 (夏・冬) (通年)

職 層 55~ 74 82 

生J ⑬ 
50 
23 

主尭電所工事 建設日雇 T工婁樟式会社

(世) (土工) (土工・雑役) (メソキ工)
1 ~) (冬) 14年)

事後就Zま唖Z 
中

62 72 

@ 
51 
31 自動(修車修理理工工)場

(世)
労型 層 (10-3日)

62 65 67 69 71 75 82 

上 @ 
35 中卒園入給量 YI K組 量工所 N洋童書 Y*] 15 
(後) (プレ1工) 1土工土工) (土工)

IHI 11 ・ ~I IHI IHI IHI (通年)
中

62 66 70 72 74 75 82 

学 層 @ 
35 
15 

中卒建設日雇.燕の工場.運送屋， y組， N電設， N 興業

(後) (土工重機工)
冬通年)

新
中卒 5356 59 61 65 82 

卒 中 ⑤ 
44 i羊食器運送屋洋食器 建設日雇
18 

(世) (冬) (冬) (冬)
(土工・とぴ)
(冬)→(通年)

就
中卒 5052 57 64 69 76 81 

労 層 ⑧ 
47 ミシン工場 建設日雇 土地改良の日曜 建設日曜 M鉄工所
17 

(世) (冬) (11-4月) (鋳物工)
(通年)

型

下
中卒 56 78 82 

41 
③ 
(世)
15 建設日雇 出稼ぎ(東京)

層
(土工・とぴ)
(通年)

資料-実態調査より作成
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主流とみてよいであろう。そ乙で.(i)及び (ii)について若干の事例をとりあげてみよう。

(j) r結婚後就労建段目雇継続型J 中層⑫の世帯主の事例
昭平ao数年頃，土方で道路の仕事。その後，土地改良の仕事など。貧乏だったので11-3月の間に，
ちょっとした仕事でもあればでた。 1970-76年まで.N電設へ冬の間臨時で勤めたりもしたo 現在は，

税金とられない程度lζ稼さに出ている。

(ji) r結婚後就労転職型J一中層⑧の世帯主の事例
1957年30歳で冬期間の建設日雇に出始めた。「まわりの人も行きだしたし，遊んでもいられない」

からである。尾根に油をぬったり，コンクリ仕事をしたりした。この建設日雇労働を10年間程続けた後，

1966年iCM金属 (200人規模)の人の勧誘で同社に雑役工として就職した。同社i乙は，夏・冬勤めたが，

農作業を理由に休暇をとるととが多く「休んでばかりいるので. 2年で首lとなった」。そ乙で，翌年は，

部落の人の紹介でT工場 (20人規模)へ行くことになった。そこで，組立工として働くが，会社が不況

で暇lとなり，そこも 2年後には解雇された。それから現在まで.N研磨(4人規榎)I乙研磨工として就

労している。雇用形態はL、ずれも臨時雇である。

一方.(iv)の「中学新卒就労型」は，中学卒業後10代で就労を開始したものであるが，彼

らは，就労後，洋食器工場，鉄工場，運送屋，そして建設日雇仕事を小刻みに転々として現在に

至っているという特徴を有している。

(jv) r中学新卒就労型Jーよ膚@の後継者の事例
中学卒業と同時に燕の洋食器工場 (5.6人規模)へ知人の紹介で就職した。職種はプレス工であっ

た。プレスは技術的に難しく，また当時は非常に危険な職種で手がもげるところを何回もみたという。

しかし，その割l乙低賃金だったので3年間勤めてやめてしまった。 4年聞はY組.K組などで建設日雇

仕事iC従事するが.1969年，友人の紹介で鉄工所 (30人規模)に就職した。しかし. 2年後には，不景

気になって首になっている。乙の鉄工所を解雇されたのち，職安を介してN洋食器工場 010人規模)

に就職するが，そこも，同様の理由から解雇されてしまった。同社は，農家出身者が.従業員の半数を

占めていたが，不況になると農家出身者からまず首を切られたという。乙の工場を解雇された後，再び

Y組lζ就労し，現在まで建設日雇仕事に従事している。

こうしてみてくると.I冬だけ仕事を捜して毎年毎年出た」という「結婚後就労建設日雇継

続型J，としても，景気変動の波lζ洗われながら，建設日雇労働市場と洋食器工場等の聞を行った

り来たりして現在lζ至った「結婚後就労転職型JI中学新卒就労型J，としても，その職歴は転職

を繰り返すという意味において きわめて不安定なものであったといえよう。

!21 IV期農外就労開始層

W期に新たに農外就労を開始する者は18名であるが，彼らは，その就労開始時の年齢とその

後の職歴から. 5つの型，c区分される。それは. (j) I結婚後就労建設日雇継続型J.(ii) I結婚

後就労転職型J.(iii) I結婚後短期就労型J.(iv) I中学新卒就労型J.(V) I高校新卒就労型」

の5つである(凶3← 2)。

(i) -( iii)は，皿期lと農外就労を開始しなかった現在の世帯主回(現40-60代層)が，乙

の期遅れて農外就労を開始したととを意味しており，就労開始時lζ，すでに40代半ばに達してい

たものが4名を数える。また，階層でみると 7名中4名がk屑で占められており，彼らが，中・

下!刊に遅れて毘外就労を開始した日同農家の世帯主であることがわかる。そして，こうした彼ら

が就労する職場は，皿期I<iJ様，建設日原仕事や洋食器工場等の現業部門lζ限定されており.m期
の結婚後就労肘の隊列l乙，新たに彼らが加わったものであるといえる。

(jj) r結婚後就労転職型」ーよ膚⑫の世帯主の事例
1967年.45歳で，税戚の人が行っていた洋食器工場で勤め始めるo l ， iJ工場は研磨の F~青工場で，家
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図3-2 第町期IC農外就労を開始したものの職暦(男)

職

階層 家号農番
差及 農開 1965 70 75 80 82 

歴
労就外始年齢

W期 V期
グラび

-職場種用期!7) 
E齢柄続 -・職雇 問~ 干り

上
67 70 76 80 

婚結建設 61 
@ 46 土地(改ゴ良町日曜 N電設
(世) 土工) (土工)

就後雇日
層 (冬)

労継 中
70 76.7 82 

55 
続 ③ 45.6 

建設日雇 Y 車直

~~ 層 (世) 土工) (土工)
冬) (夏冬)

67 72 74 76 82 

60 
結 上③ 45 T 研磨 磨 Y洋食器 摘(暫木定屋

(世)
(研工) (メノキ工 I~;E) 

婚 (年間70日j

後 65 74 76 81 82 

就
層③

51 タクシl転手会)社 建ム社設日曜，を(冬転水道屋 商事 F量工所
労 (世)

34 
(運 z など と々する。'..工l

転
冬(~) lii年)

職 下
68 72 82 

58 宅リ ③ 44 
いろいろな工場

(切(s通産断年業工)) 
!面 (世) (冬)

婚結 上
70 72 

45 
③ 33 5園風Tク"

f量 層 (世) (冬)
旬

期就 中
70 71 

51 
労 ⑬ 

(世)
38 土((地土由冬良工の日)) 曜

型J 層

65 66 82 

中 ⑪ 
35 高卒日雇

(農営農(通指年導)協員)(後)
18 

高

+立
66 67.8 82 

層 ⑬ 
34 

高((営卒冬業ヲ) ) T ((営i且蘭年業)) 1苫新 (後)
18 

卒 65 82 

就 下 ③ 
35 高卒 E々公社
(後)

18 日曜 ( 気通(通信年技)術師)
労 (半年)

理'J 70 82 

層 ③ 
30 専門学校卒 Nプリ〆ス

(後)
18 

(襲(通情年工)) 

64 65 69 82 

上 @ 
38 平中 自時画理車帽笹酌晴工工場l。ガソリ〆スタ/r. Y J工所
(後)

19 !IlI!IIJU' 配管) {書冊岨立工
( 11-3月 16-9.10-3月1 iii年l

中
65 66 67 70 77 

32 
!面 ③ 15 草中 制(量と工ぴ事)'耕It地~，聾t工理T物産 M主属
(後) (検工)

学 (通年)
67 82 

新 ⑥ 
31 高校中退 艶骨量.ガソ 1);..，-・スタンド，量機屋など嫌々17 
(後) 現在I;tNけん d よ 7 士工I

一千 中 66 82 

⑪ 
31 中卒 Y制l

就 (後)
15 (却材・I".l'.l

i且金子

労・ 69 74 82 

③ 
29 

農機具屋 個(人t洋責Ii研年器磨)工工場) 
(後)

15 
(販(売通・修年理)工) 自(勧通年

汗~I.!

層 70 81 82 

⑬ 
28 中本 版tJ:.鉄骨守士行専 農協.iL1.

(後)
15 2υ 〈ηいの仕事をョた 通斗

資料:実態調査より作成
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族従業員も含めて4，5人規模だった。

そ乙で研磨工として4年程勤めるが息

子が学校を卒業し，勤め始めたのでや

めた。それ以後 2年聞は農業lと専念

するが，再び1974年iζ ，r手が足りな
いので来てくれないか」と言われ，同

級生が経営する工場へ勤めることにな

る。そ ζには， 20人位の規模のスパナ

など、の機械工具をつくる工場で，めっ

き工として5年間勤めた。現在は，隣

部落にある植木屋(15，6人)で勢定

の仕事をしており，年間70日程度働く。

一方， Civ) r中学新卒就労型」と
(v) r高校新卒就労型」は，ともに新
規学卒者の就職であり，現在の30代層

(後継者層)を構成する。階層的には，

前者が上・中層の子弟であるのに対し，

後者は，中・下層の子弟であり，高校

への進学が中・下層の方から次第に広

がりつつある乙とがわかる。そして，

乙の期あらたにあらわれた「高校新卒

就労雪山は，それ以前のどの「型」と

も大きく異なる職歴を歩んで現在に至っ

ている。すなわち， r中学新卒就労型」
が， III期同様に，建設日雇や洋食器工

場等を転々としているのに対し， r高
校新卒就労型」には転職はほとんどみ

られず，職業階層も相対的に安定して

いるのである。

(v) r高校新寧就労型J(1)ー下層⑧
の後継者の事例

1959年，漆山中学卒業後，巻農業

高校へ進学する。「本当は普通科に行

きたかったが，進学者は少なく，家業

を継ぐという条件で農業高校への進学」

を許してもらう(⑧は当時は2.1ha所

有の農家)。しかし，高校卒業時，公

務員を志望し，電々公社の試験を受け

る。乙の試験の合格通知がくるまでの

半年間，土建のアルバイトをした経験

を有するが，電々公社に採用後は，現

在まで電気通信技術師として電々公社



に勤めている。

(v) r高校新卒就労型J(2)一中層⑩の後継者の事例
1965年，巻農業高校卒業後年半程.農業を手伝う傍ら建設日麗仕事をする。その後，農協への

採用が決まり，農協職員となる。現在は営農指導員を勤め，係長IL昇進している。

乙うしてみてくると，乙の期の大きな特徴は.m. IV期の農外就労開始層の多くが，主要に
は建設日雇労働市場や洋食器工場等の現業部門i乙吸収されているのに対し，産業，職種の点、で，

それらとは大きく異なる「高校新卒就労型Jが，中・下層農家の子弟の中にあらわれてきた点、に

あるといえる。

(3) V期農外就労開始層

さて，現在の世帯主層の農外就労がW期までに出つくし，また，全階層的lと高校進学が一般

化してくるなかで.V期に農外就労を開始する者は.r高校新卒就労型jと「結婚前就労転入型」
の2つの型iζ限定されるようになる。前者は新規

図3-3 第V期IC.e外就労を開始した者の職歴

職階
農家号番 現齢

農開
歴 在と 外始
17) の統 就年
型層 年柄 労齢

⑨ 
29 
18 

上
(後)

21 

③(後)
18 

高層 25 

@I(後)
18 

校 22 

⑧(後)
18 

新
21 

③ 18 

中
(後)

21 
卒 ⑬ 

(後)
18 

@ 
28 

就 (後)
18 

⑬ 
29 

(後)
18 

労

層 27 
⑬ 
(二男)

18 

ニ汗乞" 

⑫ 
25 

(後)
18 

下 24 
④ 
(後)

18 

層

(男性I) 学卒者の就労であり，後者は農業以外の職lζ就い
1970 75 80 82 

-臓場種•• -眉周期間
71 74 82 

卒高 (他畳間出) B運送

整備
(運(通転年手)) 

79 82 

卒高 ス(出イ荷刊鞭出査荷) 

17.8円)

75 82 

卒高
M食品

78 82 

卒高 川ラ島イφ ピス
( ノ引き)

79 82 

一一高清暢全セ/ター
卒 (水(質通横年査工)) 

80 82 

卒高 (EZ(電E通I量鰍年薗園)告) 

71 73 74 

卒高峰(土工邑)1車千直疎付工i
(僻11・Jfl
72 76.7 80 82 

卒高 T金属. B運送. 金物卸
(運転手(J苫員)

(通年}

74 77 78 79 82 

毒嗣l卒高 E量作所， A-n"-， 洋品18，宅車恒
(運転手I
(通年)

75 82 

卒高 (配N達(通.酪検年査)農工)

76 82 

宰官 (販K売(通.農修年E)機 ) 

ている者が.s部落へ婿養子として転入したケー
スである(図3-3.図3-4)。

乙のうち「高校新卒就労型」は，現在20代の

後継者層にあたるが，彼らの中で@の後継者のみ

が. 3年間勤めに出た後，施設園芸(きゅうり)

を手掛けるために農業専業ヘ移行している。いま，

@を除く「高校新卒就労型jの職歴をみると，そ

こには以下のような特徴がみてとれる。

第1Iζ，この期lとは，上層も含めて高校進学

が一般化するが.IV期の「高校新卒就労型」とは

異なり，そのすべてが安定した職場に就労してい

るわけではない。すなわち，すでに転職を経験し

た者も4名を数えるし，継続している場合でも，

B運送会社の運転手(上層⑨の後継者)，スイカ

の出荷検査のアルバイト(上層③の後継者)， N 

道路サービスのライン引き(中層⑧の後継者)等

の職業階層的には不安定なものも多いのである。

しかし，第2Iζ，V期以前に多かった建設日

雇労働者や洋食器工場就労者は，確実に姿を消し

てきている。すなわち， IV期「高校新卒就労型J

同様，乙うした職業が彼らの職場としては位置づ

かなくなってきているのであるo

資料:実態調査より作成

一方， r結婚前就労転入型」に属する者は，
乙の期4名を数える。しかし， s部落における農
外就労開始年次がV期であるとはいえ，彼らの就

労はすでにm，IV期iと始まっており，それだけに
多様な職歴を経て現在lζ至っている。
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『結婚前就労転入型J(1ト中層⑫の後継者の事例

農家の三男として生まれた⑫は，中学を卒業すると，弥彦村のI包帯工場 (200人規模)へ住込み

で就職した。仕事は，商品・原料の配達の運転手で、ある。しかし，そこは，低賃金(時給200円)のう

え学歴差別もあるため， 10年間勤めて，友達4人で、いっしょにやめた。その後，建設日雇労働市場に入

札以後，結婚をはさんで現在まで，土建運転関係の仕事をしているn

「結婚前就労転入型J(2←中層⑨の後継者の事例

佐渡の両津で漁師の家の二男として生まれた⑧は，高校卒業後，東京の夜間大学!1:進学， T測機iζ
勤めながら大学を卒業した。その後，東京でO商会→T製薬と 2度の転職を経験した後，高校時代のテ

ニスクラブのコーチの紹介で燕市のE製作所 (200人規模)に就職した。現在は，同社で課長代理を勤

める。

乙のように， r結婚前就労転入型jの職歴は，初職についた年次や彼らの出身.地・出身階層
によって様々であり，また彼らが自家の後継者で・はなかったという点でも， s部落の農民層の職
歴とは異ならざるを得ないものであった。

さて，以上みてくるならば， s部落の男性の農外就労は，以下の如く進展してきたといえよ
う。すなわち，現在50，60代の世帯主層が， m期l乙中，下層を中心IC，IV期に上層を中心l乙，農
外就労を開始し， r結婚後就労建設日雇継続型」と「結婚後就労転職型」をとって現在に至って
いる。他方，中学新卒で就労する乙とが全階層的lζ一般化し，現在の30，40代層が， m， IV期lζ
「中学新卒就労型」をとって農外就労l乙出始める。そして，以上の3つの職歴を歩んできた農民

層は，その職歴の「型j乙そ違え，主要には，西蒲原「地域労働市場」に豊富に存在する建設日雇

仕事や金属洋食器工場を職場としてきた者たちである。しかし，乙うした中で，町期lと，中・下

層の子弟から「高校新卒就労型」があらわれ，それが高校進学の全般化を背景として， V期の主

流をなすようになる。彼らは現在の20，30代層を構成するが，その職場は，産業及び職種の点で，

図3-4 第V期!1:S部落部に転入し農外就労を開始した者の職歴(男性II)

職 階 農 現在続
.開 1960 65 70 75 80 82 

1lI期 W期 V期
歴 家 ♂〉 外始 -職場

σ〉 番
年令
就年 -職種

及
-雇用期間

型 層 号 ぴ柄 労令

l才 オ 59 70 77 8182 

結 @ 
卒中 I包帯工場 建(重設機日工雇) T基礎工業) 38 15 (重機工

婚 中
(後)

(住入) (6-8，ll-1月) (通年)
67 69 70 71 78 82 

後
@ 

(定時制高大卒卒 T測機(東京)0商宿(東京)T電器(東京)E製作所
35 18 (営業→プレス工)

就 (後)
(通年) (通年) (通年) (通年)

労 中卒 69 74 82 
層

(Y販農売機・修具理工)⑬ 29 15 
転

(後) (通年)

入
NA 79 82 

下 大工

型 ⑪ 34 ? 

層 (後)
(通年)

資料:実態調査より作成
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図3-5 第W期K農外就労を開始した者の職暦の変化(女性)

職
階 農家番
差及 結 農開始 1960 65 70 75 80 82 

歴 グヲび
婚年齢 就労外年齢

職職場種 IV矧
V期

グ〉
正齢柄統

型 層号 雇用期間

年

上
67 71 74 82 

36 
@ 21 21 I化キ学工 Pゴルフ

M(機(鉄通械年工工所) ) 
結 層 (嫁) (メ ソ 組(通立年工)) 

婚 68 75 

後 中。
57 

(妻)
23 43 W鍛冶→SG金属→M金属→s金属→C金属

就

労
65 71 73 82 

層 ⑤ 
44 
21 s( 精組(密立冬工機)械) 

Hメ/キ s金属
転 (妻)

27 

職
(冬)

主り 下
63 66 65 70 75 82 

40 
② 21 21 E豊作所 色l葺トT岨鞭3産査月工1 T(1縫0-タ製イ3工月Y) 雑F役工工車 (Y包(製i且蓑作年工所) ) 

層 (妻) iU工IiU.ltfIl (IUiI) I ltill:I I 
，)ト 3 月1O-3~: llO-3!l1 通年)

毒暗事季節 上
65 77.8 79 

61 
f枕量唖百 ② 22 34 N 惣 莱 土方

労 -斧主'1 !面
(妻)

110-3月)

結婚労継 中 69 
82 

46 
⑧ 22 33 

Pゴルフ
後続 (妻) ((組通立工年)) 
就型 層

婚就結後建労設日継続雇烈
中 63 73 

58 
⑪ 22 30 建設日ザ

層 (妻) (4) 

中卒 68一一697一1一一73 76 82 
34 

.-庖通J呉年民服) ) @ 25 15 5内外l瞳車l

中
(嫁) 同温量存工 l署M通量員年l 

中

学
中卒 67 68 69 73 74 75 82 

35 

新
② 
(娘)
21 19 

みpか静冬ん岡lもl ((4M芭カ器量月工物間)) N包1E4葺作年工所1l (T包(製通装作年工所) ) 

平:
中本 66 70.1 82 

就
!吾 34 
③ 18 観光ホテル E工轟
(長女) l<t通6帯年} ((事通務年)) 

労

汗~'i 下
中平 66 67 70 81 

31 
。 23 15 M事院由軍 H'副作所 K食品

f百 (嫁〕
8;月間l (l-) (通年)

婚結
中宇 64 ι9 72.3 82 

34 
燕町工場.5製作所 A製機年作所骨量工@ 21 15 

就目リ !輔 (嫁) (運鰍 ) 

(10-3月)過)

労転 一F 高卒
69 82 

35 
• F 通事4宜』務年 ~b 人 ③ 

(嫁)
22 18 

咋J !西

資料:実態調斉より作成
注:.Eflは結婚年を表わす。「結婚前就労転入型」の場合は.s部落にお
いて就労を開始したのは.印の年から。
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それ以前と大きく異なり，

1970年前後から西蒲原

「地域労働市場」で漸増し

始める第3次産業への就

労が増加する。これに，

「結婚後就労転入型」が

加わって. s部落におけ
る男性の兼業化が進展し

てくるのである。

第3項女性における農

外就労開始年次と

職歴の変化

女性の農外就労は，

男性より 1期遅れ， rv期
iζ始まるがホ， rv. v期
を通じ兼業経験を有して

いないのは，上層③@の

妻，中層①⑬@⑩の妻，

下層⑧の妻の7名である。

他の者はし、ずれも農業以

外の仕事に携わりながら

現在lζ至っている。

本女性の農外就労が，

男性lと遅れW期IL開始

された lつの要因とし

て，耐久消費財(洗瀧

機，冷蔵庫等)や水道・

ガスなどが， 1960'rr前
後，すなわち皿期の終

わりからW期の初めに

かけて導入され，女性

の家事労働が大幅に軽

減されたという ζとに

ある。 ζのうち，とり

わけ水道と洗泌機の呆

した役割は大きかったo

k水道が普及する以前

はポンプ井戸が使用さ

れていたが，この井戸

による作業は重いホン

プを k下lこ動かすifi:労



働であり，また汲み上げた水には砂がまざり かっ鉄分を多く含む赤水て、あったため，留置し桶で泊して

使用しなければならなかった。一方.洗濯は農作業の合い間iζ，朝晩川で洗濯板を用いて行なわれ，特

IU)<.の冷たい冬場はつらい仕事だった。水道と洗濯機の普及は， ζうした重労働を解消し，農外就労を

始める前提条件をつくりだした。

(1) IV期農外就労開始層

IV期iζ農外就労を開始した高'は13名を数えるが，彼.1;:.たちの職歴は.結婚後l乙就労を開始し

た省と，結婚flrI'こ就労を開始した者とでは大きくwなる。
前者は，ほとんどが，農外就労開始時に20，30代だった現住の世帯主の妻(現在40，50代)

たちで，出身階層は全階層にわたっている。そして，その職歴は， C i) r結婚後就労転職型j，
Cii) r結婚後就労季節層型j，Ciii) r結婚後就労継続型j，(iv) r結婚後就労建設Fl雇継続型」
の4つに区分される。 Ci)は洋食器工場を中心に，各種[場を転々としたもの， C ii )はきまっ

た工場に毎年季節的に就労したもの， C iii)はlつの[場に通年で継続して就労したもの， (iv) 

は建設日属労働を一貫して継続したものを不すが，この期を代表するのは， 7ケース昨14ケー

スを占める「結婚後就労転職型」である。乙の「結婚後就労転職型jIζj話する 4ケースは，いず

れも 2-4凪の転職を経験してきている。

(11 r結婚後就労転職型」ー中層⑬の妻の事例
1968年lζ勤めた⑫の妻は， 1975年50歳で農外就労をやめるまでの7年間IC，W鍛造→SG金属→M

令属→S1，:属→C金属と 4凶の転織を経験する。 ζの聞の状況は，農繁休暇明けK，農作業の侃合で数

日遅れてib勤したりすると，自分の代わりにすでに別の人が採用されており，数年勤めて，秋 1カ月休
んで転職，そんなことの繰り返しであったという。

一五，結婚前， 10代で農外就労を開始した者たちは，現在30代の後継者の嫁たちで，その職

歴の型は， C v) r中学新卒就労型」と (vi)r結婚前就労転入塑」の 2つに分れる。前宥は中学
卒業後， 10代で農外就労を開始したS部落出身寄て¥後者はこの期ILS部溶へ嫁いだ荷のうち，

結婚前から農外就労の経験を有する者である。

まず， (v) r中学新卒就労型j 4ケースの場合，彼1;，ーたちが一様に転職を経験し，かっ最初
の職場が地元の工場てない点では，彼女たちの職歴は共通点を有している。しかし，その他の点

に関しては，彼女たちは実に機々な職歴を経て，現在に至っている。

(v) r中学新卒就労型J(1)一中層@Q)の嫁の事例
S部落⑬の三女として生まれた⑩の嫁は1968年中学卒業と同時に学校の紹介で，岐阜の紡績工場へ

就職した。しかし，学校・職場すべてがいやになり，父親の病気も重なり 2年でやめてS部落へ反った。

それから2年程農業を手伝ったり，洋裁を習ったりした後， M堂という本屋lζ/;5員として勤めた。 1973

年，結婚を契機にそ乙を退職し，⑩へ嫁ぎ， 3年程してから今のU呉服へパートに出始めた。やはり，

r;5員である。
(v) r中学新準就労型J121ー中層⑫の長女の事例
⑧の後継ぎだった長女は， r一度は親冗を離れてみたい」と思い 1967， 68年の冬 lカJJ程，静岡
へみかんもぎの季節出稼ぎに出た。その後「まわりが皆勤め，まとまったお金もほしかった」ので， M
器物へ結婚まで勤め，さらに 2人目の子供を生んだ後，職安を通してN製作所に勤めた。しかし， 3人

目の子供を生む時，不景気でやめさせられた。今はT製作所l乙勤めている。職種はすべて包装工である。

乙のように， r中学新卒就労型」は，転職を繰り返すという点では，先にみた「結婚後就労
転職型」と共通する。しかし，後者が近隣工場の現業部門に限定された転職であるのに対し，

「中学新卒就労型」に属するケースは，県外への就職を経験する者，自員，事務員で推移するも

のなど，各自が様々な職歴を経て現在に至っており，そこに大きな特徴があるといえる。

さて，もう 1つの (vi)r結婚前就労転入型」は，この期2ケースを数える。結婚前にすで
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iと農業以外の仕事l乙就いていた彼女たちの職歴は，やはり，就労開始年次，及び出身地・出身階

層によって異なったものとなっている。

(vil r結婚前就労転入型」ー下層⑧の嫁の事例
⑧は，吉田町で農協職員である父と和裁の教師をする母の間lこ生まれた。⑧は，中学を卒業すると，吉

田商業高校へ進学，卒業後はF食器 050人規模)へ事務員として勤めた。その後，結婚→出産をはさみ，

現在まで17年間，同工場Ir.事務員として勤めている。

このようにW期農外就労開始層は，主要には「結婚後就労転職型Jr中学新卒就労型Jr結婚
前就労転入型J，乙属しており，その多くは，就労先の所在地及び職種を異lζ しつつも，幾度かの

転職を繰り返しながら，現在lと至っているのである。

(21 V期農外就労開始層

図3-6 第V期に農外就労を開始した者の職歴(女性)

職 階 農家番 現及結膜開 1970 75 80 82 
歴 色び婚外始・職場
の 年続年就年・職穐
~r~ 層号齢柄齢労齢・雇用期間

@ 1 ， ~: ，1231 37 1 帽 K食品 情届

続車婚後吉 上 46 1 1 7~_ 75 _ 77... 79 82 
層 l冬l llSa研金年磨属1 ".柑の掴1，軒l
(妻)1--1 _. 'iJ.11 '~II 鮒 1

職労転司リ 中 49 1 1 73 82 
⑬ (:':¥124141.21 桝トD製作トS金属→吐血
層 、膏)1-， ---1 金属プレス工

通年i

74 77 
61 一一一一一

③ 251 53 川刊品川 l

l:I-IC妻)["0I 0.' I 72一一一一76
NTF藁!1O-3月l

車古 54 1 1 74 82 

@I(妻)1211 46 1 M 食品
婚 (9-12月)

後 層 60 1 1 78一一一 80 
ぽ)奇 (妻)1211 56 1 時T造園リ

枕 16-gl'j

51 I 1 1 7 282  
労 ⑬(妻)122141 1 74M食品 (1ト 12月)82 

中 スイカの包装17.8月)

苧 49 1 1 7~.." ，~_.. _'" 82 
③ 191 41 1 H世作所(雑役)(10-3月)

節j 1 I-I(妻) 一一82
1イ市内邑蓑，718月i

展 717782
③ 49 118 ¥争末 M食品
(童)1181 39 1 71 1 包華 ){IO~12月 j

~I.! 肩 スイカの鵠~82

60 1 1 /4 ~_77 
5ロ t1 (重要)1261 52 川市の包量

1己1表8月ム)Y 

婚t結後i 車中 53 1 1 74一一77
⑬ 191 45 1 

労層 (妻) プレヌ工l
号'J (通年)

，. 1 74 82 
'-1 _ 1 37 

結 @I(嫁)1251 291M  ("伐研
婚 膚 ((通愛年工)) 

後 72 82 
就 70

労
中⑧/母、211 60 I N 仲火

¥ )1 紙細工)
継 {通年〉

続 74 82 
28 

~r~ 層 ⑬ (嫁)1201 20 1 型阻立工作)所

(通年)

資料:実態調査より作成
注:.印は，結婚した年を表わす。従ってS部
落における兼業開始年次は.印の年から。

職歴 階

グ〉

司'J 層

上

高

校
層

新

卒

中
就

そ労

型!

層

上

層

結

婚

中

前

就

労

転

層

入

宅'J

下

層
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ゐび家農号番 現及

主令続制

23 
@ 
(二女)

21 
@ 
(長女)

19 
@ 
(次女j

@ 
28 

(三女)

30 
@ 
(娘)

20 
@ 
(長女)

18 
⑧ 
(長女)

29 
@ 
(嫁)

31 
⑬ 
(嫁)

32 
⑬ 
(嫁)

27 
⑧ 
(嫁)

⑥ 
32 

(嫁)

2フ
⑬ 
(嫁)

27 
④ 
(嫁)

婚結 腹外開始
1965 70 75 80 82 

-職職雇場種用期間年令 続労年齢

高卒 77 82 

18 専((f通底肱年員売1) 庖

高卒 79一一一出
18 K 食品

((通事輔年)) 

高卒 81 82 

18 Pゴル7

((事通年構)) 

72 74 76 8 

18 F工量 弁当IY業県(通養立年構士)院) 
事通事年，.年 ( 

高卒 71 75 81 

20 18 
F嘩・"酬l ("H軒厘' 

10，1/; li冒ノ
崎柑l

高卒 81 82 

18 。屋
l宿員l
(通年l

1::1γ82 

18 
fl-:t高H

[通年l

中手 71__.~ 82 

22 19 
(燕事務(→通物年包装)工産) 

66 69 7h74 75 81 82 

20 15 卒中 la'軒並 TtI-FtS 製作所 曙Ila包作年量所

'.年'.年1

66 71 75 77 .~2 
E高手 洋(食事器事組)合. 蕪(事の工膏場) M削 "，相(庖買ノh) 21 18 

(通年

26 23 
学看誠 78一一・.~2
校γ 11到((遍看底頑Y婦年駐曜

N.A. 75 82 
.藁容院25 ヲ

((通費容年師)) 

N.A. 81 82 
.一

27 ? 量制

(!事通年轟J 

N.A. 81 82 

2フ ? 
.-日制

i(d事事年



さて， V期lと新たに農外就労を開始する者は，その就労開始年齢と職歴から，次の6つの型

lζ区分される。それらは， (i) I結婚後就労転職型J，(ii) I結婚後就労季節雇型J，(iii) I結

婚後短期就労型J，(iv) I結婚後就労継続型J，(v) I高校新卒就労型J，(vi) I結婚前就労転入

型Jである(図3-6 )。

(i)-(iii)は，N期lζ農外就労を開始しなかった上・中層の妻たち(現40代後半-60代前

半)が，乙の期，遅れて農外就労に出始めたもので，開始当時すでに40.50代に達しているもの

がほとんどである。また，当時は洋食器も不況期lζ入っており，彼女たちが通年で工場に就労す

る乙とを困難にしていた。その結果， V期lとは (ii)I結婚後就労季節雇型」が増加し， 10ケー

ス中7ケースを占めるに至る。乙のV期の結婚後就労層を代表する (ii)I結婚後就労季節雇型」

とは，同じ職場l乙毎年季節的に就労するものであるが，乙の地域には，乙うした中高年主婦の季節的

な労働力を必要とする工場として， N惣菜とM食品があった。 N惣菜はつけもの工場， M食品は

餅の製造・販売を行なっており，ともに冬場l乙繁忙期をむかえる工場であり，この期の40，50代

層は，両工場へ季節雇として就労している者が多い。また，この「結婚後就労季節雇型Jのもう

lつの特徴は，乙うした冬場の工場労働lζ，夏場のスイカの出荷・包装のアルバイトを組み合わ

せる者が多いという乙とである。 ζのスイカの出荷・包装の仕事は，⑬の妻が親方からの電話を

受け，部落の奥さん連中を集めて行くというかたちで， 1974年頃から始まっている。

(ii) r結婚後就労季節雇型」一中層⑧の妻の例
⑧の妻は， 1971年39歳の時，⑨の妻の紹介で冬10-3月の間N惣菜IL勤め始める。仕事は白菜を漬けた

り，漬けあがったものを小袋に入れたりするというものであった。しかし， s部落から行っていた人たちが
次第にやめ，車の送り迎えがなくなったため1977年にやめ，翌年から部落の人が5，6人行っていたM食品へ

働きに行き始める。期間は， 10-12月で，昨年の仕事内容は餅の包装であった。こうした冬場の工場労働に

出る一方で，⑧の妻は1976年より，毎年，夏7-8月初めに，農協のスイカの出荷・包装のアルバイト 1'::行っ

ている。

一方，この期，結婚前lこ農外就労を開始した者は， (v) I高校新卒就労型」と (vi)I結婚前

就労転入型J，乙分れる。前者は，@を除き現在10，20代の未婚の子供であり，後者は， 20， 30代

の後継者の嫁たちである。

V期になると，女性の場合も，全階層的l乙，高校進学が一般化し，新規学卒者は，すべて

「高校新卒就労型」となるが，それに伴い彼女たちの職業選択にも変化がみられるようになる。

すなわち，事務職が多くなり，また，栄養士のような資格を必要とする職業に就く者もあらわれ

てくるのである。一方，こうした傾向は，近年になると， I結婚前就労転入型」にもみられるよ

うになり，この期の後半には，事務員，美容師，看護婦等の職i乙就く嫁たちが， s部落にとっい
できている。

(v) r高校新卒就労型」一中層⑫の三女の事例
⑧の三女は，巻農業高校卒業時，調理師学校へ進み栄養士の資格の取得を希望していた。しかし，家庭

の事情で断念， F工業へ事務員として勤めた。しかし. 2年後iとは退職し新潟市へ出て， Y食品(弁当屋)

でアノレパイトをするかたわら，栄養士をめざして調理師学校へ通い始める。 2年間通い，資格を取った後，

1977年4月から県立Y病院に栄養士として勤めている。

(vi) r結婚前就労転入型J一中膚⑧の嫁の事例
十日町の農家の長女として生まれた⑩は，高校卒業後，看護学校へ4年通い， 1978年，県立 I病院に看

護婦として勤めた。その後，結婚を契機κ，s部落から通勤可能な県立Y病院に移り，現在も看護婦を続け
ている。
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このように，結婚後就労層が，より不安定な「結婚後就労季節雇型」を余儀なくされてきて

いる一方で，結婚前就労層が，事務職や栄養士，看護婦，美容師等の資格を有する，相対的に安

定した職業を選択するようになってきている点に.V期農外就労開始層の特徴があるといえよう。

さて，以上みてくるならば.IV期lこ始まる女性の農外就労は，以下の如く進展してきたこと

がわかる。すなわち，現在40-60代の世帯主の妻たちが.IV. V期を通じて，全階層的l乙同時期

に農外就労を開始する。彼女たちの職歴は.IV期が「結婚後就労転職型J，ζ代表されるのに対し，

V期はより不安定な「結婚後就労季節雇型」が増加する。それは.V期における洋食器工場の不

況を背景としてのものであった。一方，結婚前就労層は，町期の「中学新卒就労型J(現30代層)

から.V期の「高校新卒就労型J(現20代層)へ移行する。後者lこは，男性同様第 3次産業l乙就

労する者が増加し，職種の点でも事務職や資格を有する職への就労が多くなる0 ・これに.IV. V 

期を通じて「結婚前就労転入型」が加わり，女性の兼業化が進展してくるのである。

第3節まとめ

本章では.s部落における副業としての藁加工の盛衰と兼業化の進展過程をみてきた。ここ
で，本章で明らかになった諸点をまとめると以下の如くなろう。

第1，と.s部落における兼業化は，第E期，藁加工の衰退l乙伴う現金収入源の喪失のなかで，
次第に進展してきたということである。そして，この期，中・下層の男性を中心に開始された兼

業化は.IV期以降，女性をも含めて全階層的な深化をとげることになる。すなわち，農外就労開

始時期lと階層差を伴いながらも.IV・V期における兼業化は， 上層をも巻き込んで進展してきて

いるのである。

第2，ζ，農民層の現在までの職歴が，西蒲原「地域労働市場」の展開lと大きく規定されなが

ら，世代を経るなかで大きく変容してきているということである(表3-3ゾ。すなわち，男性

の場合は，現在の50.60代層が「結婚後就労建設日雇継続型」と「結婚後就労転職型J.現在の

30. 40代層が「中学新卒就労型J.そして.30代の一部と20代層が「高校新卒就労型」をそれぞ
れとっており，女性の場合は，現在の40-60代層が「結婚後就労転職型」と「結婚後就労季節雇

型J.現在の30代層が「中学新卒就労型」と「結婚前就労転入型J.そして.20代層が「高校新卒

就労型」と「結婚前就労転入型」をとってそれぞれ現在に至っているのである。

表3-3 t世代別にみた職歴の「型」

皿 期 W 期 V 期

現50代.60代 「結婚後就労転職型Jr結婚後就労建設日雇継続型j

現30代.40代 「中学新卒就労型」
男

「高校新卒就労型」

現30代.20代一部 「結婚前就労転入型」

現40-60代 「結婚後就労転職型」→「結婚後就労季節雇型」

現30代 「中学新卒就労型」
女
現20代 「高校新卒就労型」

現20.30代 「結婚前就労転入型」

資料.実態調査より作成
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事乙乙で，世帯主の農外就労開始時期l乙階層差があるとはし、え，全体的にみれば.世代的に異なる職歴

の“型"を歩んで現在lζ至っているという事実は，あくまでも，建設日雇の仕事や金属洋食器工場が集

積するとい争当地域の労働市場の特性に負うているものである。たとえば，私たちが.以前行なった秋

田県井川町N部落の場合，下層 Iには，はやくから兼業化し，地元K，公務，協同組合，教員等々の安

定した織をもつものが多いのに対し，下層Eと中層は， 1960年以降，誘致工場を中心Ir.農外就労を開始

し，さらに，上層の場合は， 1970年前後から世帯主が建設日雇に出るというかたちで兼業化しており，

明らかに階層的な差異を伴った職歴を歩んできていたわ。

乙のことは，燕市Ir.隣接する巻町の場合は，年間で2，3カ月の農繁休暇をとる上層農でさえも，常

雇として雇い入れてくれる職場が近くに数多くあるのに対し，中小零細な誘致工場が，数社あるにすさ

ない井川町の場合は，上層農が就労する職場は，建設日雇に限定されてしまうという乙とに由来してい

るのである。

第3，乙，現在の30代以上層にとって，西蒲原「地域労働市場」に豊富な建設日雇仕事(男)

や金属洋食器工場(男・女)が，主要な職場となってきたということである。そして，それだけ

に彼らの職歴は，転職を繰り返すという意昧において不安定にならざるを得なかった。とりわけ，

燕市に集積する金属洋食器工場は，きわめて景気の変動を受けやすく，かつ，不況の際には農民

層がまず人員整理の対象になったため，彼らの多くは，いくつかの職場を転々としながら現在に

至っている。その上， V期の不況期l乙就労を開始した妻たちは，こうした洋食器工場にさえ通年

で就労することができず，より不安定な「結婚後就労季節雇型」を余儀なくされているのである。

第4，と，農民層の職歴は，とりわけ，教育水準の上昇lζ伴って「高校新卒就労型」があらわ

れるなかで，大きく変容してくるということである。すなわち， I中学新卒就労型」の場合，金

属洋食器工場や建設日雇仕事を主要な職場とした職歴の「型」を歩んできたという意味において

は，結婚後就労層の職歴の「型」を継承してきたともいえる。それに対し， I高校新卒就労型」

になると，それ以前の農民層の職歴とは大きく異なり，産業の点では， 1970年前後から西蒲原

「地域労働市場Jの中l乙漸次広がってくる第3次産業への就労が多くなってくるとともに，とり

わけ，女性の中l乙，資格を有する職種や事務職l乙就労する者が増加してくるのである*。

車ただし，先Ir.第l章第3節で示した西蒲原「地域労働市場Jで，必要とされてきている職種のうち，

とりわけ男性の側の求人に多かった販売外交員(営業・セーノレス 7 ン)や自動車運転手は， s部落をみ
る限り，いまだ農民層が選ぶ職種とはなりえていないのも事実である。

以上， s部落各農家の生産基盤の歴史的変化を，第 1K，農業生産力基盤の形成と農民層分
解の進展過程から(第2章)，第 2，こ，面IJ業の盛衰と兼業化の史的展開過程から(第 3章)みて

きた。そこで以下，このような歴史的推移の上に展開される，現実の兼業農民層の生産・労働一

生活過程を， I家族生活J(第4章)， I職場生活J(第 5章)， I村落生活J(第 6章)からみていこ

つ。

i主

1)巻町公民館『青年学級研究集録・ともしび.J2号， 1957年， p. 31. 

2)布施鉄治・西尾純子『工業化と東北村溶社会の構造的変質』北海道大学教育学部産業教育計画研究施設

研究報告書，第21号， 1982年，参照。
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第4章 S部落農家の就業構造と農家経済の現状

本章では，まず第 1に， s部落農家の家族構成と就業構造上の諸特徴をとりおさえ，第2に，
各戸の農家経済の現状とその管理権についてみていく。

第1節 家族構成と就業構造

第1項家族構成上の諸特徴

現在， s部落の名農家は，表4-1にみるような家族構成をなしている。
ここでまず第1に指摘しうる家族構成上の諸特徴は，その家族員の多さである。非農家を除

く32戸の平均家族員数は5.5人，階層別にみても，上層5.8人，中層5.4人，下層5.8人と，中層で

若干減少するものの，全階層で 5人を上回っていることがわかる。 1980年の全国平均の農家世帯

人員は4.8人であるから， s部落農家は，それより0.6-1.0人程度多い家族員をかかえているこ
とカfわかる1)。

ところで，第2に，こうした家族員数の多さは，階層の如何を問わず直系家族形態をとるケー

スが多いことに基づいている。すなわち，現在， s部落の農家32戸のうち，直系家族形態をとる
ものが28戸を占めている(表4-2)。

しかも，家族周期段階*でみると(表4-3)，夫婦家族形態をとる残り 4ケース中 3ケー

ス(⑨⑪@)も，後継者が嫁を迎えると直系家族形態へ移行する町段階(第 1子=後継者が高校

卒業後，結婚までの段階)にあり，また，残る⑮も第1子が乳幼児期にある H段階に属している。

従って，いずれも将来的には直系家族形態へ移行する可能性が高いケースであることがわかる。

*ここでは，各農家の家族周期段階を，表4-1の世帯主を軸とし，以下の知く設定した。

第I段階……夫婦のみでまだ子供のいない段階。

第H段階……第 l子が乳幼児(小学校入学以前)までの段階。

第田段階……第1子が小学校入学から高校卒業までの段階。

第N段階……第l子が高校卒業後結婚までの段階。

そして，表4-1における後継者が結婚して以降の家族周期段階を， 1'， n 二回二N'とおいた。
また 1xは，後継者が他出してしまった場合を示している。

なお，ここでは，現在における労働力構成を，もっとも的確に表わすために，世帯主を軸としての家

族周期段階の設定を試みた2)。

第 3に，直系家族形態をとる農家の多くが農業を後継するしないは別にして， 20代30代の後

継者を確保していることが指摘できる。すなわち，現在後継者問題に直面している家族のうち，

後継者が他出してしまったのは1x段階にある①のみにすぎない。この点は，今日の老人専業農

家の増大という事態の進展を考えあわせると3)当地域の 1つの大きな特徴であるといえよう。
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表4-1 階層別家族構成

階層 農番家号 高EE 父

⑨ W 一歳

@ 田' 82 

上 ③ W 

⑧ llI' 

⑨ 皿'

⑫ 皿' 75 

層 ⑧ W 

⑫ 

⑫ 1I' 

⑧ W 77 

⑧ W 75 

⑥ 11 ' 

⑭ W 68 

⑤ 皿

中 ⑫ W 

⑧ 11' 75 

⑬ W 76 

⑮ 皿'

⑮ 

⑬ 1I ' 79 

① 

⑨ 町

層 ⑫ 血'

⑩ 皿'

⑧ 

⑬ 皿'

⑧ w 90 

⑮ H 

④ 
下
⑪ llI' 

⑧ W 68 
層
⑧ llI' 

非家農
② 11' 

⑦ 皿'

資料役場資料及び実態調査より作成
注:・は男性を表わす。

母 世帯主

印

60 

76 45 

67 

75 

76 33 

80 51 

61 

61 

75 55 

70 47 

81 60 

68 51 

74 44 

57 

51 

50 

59 

50 

54 

85 58 

54 

65 

54 

55 

91 60 

62 

28 

58 

70 41 

58 

85 57 
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妻 後継者 嫁(娘) その他

63 29 30 ' 

60 38 36 16. 14.' 

45 21 18' 

67 35 36 11. 8' 

60 35 34 13. 11 

38 14. 10' 

46 21 19. 16 

54 25 23 23 

61 32 29 6. 4.- 1 

49 21 

46 22 18 

58 31 32 5' 

45 25 18 

42 18. 15' 

57 25 

35 30 6.' 3 

49 21 18 

58 34 31 10 8. 4. 

51 29 2? 27' 

53 29 28 

55 

47 28 20 

57 38 34 11 9.' 8 

53 31 29 8 6~ 3 

49 29 27 23 

58 35 32 10.' 7. 3 

60 28 34 

2? 

59 24 2? 

5? 34 31 7. 3' 

40 19 30. 15 

59 35 35 13~ 10.' 7 

55 33 31 6~ 4' 

61 31 30 8.' 6' 



表4-2 階層別家族類型

直系家族形態 夫婦家族形態

上 層 ⑫③⑧⑨⑫@⑧⑫ ⑨ 

中 層 ⑧⑧⑥⑭⑤⑧⑬⑬⑬⑬①⑧⑩⑧⑩⑧ ⑫⑧⑬ 

下 層 ④⑬⑧⑧ 

五ド 農 家 ②⑦ 

資料:実態調査より作成

表4-3 階層別家族周期段階

i? 
H 皿 町

重L1府前5紋ili総書卒第業l子後が結両階校婚
卒階入 までの学の段以 ) まで までの段

上層 ⑫ ③ぬ

中層
⑬ 品 ⑤ ⑧⑧⑬d ⑭@ゐ

下層 ⑧ 

非農家 ② ⑦ 

資料:実態調査より作成 I

注:HPは夫婦家族形態をとる農家を表わす。

第2項 S部落各農家の就業構造

II ' ill' 

後継者が結婚
後が継者手きL lE子供

霊室長してまだL、段子供階 で その
のいな 子階が 幼児段

⑫ ⑫ ⑧⑨⑧ 

⑬⑧ ⑥⑬⑧ ⑩⑬⑫⑩ 

④ ⑬⑧ 

後段し継者が他っ出たてしま
階!

① 

さて，以上のような家族構成上の諸特徴を有する各農家は，一方で，農業を営みながら，他

方で，先に第 3章でみた知く平均2.4人の家族員を農外へ送り出している。いま，各農家の就業

構造について， (1)農作業担当者， (2)農外就労者， (3)農作業担当者と農外就労者を重ね合わせた統

・体としての各農家の就業構造という点からみてみると，そこには以下のような特徴がみてとれる

(表4-4)。

(1)各農家の農作業担当者に関しては，階層毎の相違が指摘できる O

まず，上層の場合 1，2名の主担者に補助者が加わって農業が営まれている。その際，第

1に，家族員 2名が農作業主担者となるケースが多く 8ケース中 5ケースを占めている O 第 2

に，そうした主担者には男性がなる場合が多く，とりわけ家族周期町段階(第 1子=後継者が高

校卒業後，結婚までの段階)に達すると，後継者は必ず農作業主担者に加わるという特徴を有し

ている。第 3に，補助者としては，嫁(娘)が参与するケースが多い。第 4に，主担者・補助者

の分担は(表4-5)，農作業主担者2名が育苗から乾燥までの全過程とそこにおける農業機械

の運転を担い，農作業補助者が，育苗・田植・稲刈作業を中心にそれに加わるというかたちが一

般的である。従って 2名の農作業主担者の問で，農作業の過程別に役割の分担が行なわれる場

合は少ない。
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表4-4 各農家の就業構造

階層 農家番号 父 母 世帯主 妻 後継者 嫁(娘) その他未婚者

⑨ (病気) 補助 |主担| |補助|

⑧ |主担| |主担i
上

③ (病気) 主担 (主担)

⑧ |主担| |補助|

⑨ l主担i|補助|
⑧ |主担| |主担| |補助| l補助l

層
⑫ 主 m (補助) 1主担| 補助
⑫ 主担 |主担1|補助|

⑧ l主担| (補助) [王石|
⑧ 主但 1補助i
⑥ |主担i
⑤ |主担| 1補助|

中 ⑫ 主 f旦 補助 |補助l
⑧ 主担

⑬ l主担| [主担1 |亙Jl;I]I
⑬ 補助 |主担! |補助i
⑩ 主担 (補助) |補助1

⑬ (主担) 補助 |補助1 |補助!

① 主担 補助

⑧ (補助) 補助 主担 !補助i
⑧ 「王E1

層 ⑩ |補助| 補助 |主担| |主担|

⑩ |補助| |主担111

⑩ 主担 補助 |主担| i l 
⑫ (主担) ι一]
⑬ |主担i

④ 主担 |主担| L十
下

⑪ 主担 (病気)

⑧ 
| |円|

||  
層

1主担1 補助 1補助| |補助|⑧ 
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表4-5 農作業における家族協業の実態

階層 農家番号 家族周期段階 育 苗 耕起・代かき 田 植 水管理 防 除 除 草 施 目巴 稲刈・脱穀 乾燥・句協力 機械運転手

⑨ W 妻・後・長男 後 後 妻・後・長男 後 妻・後・長男 後 後 後 後

⑧ W 世・妻 世・妻 間・妻女・長一女女 世 世・妻 世・妻 世・妻 世・次・妻女・・長三女女 世・妻 世・長女
上 -次・ニ

③ W (生産組合) (生産組合) (生産組合) 妻・後 妻・後 委・後 妻・後 妻・後 妻・後 妻・後

⑫ (生産組合) (生産組合) (生産組合) 世 世・妻 世・後 世 世・後・妻・嫁 世・後 世・後

⑫ II' 世・後 後 後・嫁 世 世・後 世・後 世・後 後・嫁 世 後

@ 班' 後・嫁 後・嫁 後・嫁 後・嫁 後・嫁 後・嫁 後・嫁 後・嫁 後・嫁 後・嫁
層

⑮ 皿' (生産組合) (生産組合) (生産組合) 後 後 後・嫁 後 後・嫁 後・嫁 後

⑨ 皿' 世(妻)・後・嫁 後・嫁 後・嫁 後 後 後 ぜ後 後・嫁 後 後

⑤ 皿 (生産組合) (生産組合) (生産組合) 世 t世 世 世 世・妻 世 世

⑧ W 後 後 世・後 世・後 世・後 世・後 世・後 後

⑧ IV 世・妻・後 世・妻・後 世・妻・後 世 世・後 世・妻 世 世・妻・後 世・妻・後 後

中 ⑬ W 世・委 世 世・妻・後 世 世・妻 世・委 世 世・妻・後 世・妻 世

⑧ 町 世 世 世・妻 世 世 世 世 世・妻 世 世

⑫ W 世・妻・後 世・妻・後 世・妻・後 世 世 世 世 世・妻・後 世・妻・後 世・後

① (生産組合) (生産組合) (生産組合) t埜 世・妻 世 世 世・妻 世 t壁
⑧ (生産組合) (生産組合) (生産組合) 世 世・後 世 後 後 後

⑮ (生産組合) (生産組合) (生産組合) 世・妻 世・妻 世 世 世・妻・後 世・後 後

層 ⑬ II' 世 世.J[.後or嫁 世-後or嫁 世 世 世 t世 世・後or嫁 世 世

~、~ 皿' 後 後 後・嫁 妻・後 妻・後 後 妻・後 後・嫁 後 後

⑩ 血' t世・妻・後・嫁 後 世・妻・後・嫁 後・嫁 後・嫁 後・嫁 後 妻・後・嫁 世・後・嫁 後

⑩ 皿' 妻・後 後 世・妻・後・嫁 世・妻・後 妻・後・嫁 妻 世・後 世・妻・後・嫁 世・後 世

下 ④ (生産組合) (生産組合) (生産組合) 世(妻) 後 1埜(妻) 世(妻) 後 後 後

層 ⑧ 皿' 世・妻・後・嫁 世・後 t壁・妻・後 世 後 後 世 (作業委託) 世

資料.実態調査より作成 一
注:但し，農作業における家族協業がなされている農家のみをとりあげている。一印は但い手なし o なお，⑩⑩については，乙の他iζ養豚及びハウスの作業が加わる
が ζ とでは省略した。 t世は世帯主，後は後継者， ttt (妻)は世帯主が女の場合c



これに対し，中層の場合は，家族内に農作業主担者が2名いるケースは少なく， 18ケース中

13ケースは主担者がI名という農家によって占められている。主担者が男性であり，彼が農作業

の全過程と機械運転を担うという点では上層と同様であるが，家族周期町段階に達しでも後継者

が主担者となるとは限らず，上層に比べ，世帯主が農作業主担者であり続ける期間が長い。しか

も，嫁(娘)が農作業にまったく従事しないケースがふえ，補助者としての役割は妻が担うよう

になる。また，中層には，主担者1名で農作業の全過程を担う，所謂「ワン・マン・ファーム型J4}

の農家も 3戸(⑥⑬⑫)存在している。*

さて，下層4戸は，家族の事情に即して様々な対応を行なう。たとえば，⑮は全作業を委託

し，妻が簡単な草取りと経営を担うかたちをとっており，⑮は，大部分の耕地(l.4ha) を経営

委託し，残った耕地 (0.4ha)についても秋作業は委託し，秋作業を除く作業を家族協業で行なっ

ている。このように，下層の場合は，全体的に家族員が農作業に従事する度合が増々低下し，家

族の外部に依存する傾向が強くなるという特徴がみてとれる。本*

従って，以上より，上層では，主に後継者を中心に，後継者夫婦と世帯主が担う農業，中層

では，世帯主ないし後継者を中心に，世帯主夫婦と後継者が担う農業，そして，下層では，世帯

主と妻，あるいは家族以外の人や機関へ依存した農業が展開されていることがわかる。すなわち，

上層→中層→下層へといくに従い，各農家では，次第に中・高齢者に比重を移した農業が営まな

れており，さらに下層では，家族の外部へ頼らざるを得ない状況さえ生まれてきているのである。

*中層には，複合経営を行なう農家が 2戸(@一養豚，⑧一施設園芸)あるが，⑩では後継者夫婦が稲

作と肉豚の飼育を担当し，世帯主夫婦が種豚の飼育を担当するというかたちで役割を分担しており，⑧

では，世帯主と後継者が稲作を主担，妻と後継者が施設園芸を主担するという役割分担が成立している。

このように複合経営の場合は，家族構成員聞で，比較的明瞭に経営問の役割分担が行なわれている。

**稲作生産の他に，各農家は，転作作物の栽培も行なっている5)。いま， 1981年度の各戸の転作総面

積と作目別内訳についてみると(表4-6)，多くの農家が大麦を中心に，青刈稲，野菜(自家用)等

への転作を行なっていることがわかる。部落全体でみても，大麦が67.9%と圧倒的に多く，続いて青刈

稲が16.1%，野菜が12.6%となっている。大麦が多いのは，奨励金が高く，手間がかからないうえに，

農協が奨励しているからである。

ここで，最も多い大麦の生産過程についてみると，ほとんどの農家が比較的日数を要する刈取ー脱穀

一乾燥作業を農協を委託しているという特徴が指摘される6)。すなわち，大麦生産に関しては，各階層

で，外部の機関に大幅に依存した農業が展開されているのである。そして，その委託料がlOa当り 2万

円と高いにもかかわらず，農協へ委託する農家が多いのは，農業所得率の低い麦の作業のために，職場

を休むのは割に合わないという，農民自身の判断によるものである。たとえば，それは，⑫の世帯主の

「日当5，000円の仕事を休んで，麦の出荷までするのはばかばかしい。米みたいにある程度収入あれば

いいが」という言葉に端的に示されている。
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表 4-6 転作内分けと転作奨励金 0981年)

転 作 内 分 け
階層 農家番号 転作総面積 転作奨励金

大麦 大豆 青刈稲 野菜 その他

⑨ 25 
a o a O 

万同

@ 65 53 6 6 44. 6 
上

⑧ 40 40 

⑨ 58 58 30万強

@ 56 O O 41. 7 
層

⑫ 55 55 

@ 55 46 9 

@ 40 31 2. 5 6.3 

⑧ 46 O O O 32. 2 

⑥ 44 35 9 26.35 

⑤ 47 30 17 26. 3 

中 ⑫ 23 18 5 

⑬ 40 22 18 

⑮ 30 23 6 16目 7

⑮ 35 10 25 

⑬ 40 40 19. 2 

① 30 O O 

⑧ 27 27 10. 8 

⑧ 45 O C 

層 ⑫ 33 13 20 16. 8 

⑧ 32 25 7 

⑧ 20 O O 

⑬ 20 7 7 6 

⑧ N.A O O O 

④ 15 O O O 10. 5 
下

⑪ 14.5 4.3 5. 7 4.5 

⑧ 16 11 5 
層

⑧ 30 20 O O 21. 0 

総 実数 678 a 457 11.3 108.2 84.8 12 

計 比率 100.0% 67.9 1.7 16. 1 12.6 1.8 

資料:実態調査より作成
注 :0印は，転作作目がわかっても転作面積がわからないもの。
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(2)このように各農家の農作業の担い手が，大きくは階層によって規定されているのに対し，

各農家の農外就労者は，以下にみるように家族周期段階によって異なっている(表4一7)。

表4-7 家族周期段階別にみた家族内の農外就労者

鹿て外¥¥就る家労篠乙家で繕族成厨員¥期¥段¥階¥ 

E 皿 W ll' 血'

幼校第ま入児で1学の子(忌小段が学む階乳

第l子が小 第 1子が局 後継者に子
千聖書の第

学校校入卒学か 校結段卒婚業後， まだ 供ができ乳， 小か学らら高 業 までの L 、tJ. その段子が
までの段階 階 階 幼児階 業階ま

(a)世帯主 ⑩キ

(b)世帯主+その他子女 ⑩4 

(c)世帯主夫婦 ⑤中

(d)世帯主+妻+後継者 d⑫⑧ d 
(e)世+妻+後+その他子女

(f)世+妻+後+その他子女 ⑧中

(g)世+後+その他子女
⑧d6時_'1' 

(h)後継者 @中 ⑪卜

(i)後継者+その他子女 ⑨l 

(i)世十妻+後十嫁+その他女| ⑩'1' 

(k)妻+後継者+その他子女 ⑫i 

(1)妻+後+嫁+その他子女 ⑮'1' 
i中中中ト

(m)世帯主+後継者+嫁 ⑩⑫⑨B13 ? ⑧金⑩品る⑬⑩⑧ 
④卜I(n)後継者+嫁

資料:実態調査より作成

注:家族周期段階は表4-1の世帯主を中心に作成したもの。右上の上，中，下は階層を示す。なお「その他
子女Jとは，未婚の子女のうち，後継者以外のものをきす。

すなわち，家族周期H段階の農家は，世帯主のみが農外就労(⑬)，田段階の農家になると，

これに妻が加わり 2人になる(⑤)。そして，町段階になり，高校を卒業した第1子(=後継者)

が働き始めると，世帯主と妻と後継者の 3人になり(@@)，これにその他子女(後継者以外の

未婚の子女)が加わった場合は 4人になる(@@)。さらに，後継者が嫁を迎えると，その嫁も

加わり 3- 5人の家族員が農外就労にでるようになる(⑬⑫⑫)。しかし，後継者に子供ができ

るII'段階になると，嫁に替って育児に専念する世帯主の妻の就労はまったくみられなくなり，

また，後継者以外の未婚の子女も，この段階にはすべて他出してしまう。この嫁に子供ができて

以降の II'段階，目段階は，世帯主と後継者と嫁(⑩⑬@@⑮)というかたちか，後継者と嫁(⑥

@@@⑬)というかたちで 2， 3人の家族員が農外就労を継続することになる。つまり，各農

家の兼業化は，階層の如何を問わず，それぞれの家族周期段階に即し， I家族構成員のうち，農

外就労に出られるものはすべて出る」というかたちですすめられていることがわかる。しかも，

農外就労に出るもののほととんどは，通年就労で，季節的就労は，男性5人 (50-60歳入女性

4人 (45-55歳)を数えるのみである(前掲表4-4)。

(3)さて，以上の諸点をふまえ，農作業担当者と農外就労者を重ね合わせた統体としての各農

家の就業構造の特徴を簡潔に示すならば以下の如くなろう。

上層の場合，農作業は，通年就労する後継者を含む家族員 2名によって主担される。これに

補助者として加わるのは，通年就労する嫁(娘)である。
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これに対し，中層の場合，通年就労をする後継者，あるいは通年・季節就労，非就労の世帯

主 1名が，農作業主担者となる場合が多い。農作業補助者としての役割は妻が担い，嫁(娘)は

農外就労のみに従事するのが一般的である。

また，下層の場合は，農外就労が中心で、あり，可能な限りの家族員が通年就労し，農業は，

世帯主や妻，あるいは家族外の機関ないし人に依存しながら営まれている。こうしてみてくると，

S部落各農家の就業構造は，明らかに階層差を伴ったものとして存在している。しかし，このよ

うに階層毎に多様なかたちをとりつつも，それが，いずれも「家族総働き」的な就業構造をとる

ことに変わりがない。しかも，どの階層においても. iある家族員が農作業を担当し，他の家族

員が農外就労に出る」という意味での分業が，家族内で成立しているケースはほとんどない。多

くの場合，男性が農業以外の仕事に従事しつつ農作業を主担し，これを農外就労に出ている他の

家族員や，育児担当の妻たちが補助するというかたちでの「家族総働き」が行なわれているので

ある。そして，こうした傾向がより顕著にみられるのは，他階層と同程度の家族員を農外へ出し

つつ 3ha 以上の耕地を経営している上層農家であることは言うまでもt，Jい。

第2節農家経済の現状とその管理権

第1項農家経済の現状

さて，各農家の農家経済は，以上のような「家族総働き」的な就業構造によって支えられて

いる。従って，各農家の農家経済は，農業所得と農外所得からなり立っており，それを農業可処

分所得と農外所得(手取年収げからみたのが表4-8である。また，表4-9は，それを階層別

にみたものである。

*ここで，手取年収を用いたのは，私たちの聴き取り調査の際，農外所得を手取で答えるものが多かっ

たためである。従って，農外所得と農業所得を比較するために農業所得も公租公課を差し引いた農業可

処分所得を用いている。

まず，表4-9より，各階層の農家経済の平均像を描くならば，上層は，農業可処分所得

336. 7万円に，農外所得270.4万円(1人平均113.6万円)を加え.607.1万円の農家所得を確保，

中層は，農業可処分所得222.9万円に，農外所得295.5万円(1人平均118.2万円)を加え.518.4 

万円を確保，下層は，農業可処分所得91.8万円に，農外所得556.5万円(1人平均222.6万円)を

加え.648.3万円を確保していることがわかる。このように階層別にみた場合特徴的なことは，

上層の場合，現在でも農業所得が農家経済全体の半分以上を占めるのに対し，中・下層では，す

でに農外所得が農業所得を上回っているという事実である。

ところで，以上の階層別の特徴は，あくまでも平均像がもっ特徴で、あり，各農家毎に農家所

得をみると，各階層内にもかなりのバラツキがあることがわかる(表4-8)。そして，それは，

主に各家の農外所得の相違にもとづくものであることがみてとれる。

そこで，いま，こうした農外所得の相違をもたらす要因についてみると，第 1に，農外就労

に出る家族員数の違いを指摘しなければならない。つまり，同じ階層内にあっても，農外就労者

数が多ければ，農外所得も多くなるということである。そして. i農外就労に出られるものはす

べて出る」というかたちで兼業化が進むS部落の場合，各農家の農外就労者数の相違は，先にみ

た如く，大きくは各農家の家族周期段階の相違に起因するものであった;
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表4-8 各農家の農業収入と農外収入

階農家 経営耕 所有耕 受委託 1981年推計農業収入(米)
備 考 総B(農手取外年収収入) 
内 訳

層番号 地面積 地面積 面積 農業粗収入 農業所得 A可処分所得 世帯主 妻 後継者嫁(娘) その他の家族成員
⑨ 5.0h日 3.0ha 2.0h口 712.4 1;1'1 424. 6 1i ~1 360.3 lil'l ? "111 

IiI'I 
? (長男? 360.3 +? IiP11 

@ 4.4 4.1 O. 3 783.6 467.0 396.3 378.1 38.5 198.3 141. 3 
. 

774.4 上
③ 4.2 4.2 778.8 464.2 393.8 50 50 443.8 
⑧ 3.67 2.27 1.4 530. 2 316.0 268. 1 230 90 140 498. 1 
⑨ 3.61 3.5 0.11 657.6 391. 9 332.5 248 108 140 回0.5
⑧ 3.4 3.4 630.4 375. 7 318.8 504.3 137.5 94.2 150 (次女) 122.6 823. 1 層 ⑫ 3.35 3.2 O. 15 621. 1 370. 2 314.1 223 33 120 (次女) 70 537. 1 
@ 3.3 3.3 611. 9 364. 7 309.4 297.3 188.5 108.8 606. 7 
⑫ 2.9 2.9 537. 7 320.5 271. 9 248 80 39 116.2 519.9 
⑧ 2.85 2.85 528.4 315.0 267.2 206 * 112 ? (母)94. (長女)? 473.2 ホ
⑥ 2.8 2.8 519.2 309.4 262.6 160-170 80-90 80 422. 6-436. 6 
⑤ 2.8 2.8 519.2 309.4 262.e 350 200 150 612.6 
中 ⑫ 2.8 1.2 1.6 347.4 207. 1 175.7 180 180 355. 7 
@ 2. 6 2. 6 482. 1 287.3 243.8 ? ? 243.8+? 
⑬ 2.5 2.5 463.6 276.3 234.4 303. 7 60-70 111.2 127.5 538. 1 
⑮ 2.5 2.5 463.6 276.3 234.4 696 240 336 120 930.4 
⑮ 2.5 2.5 463.6 276.3 234.4 ? 29.3 ? ? (次男? 234.4 +? 
⑩ 2.5 2.5 463.6 276.3 234.4 252.5 15-20 160 70-80 486.9 
① 2.3 2.3 426.5 254.2 215. 7 。 215. 7 
⑧ 2. 16 1. 68 0.48 400.5 238. 7 202.5 !農ハウ業鰻ス収きゅ入醐ヴり万の円 163.9 40 (長女) 123.9 516.2 

層 ⑧ 2.1 2.1 389.4 232.1 196. 9 190 78 112 386.9 
⑩ 2. 1 1.9 O. 2 367.9 219.3 186.1 l1M 農.業業組所.11得M10描04月内 247.2 84 96. 1 67. 1 533.8 
⑩ 

5万円

685. 1 90 50.3 174.0 240.8 (次男) 130 835. 1 1.6 1.6 296 7 176.8 150.0 
⑩ 1.5 1.5 278. 1 165.8 140.6 470 30-40 300 135 610.6 
⑧ 1. 43 1.3 0.13 251. 1 149.7 127.0 328.5 30 148.5 (長女) 1切 455.5 
⑩ 1.3 1.3 241. 0 143.6 121. 9 9 ワ 121. 9 +? 

下 6性) 0.9 0.9 166.9 99.5 84.4 200 ** 200 ? 284.4事本
0.9 0.9 166.9 99.5 84.4 200 200 284.4 

層⑧ 0.5 1. 2 b. 0.7 167.8 100.0 84. 9 483 360 123 ? (世の弟? 567.9牟
⑧ 0.4 I 1. 8 tl1.4 224.5 133.8 113.5 674.9本 157.5 306 211. 4 770.4 
資料:漆山地区生産費調査及び実態調査より作成
注:1111981年の推計所得の求め方:農業'1l収入は反収9.5俵，委託料4俵とし，経営面積当りの収量を算出。それに漆山地区の1981年の生産費調査結果から1kg当りの平
均単価325.3円を掛けて求めた。また農業所得は，その値1<:農業所『得率59.6%を，可処分所得は可処分所得率50.57箔を掛けて求めfこC従ってきわめて大雑把な数値となって
L 唱。 注・(2刊のついた農家③⑧については，未婚の子女の所得は含まれていない。 料のついた農家④については嫁の所得は含まれていない。



表4-9 階層別農家経済状態

A B C D=BxC E=A+D F=A/ExlOO 

一可戸処平分均所農業得 一就戸業平均者農外数 一所人得平均(手農取外) 一所戸得平均(手農取外) 一所戸得平均(税農引家) 農農業家可所処得分IC所占得め率a 

上 層 336.7 IiPl 2.4 人 113.6 万円 270.4 1，円 印7.1 万円 55.5 % 

中 層 222.9 2.5 118.2 295.5 518.4 43.0 

下 層 91. 8 2. 5 222. 6 556. 5 648.3 14.2 

資料.表4-4より作成

ところで，農外所得の相違をもたらす第 2の点としては，農外就労先の賃金水準の相違が指

摘される。いま，階層別に各個人の農外所得(手取年収)をみると(表4ー10)，その多くが100

万円前後にとどまるなかで， 300万円以上の手取年収を得る者が4名いることがわかる。それは，

中層⑮⑬，下層⑮の後継者(いずれも町期の「高校新卒就労型J) と@の世帯主であり，⑮が農

協(係長)，⑬がT商屈(営業部長)，⑮が電々公社に勤務，⑮は地元での仕事の失敗から東京へ

通年で出稼ぎにでているケースである。そして，こうした家族員をかかえる農家は，農外就労者

数が2， 3名でありながら450万円から700万円程度の農外所得を確保しており，農外就労者数に

比して，相対的に高い農業所得を得ていることがわかる。*

*上・中層農家の 1人平均農外所得が100万円強であるのに対し，下層農家の 1人平均農外所得が200万

円強を示すのは(表4-8参照)，下層4ケース中2ケースに含まれている，@の世帯主と⑫の後継者

の手取年収 (300万円以上)によるところが大きい。

つまり，各農家の農外所得は，家族員の農外就労先の賃金水準に規定されている側面をもも

つのである。

このように，同一階層内にあっても， (1)家族周期段階によって異なる農外就労者数と， (2)家

族員の農外就労先の賃金水準によって，各農家の農外所得の額は大きく異なるといえる。とはい

え s部落の場合，個人が300万円程度の手取年収を得ている場合がきわめ少なく，その多くが
100万円前後の手取年収にとどまっている。従って，先の比較的高い農外所得を得ている家族員

がいる 4ケースを除いてほとんどの農家の農外所得は，各農家の農外就労者数に規定されている

側面がより強いといわざるを得ない。それゆえ， s部落の各農家の農家所得は，ほとんどの場合，
農業所得に，それぞれの家族周期段階にみあった数の農外就労者がもちよる 1人当り 100万円前

後の農外所得を寄せ集めて確保されているものとして性格づけることができる。その意味におい

て，上層はいうまでもなく，すでに農外所得が農業所得をうわまわる中層農家においても，農家

経済は， 200万円を超える農業所得をその中心にすえていることがわかる。
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表4一10 農外所得(手取年収)5j1j人数

上 層 中 層

300万円以上 2 ( 5.3) 

250万円~

200万円~ 3 ( 7.9) 

150万円~ 3 07.7)九 5 03. 2) 

100万円~ 8 (47. 1) 10 (26.3) 

50万円~ 4 (23. 5) 12 (31. 6) 

50万円未満 2 01. 8) 6 05.8) 

計 17 000.0)人 38 000.0)人

資料:実態調査より作成

図4-1 r家」内の農外就労者数と総農外所得

荷島外就¥骨者量 人 2人 3人 4人 5人
総量外所得

100万円未満

100万円~ よ〉¥ 農外所得が農外就労者数に
中 中 /比例している農家。

150万円- 11⑫ ⑥ 

下下 中上上中中ポ
200万円- 1¥④⑪  ⑧@  @③③@  

上中
250万円- 1¥ ⑫ ⑬ 

中 中中
300万円- 1 ¥ ⑤ ⑬③  

400万円- 1 r家/」Jー内

に， 300万
450万円~ 円以上の

¥¥ご
上

手取年収 て¥500万円- 1 を得る家
族買がい

糾{る農家¥一山

資料:実態調査より作成

注:農家番号の右上の上・中・下は階層をあらわす。

第2項農家経済の管理権

下 層

2 (28.6) 人

3 (42.9) 

04.3) 

04.3) 

7 000.0)人

さて，以上みたように各農家の農家経済は「家族総働き」的な就業構造によって支えられて

いるが，その管理権となるとそこにはいかなる特徴が看取しうるのであろうか(表4-11)。

まず，農業所得についてみると，先にみた知く多くの農家の農作業が家族協業で営まれてい

るのにもかかわらず，その管理権は世帯主に集中する傾向がみられる。すなわち，上層は8ケー

ス中 7ケース，中層は18ケース中14ケース(⑫は不明)，下層は 4ケース中 3ケースが，世帯主

の管理となっている。しかも，上層 4 戸(③⑨@⑫)と中層 2 戸(~⑬)のように世帯主がまっ

たく農作業に従事していないのに世帯主が管理権を握る農家さえ存在している。それゆえ，とり
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表4ー11 各家の農家経済の管理

農家期 農外収入の使い方

家族段
財産(土地)

農業所得の管理
番 の名儀人

後継者夫婦の農外収入 未婚の子女の農外収入
号周階

⑨ W 世 帯 主 世 帯 主 ワ

@ IV 世 '全市創P 主 世 帯 主 一部拠出

上 ③ IV 世 帯 主 世 帯 主 世帯主一括

@ l' 世 乍t企官. 主 世 帯 主 後継者一部拠出※ 一部(3万円)拠出

⑧ 11' 世 宵全釦T酔 主 世 ;1;市.. 主 世帯主一括

層 @ m' 父 世 'を市ま伊 主 世帯主一括

@皿'
話世基帯思主
世帯主

嫁 3分の2拠出
後継者不明

⑧皿' 監帯主継(妻者) 世帯主(妻)一括

⑬ H 世 午合企宵す 主 世 午t企胃す 主

⑤皿 世 'をF土宵P 主 世 帯 主

⑧ W 世 甘t土す伊 主 世 千t金Wa- 主 一部(1万円)拠出

⑧ W 父 世 帯 主 一部拠出

⑬ W 父 妻 自 由

中 ③ W 父 世 宇t土胃P 主 自 由

⑧ W 世 帯 主 ワ 自 由

⑪ W 世 〒t土EナT 主 世 乍t土庁. 主 一部(5， 6万円)拠出

① IX 世 午宅土宵少 主 世 帯 主

⑧ 1 ' 世 午合企f少T 主 世 乍唯土宥. 主 後継者分全額拠出 ワ

⑬ l' 世 宵含ま7合 主 世 午t封f1・ 主 嫁分全額拠出 自 由

@ 11' 父 世 帯 主 その他(世・・・共通経費
後一食 費

層 ⑬ 11' 父 世 帯 主 世帯主一括

⑥ 11' 世 t宵士7会 主 世 乍t土宵. 主 ワ

⑬田' 世 帯 主 世 宵t土7少 主 嫁分全額拠出

⑧皿' 世 帯 主
世帯主

世帯主一括
一部後継者

@皿' 世 午t土仔P 主 後 継 者 その他(後継者夫婦主担)

⑬ m' 世 干令金仔す 主 世 甘t封7・ 主 後継者，嫁一部拠出

⑧ IV' 父 妻
後継者一部 (3万円)拠出

下 世の弟は自由

④ 1 ' 後 継 者 世帯主 (妻) 世帯主(妻)一括

@皿' 世 宵唯企~ト 主 世 骨唯土T含 主 ワ

層
⑧皿' 妻 世 帯 主 後継者，嫁一部拠出

資料:実態調査より作成

注:世帯主一括とは，後継者夫婦が給料全額を一端世帯主に提出するかたち。

嫁分あるいは後継者分全額拠出とは， 2人のうち l方が全額家へ入れ，もう一方の給料を自由

に使うかたち。また，後継者，嫁一部拠出とは両者が各々，給料の一部を家へいれるかたち。

尚※⑫の農家の嫁は農外就労にでていなL、。
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わけ上・中層の農家経済は，第 1項でみた如く， 200万円を超える農業所得がその中核に位置し

ている以上，この農業所得の管理権を握る世帯主が，現実の農家生活のなかで，大きな役割を果

していることは容易に予測しうる。

一方，こうした世帯主の管理権は農外所得にも及ぶ。たしかに， .未婚の子女の場合，後継者，

非後継者を問わず個人の自由に任される場合が多い。しかし，後継者夫婦の農外所得となると世

帯主の管理権が強くなる。すなわち，後継者夫婦の農外収入についてみてみると， (1)夫婦ともが

全額を世帯主に渡すというものが6ケース， (2)どちらか一方の給料をすべて生活費として出すと

いうものが3ケース， (3)それぞれの給料の一部を生活費として入れるものが2ケース， (4)その他

3ケースとなっており， 15ケース中 6ケースが， (1)の世帯主に一括するかたちをとっているので

ある。しかも，上層は5ケース中 3ケースがこの型に属しており，こうした傾向は，上層へいく

ほど顕著であることがわかる。本

事金銭の管理権を後継者に譲ることを，当地域では「財布をわたす」という。この「財布をわたす」時

期が遅れ，世帯主が長くその管理権をもっていることについて⑬の世帯主は次のように述べている。

160， 70歳になるまで財布をわたさない。息子は40歳になってもまだ自分のいうとおりにできない

婿に入った人は特につらい。父，嫁に実権を握られている。稼ぐのは息子，親父は子守りと隠居でも，

経営(金銭の管理)は親父が握っている。この巻町一帯の悪い風習。悪いことだと思う。 40歳で管理権

をとれないなんておかしい。」

こうしてみてくると，兼業所得の増大を契機に， ["家計の一体化」構造は弛緩の方向をたど

りつつあるとはいえ，農家経済にみる世帯主の管理権は，農業所得の管理を挺子になお隠然と存

するものと言わざるを得ない。もとよりかかる事態は，農業所得を中心に農外所得を寄せ集める

という，当地域の農家経済のあり方それ自体の下で維持されてきたものといえよう。

第3節まとめ

さて，以上，各農家の家族構成と就業構造をみたうえで，各戸の農家経済の現状とその管理

権についてみてきた。本章で明らかになった諸点をまとめると以下の如くなろう。

第1に，各農家の形成する就業構造の問題がある。この就業構造は，階層差を伴いながらも，

「家族総働き」的な構造をとるという点に特徴があった。

すなわち，農外就労については，家族周期段階に即し，可能な限りの家族員が通年雇用とい

うかたちで農外就労をしている O 一方，このように多くの家族員が農外就労していくなかで，各

農家の農業生産は，上層では，後継者と他の家族員の 2名が農作業主担者となり，それに補助者

として嫁が加わるかたちで，中層では，世帯主ないし後継者1名に，妻が補助者として参与する

かたちで，そして，下層では，世帯主や妻を中心に，家族以外の人や機関に依存するかたちで営

なまれている。

従って，農外就労者と農作業従事者を重ね合わせると，そこには可能な限りの家族員が農外

就労に出，また，そうした人々も含めた家族構成員によって農作業を行なうというかたちでの「家

族総働き」的な就業構造が浮かびあがる。そして，こうした傾向は，上層にいくほど顕著にみら

れた。

第2に，農家経済の問題がある。まず，階層別に農家の経済状態を農家所得(農業可処分所

得+農外所得)からみると，中・下層の場合は，すでに農外所得が農業所得を上まわるという事
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態が進展していることがみてとれた。

しかし，こうした各階層の平均像とは異なり，個別農家毎にはかなりのバラツキがみられる。

そして，それは，主に，農外所得の相違に基づくものであり，そうした農外所得の高低は.(i)家

族周期段階によって異なる農外就労者数の違いと.(ii)家族員の農外就労先の賃金水準の相違に

よってもたらされていた。とはいえ.s部落の場合. 300万円以上の農外所得(手取年収)を得
ている家族員がいる農家は 4戸にすぎず，その多くは100万円程度にとどまっており，各農家の

農外所得の相違は，農外就労者数の違いに規定される側面の方が強かった。従って.s部落の各
農家の農家経済は，農業所得に，それぞれの家族周期段階にみあった数の農外就労者がもちよる

1人当り100万円前後の農外所得を寄せ集めて維持されているものとして性格づけることができ

る。それゆえ，上層はもとより，総農外所得が農家所得の半分以上を占める中層においても，

200万円を超える農業所得が農家経済の中心に位置しており，農家経済は，この農業所得を中核

とした星状の構造をなしていることがみてとれた。

第3に.r家族総働き」的な状況の中で維持されている農家経済も，その管理面となると世
帯主への集中化傾向が顕著となる。

すなわち，農作業は家族協業で営まれていながら，農業所得の管理権はほとんどの農家にお

いて世帯主が握り，また，農外所得の場合も，稼ぎ手の自由裁量の部分が増すとはいえ，世帯主

への集中化傾向がみられた。しかも，こうした傾向は中層→上層へ行くに従いより強くあらわれ

ていた。

それゆえ.s部落農家の場合，農家生活における世帯主の管理権はなお隠然と存しており，
その意味において「家族生活」は「いえ」的な性格をもつものとして把握しえるのである。そし

て，それは，世帯主が，当地域の上・中層農家に典型的な星状の構造をなす農家経済の，その中

核に位置する農業所得を掌握することを通じて維持されてきたものであるといえよう。従って，

このことは，逆に，農外所得の存在，そしてその増大化の傾向が，こうした農家生活における世

帯主の管理権を弛緩させる方向に作用していることは容易に予測しうるのである。

それでは，以下，農家経済をもう一方で支えている兼業先の職場生活の実態についてみてい

こう。

注

1 )巻町全体でみても，農家の家族員数は5.5人であり.s部落は家族員数の点では平均的な部落である。
2 )直系家族の世代的発展における周期的律動を指摘したのは鈴木栄太郎である(鈴木栄太郎「日本人家族

の世代的発展に於ける周期的律動性についてJ(1942年『鈴木栄太郎著作集J第皿巻，未来社.1969年)。
その後，森岡清美は，鈴木が，周期的律動の指摘にとどまり，段階の設定をしなかった点を批判し.1.

2世代の夫婦が重なるが，家長権は親の方にある段階。 II.父親の隠居あるいは死亡によって，若いほ

うに家長権が移っている段階。阻.母親も死んで若い世代の核家族のみの段階，の 3つの家族周期段階

を設定した(森岡清美『家族周期論j培風館. 1973年)。私たちは，従来，さらにこの家族周期段階に

改良を加え，夫婦家族から直系家族への家族周期段階の展開を念頭におき，次のような設定を行なって

きた。1.夫婦2人のみでまだ子供のいない段階.II.第1子が乳幼児(小学校入学以前)までの段階，

ill.第1子が小学校入学から|日制高等科又は新制中学卒業(ほぼ15歳)までの段階.N.第1子が旧制

高等科，又は新制中学校を卒業した段階.V.後継者が結婚してまだ子供のいない段階。この段階で直

系家族へ移行する。 VI.後継者に子供が生まれてから二・三男や娘が全部他出してしまうまでの段階と

し.Vで直系家族へ移行して以降を 1'，II'， ill'， N'とおいた(小林甫 ir家』の生活史・ライフステー
ジと日本資本主義発展への『家族協業体jの対応の史的分析J，布施鉄治他『酪農経営の「大規模化」と
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農民層の生産・労働一生活過程』北海道大学教育学部産業教育計画研究施設研究報告書12，1977年)。

本稿では，小林の家族周期段階を土台とし，先に本論で述べたように，現段階における労働力構成をも

っとも的確に表わすという視点から，若干改良を加えて設定した。従って，オU稿で用いた家族周期段階

I-Nは，必ずしも夫婦家族形態を意味するものではない。
3 )例えば，農業と経済・別冊『農業白書の徹底分析J1983年。
4 )梶井功『小企業農の存立条件j東京大学出版会， 1973年， P202。

5 )転作率は，巻町方式といって， i農業委員会土地台帳に記載されている水田保有農家のうち，保有米農

家を除いた全農家数で，巻町に対する減反割当面積を除す」という方法で求められる。この転作率は，

1982年現在， 16.7%に達しており，町はこの転作率を各農家単位におろし，その実施を部落に管理させ

るという方式をとっている。

6 )漆山地区にある生産組合に，農協を介して委託している。ただし， s部落生産組合では，麦の受託は行
なっていない。
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第 5章 兼業農民層の職場生活

小序

すでに，第3草でみた如く， s部落の農民肘の職歴は， [羽蒲!日(r地域労働市場」のlni聞過程
を基底において，世代を経るなかで大きく変存してきていた。そして，Jl工業の点では，金属il食

器l乙代表される製造業や建設業から第3次産業へという変化を，そこからよみとることができた。

従って，現時点においても， 40代以卜屑の就労が，男性の場合建設業と製造業，女性の喝fT製造ー

業への特化傾向を示すのに対し， 20代!刊になるに従い第 3 次汗~~へ就')'jする者が多くなっている

乙とがわかる(表 5-1 ，及び第 l章第3節参照)。

本章では，こうした全体的な傾向をおさえたうえで，第 lに， iJ! ~5.t:t従事行の職場，第 21こ，

製造業従事者の職場，第31乙，第3次産業従事者の職場の労働条件をみることを通して，彼らが，

現在.如何なる職場生活を送っているのかをみてし、くっその際.労働条件としては.(i)賃金水準.

(ii)雇用形態， (iii)社会保障制度のff無， (i v)作業の危険・強度， (v) 労働組合の釘無l乙，

特にバ:ーflしていく 11

第1節 建設業従事者の職場の労働条件

現{f. s部溶において，建設業に就労するおは， r結始後就労建設flff下一継続明」と「巾学新

表 5-1 S部落における年令日IJ・産業日IJ就業者数

2 

2 

2 
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表5-2 建設業従事おの職場の労働条件
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卒就労型」の職歴を歩んできた， 30代以上の世帯主ないし後継者層である。いま，彼らの就労す

る職場の労働条件をみると(表5-2)，転職を繰り返してきたその職歴に規定され，現在の職

場の労働条件も，きわめて不安定なものになっている乙とがわかる。

すなわち，土工，とび工，製材工の場合，雇用形態は日雇，賃金形態は日給月給で，その賃

金は5，000円程度，諸手当なし，賞与なし，有給休暇なし，社会保険なし，労働組合なし，とい

うのが，彼らの一般的な労働条件である。乙れに対し，機械の運転資格を有する重機工(@@の

ー後継者)の場合は，乙れより若干，恵まれた労働条件下にあり，@の後継者は，労災保険，健康

保険に加入しており，⑨の後継者には，残業手当が支給されている(しかし，昨年まで支給され

ていた運転手当は今年打ち切られた)。また，日給も5，5∞-6，000円と，前者を若干上回ってい
る。しかし，乙の重機工においても，社会保険は不十分なものであるし，また，雇用形態，労働

者の組織化という面で，その労働条件が満足いくものでない乙とには変わりがない。

そのうえ，今時の不況は，彼らの乙うした労働条件をより不安定なものにしている。すなわ

ち，すでに第 l章で. 1969-72年にかけて激増した建設業関係の事業所が，近年急激に減少して

きている事実を指摘したが s部落の兼業農民が就労する職場でも，ここ数年の聞に，仕事量が
確実に減少してきているのである。

たとえば， s部落から 4人(⑧⑩の世帯主，⑩⑧の後継者)が就労しているY組を例にとる
と，それが以下のような状況にあることがわかる。

隣部落にあり，⑩の世帯主の姉の婚家でもあるY組は，製材と土建関係の仕事をする下請会社であ

る。ほとんど全員が農家出身者であるため 従業員は 冬期間15.6人であるのに対し，夏期間は 5，6

人と 3分のl程度になるという。しかし，⑧の世帯主によると， r耕地整理時には，ど乙の業者でも人
手が足りない状況で，当時はY組にも相当の数(の労働者)がいたJという。その後，仕事量が減るな

かで，徐々に，労働者数が減少してきたのである。とりわけ，近年の仕事量の変化について，⑩の後継

者は.r大きな建物の仕事が，なくなってきているJと述べている。

さらにまた，作業の危険・強度という点からみても，建設日雇作業が危険を伴う仕事である

乙とは言うまでもない。現に，⑤の世帯主は，今年の6月，コンクリー卜のパイルをくだく作業

をしていた人が，あやまって，彼の足に，直径30cm，長さ 5mのパイルを落し， 1カ月程度入院

しているヘ

* s部落iζは，地元における兼業仕事の失敗から，東京へ通年の出稼ぎに出て，建設日雇の仕事をする
@の世帯主がし、る。当地域で，出稼ぎをする者はきわめて少なく.1980年センサスでみても，巻町全体

で5名にすぎない。乙の⑧の世平等主は，東京における建設日雇仕事の危険性について.r危険，危いと
思った時には入院している。去年5m位のパイルの聞に，手をはさんで，右手の平をつぶした人もいる」

と述べている。但し，彼の場合は，日給8千-1万円程度を得ており，それは，当地域の建設日雇の賃

金水準を大きく上回るものとなっている。

乙のように，建設業従事者は，現在，雇用形態，賃金水準，社会保障制度，作業の危険・強

度，および労働者の組織化という，そのどれをとっても十分とは言えない労働条件下にあり，し

かも，彼らの存立基盤は，今時の不況の下で，増々不安定なものになってきているのである。

第2節 製造業従事者の職場の労働条件

女性を中心に.s部落における農民層が，最も多く就労するのが，製造業関係の工場であっ
た。その中心をなすのが，金属洋食器関係の工場であるが，その他にも，男性の場合は，鉄工所，
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女性の場合は，一般機械や食料品製造業関係等の工場へ勤める者もみられる。乙乙では，(1)金属

洋食器工場， (2)金属洋食器以外で， s部落農民層が通年就労する工場， (3)金属洋食器以外で， s 
部落農民層が季節就労する工場lと分けて，それぞれの労働条件をみていく(表5-3)。

(1) 金属洋食器関係の工場

女性の30，40代層，男性の50代層を中心に， s部落農民層の多くが就労する金属洋食器工場
は，燕市を中心IL:，その周辺町村l乙広がるかたちで集積している。いま，燕市にある工場につい

て，それを規模別にみると(表5-4にその9割は， 10人未満規模の工場で占められており，

50人以上規模のものは，わずか22社にすぎない。とりわけ，金属研磨の場合は，その9割までが，

1-3人規模となっている。全体的には， 100人以上規模の工場数社を頂点IL:，その下に30-50

人未満規模の工場が存し，さらに，その下l乙，小零細工場が厚い層をなして存在するというかた

ちをなしている。

そ乙で，まず第 1I乙， s部落農民層が，如何なる規模の工場に就労しているのかをみると，
男性の場合，小零細工場l乙就労する者が多いのに対し女性は，そのほとんどが， 50-200人規

模の工場に就労している乙とがわかる。すなわち，男性よりも女性の方が，規模の大きな工場に

就労しているのである。

第21L:，雇用形態についてみると，その多くが，常雇として就労していることがわかる。常

雇以外の就労は， 50代の男性2人が.小零細工場へ臨時雇として勤めているのにすぎない。従っ

て，彼らの多くが，雇用形態の上では，安定した地位にあるといえる。

第3Iζ，彼らの職場の労働条件を特徴づけるものとして，賃金の問題がある。賃金形態は，

農作業の関係で休み*をとりがちな農民層の実態に即し，常雇・臨時雇を問わず，また男女を問

わず，日給月給ないし時間給で支払われている。そして，その賃金水準は，日給l乙換算して，男

性の常雇が5，0∞円前後，臨時雇が4，000円前後，女性の常雇が3，300-3，900円と，性別，雇用

形態別lζ格差が存している。もちろん，乙うした基本給は，勤続年数を経るなかで，徐々にでは

あるが上っており，たとえば，⑧の世帯主の時間給は，年 1， 2回の昇給によって，乙の10年聞

に225円から595円になっている(表 5-5 )。

また，乙の基本給の外lこ，諸手当として，皆勤手当，残業手当，夏期・年末手当等柿が支給

される場合が多い。皆勤手当は，皆勤した場合で3日分， 1日休んだら 2日分， 2日休んだら 1

日分の日給が支給されるというかたちが一般的である。従って，皆勤すると，月に 1-1.5万円

前後が加算される乙とになり 乙こからは，乙の皆勤手当を支給することにより，休みをとるこ

とが多い農民たちの欠勤を，最小限にくいとめようとする工場側の意図を読みとる乙とができる。

また，残業した場合lとは，基本給の2596増の残業手当が支給され，さらに，常雇の場合には，夏

期と年末にあわせて 2，3カ月分の手当がつく。なお，家族手当の支給は，男女を問わず一切行な

われていない。

*農繁休暇は，上層の場合，農作業主担者が，春と秋それぞれ 1カ月程度，補助者が春1週間-10日，

秋2週間-1カ月程度とる。中層の場合は，上層より若干短かく.主担者，補助者とも，春 1週間-10
日，秋2週間-20日程度とる。乙れに対し，下層農は農繁休日院はとる乙とは少ない。なお，こうした農

繁休暇をとる乙とに関しては，採用の際iζ，工場側との間で話し合し、が成立している場合が多い。

帥この他lζ，洋食器工場があつまって共同で経営している給食センターを昼食に利用した場合，その

費用の一部を工場側が負担する給食手当がある工場もある。

ところで，先に，基本給における性別，雇用形態別の格差について指摘したが，以上みてき
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表5-3 製造業従事者の職場の労働条件
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表5-4 金属洋食器，金属器物，金属研磨の規模別工場数

金属洋食器

1-3人 193 (43.5) % 

4-9 152 (34.2) 

10-19 46 00.4) 

20-29 29 ( 6. 5) 

30-49 13 ( 2.9) 

50人以上 11 ( 2.5) 

五十 444 000.0) 

資料 r燕市の工業ー1980年工業統計調査結果より』

表 5-5 ⑧の世帯主の時間給の変化

昇給年・月 時間給

1972年5月 225円

11月 230 

1973年4月 245 

11月 255 

1974年4月 310 

11月 325 

1975年11月 345 

資料:⑧世帯主の賃金明細書

金属器物

142 (45.2) 

106 (33.8) 

31 ( 9.9) 

16 ( 5.1) 

8 ( 2.5) 

11 ( 3.5) 

314 000.0) 

昇給年・月

1976年4月

1977年4月

1978年5月

1979年5月

1980年5月

1981年4月

1982年?

表5-6 全国平均月別現金・所定内給与額(企業規模10-99人)

製 造 業 金

現金給与額 所定内給与額 現金給与額

男 24. 1 万円 22.8 万円 25.6 

女 10.5 10. 1 11. 7 

資料 r賃金センサス，一1981ー』

金属研磨

1. 089 (88. 7) 

128 00.4) 

11 ( 0.9) 

ー

1， 228 000.0) 

時間給

390円

413 

438 

469 

516 

552 

595 

属 製 ロロロ

所定内給与額

万円 24.2 万円

11. 3 

た諸手当も含めた月別現金給与額(月収手取)を全国との比較においてみると(表5-6).男

女を問わず.s部落農民層の職場は，きわめて低賃金である乙とを指摘しなければならない。す
なわち，金属製品製造で，男性の場合，全国が25.6万円に対して.s部落は10-12，3万円，女性
の場合，全国が11.7万円に対して， s部落は 8-9万円と，男女とも，全国水準を下回っている
乙とがわかる。とりわけ，男性の賃金は，全国水準のそれを大きく下回り，実に，平均月別現金

給与額の半分程度にすぎないのである。そこには，女性の低賃金を基底とした男性の低賃金構造

をみてとることができる。

第41ζ，社会保険や有給休暇についてみると，常雇lζ関しては，そうした面での労働条件は，

一応整備されてきている。すなわち，ほとんどの工場で，厚生年金，労災保険，雇用保険を設け

ており，また，有給休暇も，労基法適り設定している工場が多し、。但し，臨時雇の場合は，一般

に，こうした諸制度の適応外lとおかれており，常雇lζ比べて，不安定な労働条件下にあるといえ

る。

第5Iζ，作業の危険・強度の問題がある(表5-7)。まず，金属洋食器関係の工場に就労

する者について，その職種をみると，男性の場合，研磨工2人，切断工1人，めっき工1人，プ

レス工l人となり，女性の場合，包装工4人.事務員2人，運搬・検査工1人となる。乙のうち，
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表5-7 職種及び職場全体IC関する問題点

性別農家番号・続柄年令 職 場 職種(雇用形態)職種に用する問題点(危険，きっさ) 職場全体に関する問題点

⑧世帯主 5tl s産業株式会社切断工 (常)なし。 なし。

⑧世帯主 50 I N研磨 研磨工 (臨)危険はなL、。 仕事がない時IC休まされる。乙の乙初ま数カ月に 1因。
男

金 ⑬世帯主 50 I T工業株式会社メッキ工(臨)薬品が体IC良くなL、。 N・A・

属 ⑧後継者 29 個人洋食器工場自動研磨工(常)危険はない 今は不景気，仕事が少なL、。 5時にやめたり。普通
の日も休みだったり，景気の繰り返しがある。

洋
⑧ 妻 40 I Y製作所 包装工 (常) 危険はない。運搬する時重い。人員削なし面今までのうちで一番自分に適している。人間

食 滅されていて人が減った分だけ難儀。関係で。ただこ乙半年位の聞に仕事が減った。

⑬ 嫁 36 1M技研 包装工 (常)危険はなし、。腰がし、たいくら ~'0 流れなし
器 作業になって楽になった。 。

関 @ 嫁 34 I A製作所 運搬・検査工(帯危険，きっさはない。 特にない。人間関係が難しL、。
女

係 ⑮ 嫁 31 I E製作所 包装工 (常)危険はなL、。 なし。

⑫ 嫁 29 I T物産 包装工 (常)下請が忙しくなったらそっちへ行った仕事特働の量が少なくなってきている。秋から冬にかけ
りする乙と。 て に少ない

⑧ 嫁 35 I F食器 事務 (常)なし 労条件は大変良くなってきた。不況による影響は
今のと乙ろなL、。

洋食 夏業作場環業はあっL、。風いれられないし作 不残以況業上というと と勤むが。し影て響体して.工期州事百九L，_~-h-r:: 
器 男 ⑧ 後 38 I Y鉄工所 溶接工 (常) 境よくないの粉塵あがるし。詰所 ，休日出 がきついoZ議五証言要を語元|
以 は危険。 にもちと

外
の 仕事がきたない鉄をけずって粉塵あ女ばかりで人間関係がうるさL、。機械みてくれる人
工 女 ⑬ 妻 49 I E金属 旋盤工 (常)がる。排塵機も融能していない。 いないと困る。乙われた時責任もっている人いない。

(通場年) ⑫ 娘 34 I T製作所 包装工 (常)重いものを運ぶ時つらい。 なし。今でも景気はいい。

(季節) 女 ⑧ 妻 49 1M食品 包装工(季節)危険はない。残業，休日出動が続くこと。 なし。
ー一一一一 L一一一

資料:実態調査より作成



作業の危険性を指摘するのは，めっき工の⑬の世帯主であり，彼は，めっきに用いる薬品の害を

指摘している。また，近年は，その安全性が向上してきてはいるものの，プレス工は，かつて最

も危険な職種であったへ

*例えば， s部落をみても，⑦の母は， 1976年にプレスで指を 2本切断しているし.⑬の妻も， 1977年
に，やはりプレスで指を切断している。また，燕市の工場へ勤めた経験がある⑬の後継者は， r手がも
げた人を何回もみた。指の l本もないくらいでなければ l人前になれないと言われていた」と述べてい

る。

図5ー 1 ⑧の世帯主の月別残業時間推移(1972年 6月-1981年12月)
(時間)

40 

30 

20 

!o 

0 
1972 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

6月12h6月12月6月12月6月12月6月12月6月12月6月12月6月12月6月12月6月12月

資料:⑧の世帯主の賃金明細書より作成
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一方，休日出動や残業等による作業のきっさを指摘するものもいない。むしろ，彼らにとっ

て，現在，より大きな問題としてあるのは，建設業と同様に，不況下での仕事量の減少の問題で

ある。とりわけ， 3，4人規模の個人の洋食器工場へ就労する⑧の世帯主と⑮の後継者の場合，平

日にも仕事が休みになるという状況も生まれてきている。また，残業時間の増減は，好不況の波

を一定表わすものであるが，⑧の世帯主の10年間の月別残業時間の推移をみても(図5一1)， 

勤めて以来3度目の残業時間ゼロという事態が， 1980年12月以降続いており，不況期における仕

事の減少を知る乙とができる。そして，こうした事態は小零細工場に就労する男性にとって，よ

り深刻なものであることは言うまでもない。

第6，ζ，労働組合の有無の問題がある。現在， s部落の農民層が就労する，金属洋食器関係
の工場のうち，労働組合が存するのは， Y製作所(120人)， M技研 (41人)， T物産052人)， F 

食器 025入)に限られており，労働組合は， 100人以上規模の工場を中心に結成されているこ

とがわかる。そして， s部落の場合，先に指摘した如く， 100人規模以上の工場へ就労するのが
女性に限られているため，労働組合が存する職場に就労するのも，また女性のみということにな

る。

(2) 金属洋食器以外の工場(通年就労)

さて， s部落で，金属洋食器以外の工場へ通年で就労する者のうち，男性2名は鉄工所へ，
女性9名は，一般機械や食料品製造業関係等，各種工場へ就労している(表 5-8)。工場の規

模は，男性が， 10-25人程度の小零細工場への就労であるのに対し，女性は， 35-60人程度を中

心lζ，188人規模のM鉄工所や， 1.300人規模のK食品lζ就労しており，やはり，女性の方が，

規模の大きな工場に就労していることがわかる。また，職種は様々であるが，女性の「高校新卒

就労型J2名が事務職に従事している以外は，現業部門への就労であり，製繕工1人，溶接工1

人(以上男性)，旋盤工2人，組立工 2人，包装工l人，雑役工1人(以上女性)となっている。

このように， s部落の農民層が就労する，金属洋食器以外の工場の業種及び彼らの職種は様々

表5-8 女性が就労する製造業関係工場の生産内容

工場名 規模 生 産 内 n仕... 

E金属 37人 金属製品

金 S金属 55 器物製造，販売

属 Y製作所 120 金属洋食器，金属器物，厨房用品，住宅機器

洋 M技研 41 器物，キッチン・ツーノレ，厨房用品

食 A製作所 36 金属洋食器，器物

器 E製作所 210 調理用品，厨房用品，コノレフ用品， ミシン部品

関 T物産 152 金属洋食器，卓上器物，厨房用品，銀食器

係 F食器 125 金属洋食器，器物，ケルト鍋

F工業 200 金属洋食器.工作機械，産業機械，フロアコンディショナー

高洋書
N商庖 37 立腐・油錫

M鉄工所 188 各種産業ポンプ，プラスチック成型機，油圧シャーリング，ブレーキプレス

Pコソレフ 50 コ、ノレフクラフ'

N製作所 58 電話交換機部分品
以外 T製作所 36 プラスチック製品
の K食品 50 ビスケット，クッキー.米菓工
場 M食品 1，300 包装餅，鏡餅，白玉粉

資料 rつばめ，にしかんの職場J，巻公共職業安定所求人カードより作成
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であるが，賃金の面やその他の労働条件については，先にみた金属洋食器工場にほぼ準じたかた

ちになっている(表5-3)。すなわち，ほとんどが常雇で就労していながら，賃金は日給月給，

ないし時間給で支払われており，これに諸手当として，皆勤手当や年2回の賞与が支給されてい

る。賃金水準(日給換算)は，男性常雇で5.000-6.500円¥女性常雇で3，000円台と， 性別

の格差が存している。また，社会保険や有給休暇制度は，ほぼとり入れられており，さらに，労

働組合は，やはり女性が就労する大手のK食品村 0，300人)とM鉄工所(188人)にのみ存して

いるという状況にある。

市⑧の後継者の日給は6.500円と，工場労働者及び地元の建設業従事者のうちで，最高の額である。乙

れは，彼が，溶接工として，(i)アーク溶接.(ii)半自動溶接， (iii)玉掛け， (iv)工場内クレーン

運転の資格をもっていることも関係していると思われる。

料ただし， K食品は，従業員組合と称し，同盟系の上部団体にさえ加盟せず，また他の企業との交流

も一切しておらず，きわめて御用組合的な色彩が強い。

また，乙うした工場のなかには，⑧の妻が就労する Pゴ、ルフのように，有給休暇を設けてい

ながら，農繁期にとる休暇は，有休と認めていない企業や，⑧の後継者が就労する F鉄工所のよ

うに，農家以外の人には，月給制で， しかも家族手当を支給している企業など，農家出身者と農

家以外の者を明確に区別しているケースもみられる。

ところで，彼らの中で，作業の危険・強度を指摘するものは，溶接工や旋盤工l乙多い(表5-

7 )。例えは，熔接工である⑧の後継者は， r風をいれられないので，夏場はあっい。粉塵あがる
し作業環境よくない。高所作業は危険である」という問題を指摘している。と同時に，彼の場

合は，残業が月30時間あり，その上月 1回程度の休日出動もあるため，身体的にきついという問

題もかかえている。また，旋盤工として就労する⑬の妻は， r職場の仕事はきたない。鉄を削っ
て粉塵あがる。排塵機も機能していなし、」という点を指摘している。

(31 金属洋食器以外の工場(季節的就労)

さて，第3章でみたように， V期l乙40，50代で農外就労lと出始めた女性には， r結婚後就労
季節雇型」をとるものが多く，その職場としては， N惣菜(つけもの工場)とM食品(餅・白玉

粉製造工場)があった。しかし，その後勤めをやめたものもおり，現在は， N惣菜へ就労する者

はおらず， M食品へ3人の女性(⑬⑧⑧の妻)が，季節雇として就労しているのみである(表5

3 )。

乙の季節雇の場合も，賃金形態は日給月給で，日給3，300円，その他lζ皆勤した場合lとは，

皆勤手当が3，0∞円支給されている。ただし，こうした中高年の女性を多く緩う M食品では，年

齢によって日給l乙格差をつけており.40歳以下→41-55歳→56歳以Lと，年齢階梯があがるごと
に，日給は10ト 200円位ずつ低下していく乙とになっている。また，季節的就労であるがゆえに，

社会保険，有給休暇，賞与等はない。その上，彼女たちは， M食品の繁忙期lζ採用されるため，

長時間労働がしいられている。すなわち，とりわけ忙しい11月の始めから12月末までの2カ月間

は，毎日 2時間の残業が行なわれ，かつ，休日は 1日もない状況が続くのである。これは，彼女

たちが包装という比較的軽度の作業に従事しているとはいえ，その年齢を考えあわせるならば，

かなり厳しい労働条件であるといえよう。そして，こうした労働条件を改善してし、く労働組合は，

M食品には存在していないヘ

ホ M食品へ，冬期間季節麗として就労する妻たちは，夏場のスイカの出荷のアルバイトを乙れに組み合

わせる場合が多い。スイカの出荷作業も夏場lζ集中的K忙しい時期を迎えるため， 1975年頃，⑧の妻が
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働きに行っていた時分は，帰宅が夜の10時頃になったという。今は，ベルトコンベアーを用いているた

め作業量が減少し，朝7時15分頃マイクロパスで仕事場へ向い， 3-4時には帰宅している。日給は，

4，200 -4，300円と比較的高い。

第3節 第3次産業従事者の磁場の労働集件

「高校新卒就労型」を中心とした， 20， 30代層の職場として，近年，大きな位置を占めてき

たのが，第3次産業である。乙乙では，彼らの職場の労働条件を，(1)国・公共企業体，地方公共

団体従事者と， (2)その他の第3次産業従事者にわけでみていく(表5-9)。両者の労働条件は，

大きく異なったものとして存している。

(1) 国・公共企業体，地方公共団体従事者の職場の労働条件

S部落lとは，乙うした諸機関へ就労する者として，農協に勤める⑩の後継者(営農指導員)，

電々公社に勤める⑧の後継者(電気通信技術師)，県立病院に勤める⑧の嫁(看護婦)と@の三

一女(栄養士)がし、る。雇用形態は，⑩②⑧は常雇であるが，⑧は勤続5年でなお臨時雇である。

常雇の場合は，月給制で，賃金水準も，月給(手取)で，⑩の後継者が16万円強，⑧の後継者が

18万円，⑧の嫁が15万円と，製造業従事者の賃金水準(男性常雇10-12，3万円，女性常雇8-9

万円)を，男性で5-8万円，女性で6.7万円程度上回っている。これに対し，臨時雇の⑧の三

女は，時間給で月給(手取)Iζ換算して9万円と，女子製造業従事者並にとどまっている。

ただし，社会保険，有給休暇，賞与等は，常雇については言うまでもなく，臨時雇にも適応

されており，労働組合も各職場にあり，臨時雇の⑧も，臨時職員労働組合(臨職労)に加入して

いる。

また，作業の強度という面では，看護婦の⑧の嫁が，夜勤を月 8回行なうなど，同職種特有

の労働条件下におかれており，職業病とも言うべき，神経痛，下痢症，胃潰蕩といった症状を訴

えている。

(2) その他第3次産業従事者の職場の労働条件

さて，(1)の国・公共企業体，地方公共団体以外の第3次産業従事者についてみると，雇用形

態は，その多くが常雇としての就労であることがわかる。常雇でないのは， U呉服庖(従業員規

模4人)にパートとして就労する⑩の嫁のみである。賃金形態は，製造業従事者の場合と異なり，

月給制が多く，日給月給は， F環境保全センター(同上14人)に就労する⑧の後継者と，先のパー

トの⑧の嫁のみである。しかし，月給制をとるとはいえ，(1)の国・公共企業体，地方公共団体従

事者(常雇)のように，製造業従事者の賃金水準を大きく上回っているわけではない。月収(手

取)21万円を得ている⑮の後継者(営業部長)と日給2，500円c7時間労働)にとどまる⑩の嫁

以外は，男女とも，ほぼ製造業従事者並の賃金水準である。

また，常雇については，社会保険や有給休暇の面での労働条件は整備されているものの，労

働組合についてはし、ずれの職場にも存在していない。その乙とは，第3次産業従事者の職場がす

べて， 50人未満規模で:ある乙とにも関連している。

と乙ろで，彼らの職種についてみると，男性の場合，販売外交員 1人，検査工2人，販売・修

理工 1人となり，女性の場合，庖員が2人となる。乙のうち， M金属(金物卸問屋)Iと検査工と

して就労する⑧の後継者が，作業の強度の問題を指摘している。

⑧の後継者の仕事は，小売庖におろす金属洋食器の傷や変色を検査する乙とであり，その疲労からくる

自の疲れを訴える。その背景には，長時間労働の問題が存している。すなわち，その日の客の注文分が終わ
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表5-9 第3次産業従事者の職場の労働条件

性
産業 職歴の型 階層農続家番号柄 年令 戦 場 所在地規模勤続年数期間 雇用形態 職 種 労働時間 早出・残業 休glJ 
国企 中層 ⑩後継者 35刊農協 巻町

人
15，6年 通年 常雇 営農指導(係長) ー ー 日・祭

公業 高校新卒
下層⑧後継者 35電々公社 吉田町 17年 通年 常雇 電気通信技術師共体 ー 週休2回

就労型 日・祭・その

卸7庖E 
中層 ⑮後継者 341T商庖 吉田町 14 14年 通年 常雇 営業(営業部長) 8半-17半 な し

他社の規定日
男

ヒモ」ク24-30h/月月中学新卒 上層 ⑫後継者 321M金属 燕市 49 4年 通年 常雇 検査工 8-19半
普通10-15h/ 日・祭

そ 両校新卒 中層⑧後継者
の

21 E環境保全センター 燕市 14 3年 通年 常雇 水質検査工 8-17 な し 日・祭

他 結婚前就労 中層⑮後継者 29 Y農機具 弥彦村 11年 通年 常雇 販売修理工

病 高校新卒 中層@三女 28 Y県立病院 吉田町 350 5年 通年 臨時 栄養士 早番・中番・遅番あり 早残出業10h/月月10h/ (日月曜4以日外)

院 結婚目Ij就労 中層⑧嫁 27 Y県立病院 吉田町 350 4年 通年 常雇 看護婦 早番・中番・遅番あり 月8回夜勤 不定

女 中学新卒 中層⑩嫁 29 U呉服庖 巻町 4 7年 通年 ノfート 底員 9 -17 7.5 -9 h/月 日

売

庖
高校新卒 中層⑩次女 20 0菓子庖 吉田町 3 2年 通年 常雇 庖員 190半仁~1183半半 月5回

性
産業 続農家番号柄 階層 休日出動 有給休日 賃金形態 賃 金 諸 手 当 賞 与 社会保険 労働組合Bリ

守12 ⑩後継者 中層 有 月給 16万円チヨット 有(6.5カ月) 有(?) 有(?)

主体f@後継者 下層 有 月給 18万円/月 有 有(?) 加入

在フ庖百日
⑮後継者 中層 有 月給 21万円/月 皆勤6千円，出張l万円 有(2回4カ月)厚・雇・健 なし

男
震生・労・雇災用・健⑫後継者 上層 なし 有 月給 14，5万円/月 2 回 なし

そ
の
@後継者 中層 1日 有 日給月給 8.3万円/月 皆勤8千円 有(2回3カ月)厚・雇・保・労 なし

他 ⑩後継者 中層 ー 月給 10万円/月 ー 有(2回40万円)

病 ⑧三女 中層 なし 有 時間給 9万円/月 早番手当.時間外手当 2 回 履・労・厚・健 加入

院 ⑧嫁 中層 ー 有 月給 15万円/月 夜勤手当 2，500-2，600円x8回 2 回 雇・労・厚・健 加入
女 ⑩嫁 中層 なし なし 日給月給 2.500円/臼 なし な し なし なし

フ±E 

庖 @次女 中層
なし 月給 8.8-8.9万円/月 遅番手当・販売手当・皆勤手当 2 回 有1?) なし

資料:実態調査より作成，但し，巻公共職業安定所求人カード及び『つばめ・にしかんの職場』によって1部補足。(注)なお，月給は手取りである，但し不明は除いてある。



るまで続く問屋の仕事は，普段の日で，その労働時聞が8時から19時30分まで(11時間半拘束)に及び，ピー

ク時には，さらにそれが 1時間半延長されるからである。

こうしてみてくると，国・公共企業体等従事者と，その他第3次産業従事者とでは，その職

場の労働条件は大きく異なり，その他第3次産業従事者の職場の労働条件は，製造業従事者並に

とどまる乙とが，明らかとなった。乙のことは，近年，若年層を中心l乙増加している第3次産業

への就労が，必ずしもすべての労働者の労働条件の向上を意味するものではない乙とを示してい

る。

第4節まとめ

以上， s部落農民層が就労する職場の労働条件を，建設業従事者の職場，製造業従事者の職
場，第3次産業従事者の職場lこ分けて，それぞれみてきた。その際，労働条件としては， (i)賃

金水準， (ii)雇用形態， (iii)社会保障制度の有無， (iv)作業の危険・強度， (v)労働組合

の有無， 1ζ特lζ注目してきた。ここで，簡単に小括すると，以下の如くなろう。

(1) 第 1IL，雇用形態の問題である。雇用形態では，建設業従事者のほとんどが日雇である

が，製造業及び第3次産業従事者の多くは常雇で就労しており，臨時雇，季節雇，パー卜として

就労するものは少数である。従って，雇用形態の上では，比較的安定している兼業農民が多いと

いえる。

第21ζ，賃金の問題である。まず，賃金形態は，建設業は言うまでもなく，常雇が多い製造

業においても，日給月給，場合によっては，時間給で支払われている。さらに，製造業について

は，多くの職場で皆勤手当を支給し，農民層の欠勤lζ歯止めをかけるとともに，農業からも収入

を得ている農民層には家族手当を支給しないなど，その賃金体系はきわめて農村の実態にあわせ

たかたちとなっている。

これに対し， 20， 30代が就労している第3次産業の職場は，月給制をとると乙ろが多い。し

かし，月給制であるとはし、え，製造業従事者の賃金水準を大きく上回るのは，国・公共企業体，

地方公共団体に常雇として就労する者と一部役職層に限られている。いま，月収(手取)で，賃

金の序列を示すと，乙の (i)国・公共企業体，地方公共団体常雇及び一部役職層を筆頭lζ，

(ii)建設日雇重機工， (iii)製造業，第3次産業(民営)男性常雇及び建設日雇土工， (iv) 

製造業男性臨時雇， (v)製造業・第3次産業(民営)女性常雇・季節雇， (vi)小売居女性ノfー

ト，となる。しかし，こうした序列が存するとはし、え， (ii)-( vi) までは，いずれも低賃金で

ある点では共通しており，とりわけ，全国水準に比して，女性の低賃金を基底とした男性の低賃

金構造が特徴的であった。なお，各産業の常雇lこ対しては， 乙の他に年2回の賞与が支給されて

いるとともに，有給休暇も認められている。

第31こ，社会保障制度についてみると，各産業の常雇については，厚生年金，労災保険，健

康保険及び雇用保険のすべてなし、し 3つ程度が，各職場で設けられている。乙れに対し，建設日

雇については，一部の者が労災保険に加入している程度で，多くの者が，まったく加入していな

いという状況にある。また，小零細工場lζ勤める臨時雇及び小売庖パー卜も乙うした制度の適応

外におかれている。

第4I乙，作業の危険・強度の問題がある。乙の点lと関しては，労災保険にも加入していない

建設日雇が，もっとも危険を伴う作業に従事しており，その他に，作業環境の悪さを指摘するも

のは，製造業従事者のうち，旋盤工や溶接工として就労する者に多かった。また，長時間労働か
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らくる作業のきっさという点では，やはり，繁忙期に季節雇として雇われる中・高年主婦がその

最たるものであり，その他は，卸問屋に勤める検査工及び鉄工所l乙勤める溶接工が，残業や休日

出勤からくる身体の疲労を指摘していた。

一方，建設業従事者や金属洋食器工場へ就労する者は，現在，乙うした長時間労働の問題を

かかえてはし、ないが，その背景には，不況下での仕事量の減少があり，彼らが常l乙「解雇」の危

険性をはらんだ状況にある乙とを忘れてはならない。

第5I乙，労働組合の有無の問題である。現在， s部落の農民層が就労する職場のうち，労働
組合が存するのは，第3次産業における国・公共企業体及び地方公共団体と 100人以上規模の大

手の工場に限られている。従って，現在， s部落で労働組合がある職場に就労するのは10名にす
ぎず，また，大手の工場lζ勤めるのは女性であるため，うち 8名は女性によって占められている。

それゆえ，国・公共企業体及び地方公共団体に就労する男女4人と大手工場に就労する女性6人

以外は，すでにみたような数々の諸問題をかかえていながら，未組織のまま，農外就労を継続し

ていることになる。

(21 さて，乙れまでの分析を通じ，所謂「安定的J職場lζ就労する者は，国・公共企業体及

び地方公共団体従事者(常雇3名)と一部役職層(1名)I乙限られており，他の者は，程度の差

こそあれ不安定就労を余儀なくされている ζとが明らかとなった。

そして，そこでとりわけ特徴的なことは，女性よりもむしろ男性に，より不安定な労働条件

下にある者が，多いということである。すなわち，女性は，社会保険制度も整い，労働組合もあ

る，相対的に安定した100-200人規模の工場に，包装工として勤めるものが多いのに対し，男性

には，手取年収でも，女性工場労働者に及ばない，建設臼雇土工や小零細工場へ臨時雇として勤

めるものが多いのである。こうした事実は，燕市や吉田町に，女性労働者を必要とする， 100-

200人規模程度の工場が集積するという，当地域の労働市場の特性に負うところが大きいと同時

に，第2に，先にみたように，男性が各農家の農作業の主担者であり，女性以上に農繁休暇をと

らざるを得ず，そのことが彼らにより一層の不安定就労を余儀なくさせていることを意味してい

るのである。

それでは，以下，このように一方で家族生活に他方で職場生活に足場をおく S部落の兼業農

民層が形成する村落生活についてみていこう。

注

1)江口英ーは， I不安定雇用」労働者を特徴つける指標として，第 1'C，低賃金・長時間労働，第2，ζ， 
社会保障制度を保有していないこと，第3，こ，労働組合などの組織をもっていないこと，の 3点をあげ

ている(江口英一「雇用不安の累積とその日本的性格Jr経済J，1975年12月号， p. 44)また，加藤佑
治は， r不安定就業階層の定義を，第 1K，就業が不規則・不安定である ζ と，第 2K，賃金ないし所
得がきわめて低い乙と，第3，と，長時間労働，あるいは労働の強度が高いこと，第4，こ，社会保障が劣

悪であること，第5'C，未組織労働者であること，の5点をあげている(加藤佑治 f現代日本における

不安定就業労働者J(上)，御茶の水書房， 1980年， p. 47)。本稿では，両者の指摘を参考lとして，先

の5つの点から労働条件の分析を行なった。
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第6章 S部落農民層の「村落生活Jの変容

本章では，まず，第 1に， s部落における「部落会」の構造と機能についてみ，そ呪うえで，
第 2に，農業生産上の協働関係の変容についてみていく。

第1節 「部落会」の構造と機能

部落社会の自治組織として部落会常がある。

*S部落の場合，現在の部落会は，耕地整理を契機に再編されたものである。すなわち s部落の場合
13ヵ字」と呼ばれる 3つの部落(旧0部落，旧P部落，旧Q部落)が合併した1959年時点で，部落会
も統合されるが，耕地整理の時点までは，各旧部落が独自の機能を果しており， s部落単位の役員とは
別に，旧部落毎の役員も選出されていた1)。このようにS部落と旧部落の2本立の体制は，合併後も続

いていたが，耕地整理を契機としてS部落に一元化されるのである。

S部落の部落会は，非農家を含む部落全戸を構成戸としており，運営はその年の役員によっ

て行なわれる。現在， s部落には，所謂三役といわれる区長，農家実行組合長，協議員の外に，
副区長，工事係(土木=普請関係担当，副区長兼任)，水回り番(部落全体の水管理)という 6

つの役職があり，そのうち 3役に副区長を加えた 4人が運営の中心を担っている。また，上部機

関である役場と土地改良区に対しては区長が，農協と共済組合に対しては農家実行組合長が，そ

れぞれの，そのパイプ役を果し，上部機関と部落をつないでいる。

ところで，こうした役員の選出は， s部落では，現在もなお， I一戸一票制」の選挙によっ
て毎年改選されている。しかし，この役員選挙のあり方自体，兼業化が進展するなかで変容する

ことになる。すなわち， 1973， 4年頃から， I役員を一年ゃったら二年休むjという原則がとり入

れられ，さらに， 1976， 7年には，これが， I一年ゃったら三年休む」というかたちになるのであ

る。もとより，こうした事態の進展の背景には，働きに出れば確実に収入に結び、つくという農外

就労が一般化するなかで， I部落の小使いになってもしかだがないJ(⑪の世帯主)という現状認

識の広がりがあった。

従って，こうした方法をとりいれたのちは，それ以前と異なり，多くの人が役職を経験する

ことになる。たとえば， 1977年以降の区長は，⑫→⑥→⑨→⑫→⑫→⑫→⑩→⑪，副区長は，①

→@→@→⑬→①→⑥→⑩→@，農家実行組合長は，⑭→⑮→⑫→⑭→⑧→⑤→⑩→⑮，協議員

は，⑬→⑬→⑪→⑫→⑬→⑬→⑫→@の世帯主である。しかし，ここで特徴的なことは，区長と

農家実行組合長には上層農家が頻繁に顔をだすのに対し，副区長と協議員はそのほとんどが中層

農家によって担われていることである。このことは，新たな選挙制度のもとでも，土地所有に基

づく階層序列が役員構成に一定程度反映していることを意味している。

さて，こうした運営体制をとる部落会は，現在各戸ー名の家族員の参加による部落会議を年

に数回開く。各戸からの出席者は，一般に世帯主であり，従って， 50-60歳代の男性がその構成

員の 7割を占めている(表 6-1 )。この部落会議は， 1月中旬の「部落初常会J，8月盆前の「部

落勘定J，12月末の「部落勘定・役員改選」の 3つの定期会議を軸に比較的数多くもたれている(表

6 -2)。このうち， I部落初常会」は，その年の部落全体の農作業日程等を決定するもので，た

とえば， 1982年の「部落初常会」では以下のような決定がなされている O

。。
Q
d
 



表 6-1 部落会を構成する人の年代

別分布

年齢階層 男 女 計

60才代 7 8 

50才代 14 1 (2) 15 (2) 

40才代 2 2 4 

30才代 2 (1) (1) 2(2) 

20才代

資料:実態調査より作成
注:()内は、たまにでる人

表 6-2 1981年にS部落で開かれた集会

生 産 面

開催日 開催時間 内 何廿晶ヲ

1/18日 ワ 部落初常会

2/13畠 午後7時半 転作説明会

2/22伯) 午前8時半 転作について

5/24(1日) 午前6時 ? 

5/26 ekl 午後7時半 第 1回稲作指導会(農協)

6/21 (1日) 午前8時 転作について

6/25帥 午後8時 第2四日間日噂会(農協)

7/17掛 午後8時20分
コシヒカリ管理につい
て (農協)

8/9日 午後8時 部落勘定f可取り立て

8/30但) 午前5時半
米の出 ・集団転作に
ついて

10/22肘 午後7時半 苗代排水E紅事につL、て

12/20但) 午前8時半 部落勘定・役員改選

資料:(⑬の世帯主の農業日誌

• 3月30日 苗代水出し日

• 4月25日まで 用水溝掘り及び泥上げ

・4月28日 本田水出し日

• 5月 2日から 代かき，田植

生

開催日 開催時間

6/21但) 午円ij8時

7/10樹 午後8時

7/26(1日) 午前8時

8/7儲 夕方

8/19附 午後8時

8/23(1日)午前9時

10/18 (1同 午前8時半

11/2日 午後7時半

11/29但)午後2時

• 7月25日まで 第 l回，農道及び用排水溝の草刈りの徹底

・8月20日まで 第2回，農道及び用排水溝の草刈りの徹底

・第 3日曜は完全休日とする(4， 5， 9月は除く)

・普請賃金は，男4，000円，女3，500円

活 面

内 月廿そ，

学校問題について

学校問題について

学校問題について

学校問題について

学校問題について

学校問題について

学校問題について

交通安全の映画

S部落工区総会宴会

一方，盆前と暮の「部落勘定」は，以上の決定に基づき各戸毎の部落費の精算を行なうもの

である。 S部落では，部落会計は，区長の管轄する「部落費勘定」と副区長が管轄する「土木費

勘定」からなる。このうち「部落費勘定Jは，表6-3の知く，生活面における各種負担金・助

成金，神社・寺院関係費(例えば部落としての供養志)等，主に，生活面での出費からなり，決
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算は行政からの補助金等の収入と相殺し，不足分を頭割 4，反別割 6で各戸から徴収する。他方，

「土木費勘定」は，表6-4にみるように，水利組合負担金や普請の際の人夫賃・車代等，生産

面の出費で，これは反別で各戸に割り当てられる*。各農家は，こうして算出された部落費と土

木費を，盆前と暮の「部落勘定」と呼ばれる部落会議の場で支払うのである。

*代替地取得の動きが活発化してくるなかで， s部落の工区内にも他市町村や巻町内他部落の農家の
所有する耕地が増加してきている。現在 s部落の工区内に耕地を所有する他部落農家は38戸を数え，
これらの農家によって全面積の14.2%にあたる12.7haが所有されている。こうした農家はS部落の普

請作業には出役せず，土木費を支払うかたちになっている。

表6-3 S部落の 1983年部落費勘定

1983年 日リ 期 1983年 後 期

助 成 金 50，000円 助 成 金 200， 000円

収 転作確認時案内手数料 8， 000 転作確認時案内手数料 16，000 

雑 収 入 2，500 雑 収 入 3， 000 
入

計 60， 500 計 219， 000 

区長連絡協議会負担金 33， 800 研修旅行助成金 63， 392 
地区公民館連絡負担金 13. 700 小学校跡地除幕式 3， 780 

防犯組合支部負担金 5.220 神社・寺院関係費 4. 500 

漆山地区社協負担金 25， 100 年 具 (地代)※ 5， 027 
支 老人クラブ助成金 11. 000 役員・班長慰労会費 31， 825 

神社・寺院関係費 20. 500 役 員 子 当 132， 784 

祭 時 慰 労 Zヱ工h、 14， 000 接 待 費 41. 525 

役員・班長顔合せ会 14， 350 雑 費 40，050 
役 員 手 当 84， 240 そ の 他 3， 935 

出 接 待 費 26，725 

雑 費 23， 417 

そ の 他 10，780 

言十 282， 832 計 326，818 

収入 支出 6. 222， 332 収入一支出 ム107，818

頭寄j 戸 当 り 2， 615円 戸 当 り 1， 268円
反5.)1障j H 173 " 84 

資料:S部落の 1983年前・後期部落費勘定帳より作成
注:この他に前・後期それぞれ一戸500円ずつ保育園助成金を支払っている
※支出(J)年具(地代)は，貯水槽敷地3.7坪(⑬)，パス停留所敷地6.9坪(⑬)， 
信号機敷地O.5坪(④)に対するもの。
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表6-4 S部落の1983年土木費勘定

1983年 前 期 1983年 後 期

収入 雑 収 入 5， 000円 年 具 (地代※) 1. 089円

水利組合負担金 80， 840 71<.利組合負担金 44， 566 

普請人夫賃及び車代 331. 300 役 員 手 当 85， 240 

支 役 員 手 当 84， 240 役員・班長慰労会費 31. 825 

資 材 費 156， 800 年 具 (地代)※※ 5， 934 

役員・班長顔合せ会 14， 350 

出 作 業 慰 労 会 24， 950 

そ の 他 24，000 

計 716，480 計 167. 565 

収入 支出 ム711，480 収入一支出 ム166，476 

反当土木費 810円 反当土木費 190円

資料 :S部落の 1983年前・後期土木費勘定帳より作成
注:※収入の年具(地代)は 部落所有の土地4.8坪を⑥@のと育苗センターへ貸し付け
て得られたもの。

※※支出の年具(地代)は⑦⑮⑬と富岡の 1農家からS部落が借り受けた26.3坪の
土地に対するもの。

ところでこうした定期的な部落会議の外に， S部落では随時集会がもたれている。たとえば，

1982年には生産面で8回，生活面で8回を数え，その内容は，生産面の場合，転作関係が4回，

農協による稲作技術指導が3回，苗代排水路工事について 1回，生活面の場合，当時問題になっ

ていた学区変更に関する「学校問題」について 7回，交通安全の映画 1回となっている。従って，

S部落の場合，生産・生活両面で比較的数多くの集会がもたれているといえる。とはいえ，こう

した部落会議のもちかたそれ自体は，兼業深化のなかで変更を余儀なくされている。すなわち，

かつて，日曜・平日を問わず朝 7時-8時に設定されていた集会も，多くの者が農外就労に出て

いる現在は，平日の夜ないし日曜日の朝に設定するようになってきている。

以上，こうしてみてくると， s部落の場合，第 lに，役職構造にみる限り土地所有に基づく
階層序列が「村落社会Jのなかで意味をもち，第2に， ["部落初常会」で決定される， ["水出し日J
を固定したかたちの作業日程や普請作業のうえにのみ各戸の農作業の遂行が可能となっており，

その意味において， ["村落生活Jは「むら」的な性格を存続せしめているということができる。
とはいえ，こうした部落においてさえ，兼業深化のなかで， ["役員を一年ゃったら三年休む」

という原則をとりいれたり，部落会議の設定時間を変更するなど， ["部落会Jの運営方法に一定
の修正を加えざるを得なくなっていることも事実である。そして，こうした変化は，次にみる普

請作業にもあらわれている。
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第2節普請作業の変遷

普請作業のあり方は， 1971年の耕地整理を契機に大きく変わる。

すなわち，第1に，耕地整理以前は，合併後も，旧部落単位で行なわれていた普請作業が，

耕地整理以降は s部落単位に一元化されることになる。
それと同時に，第2に，出役回数も大幅に減少する。すでに第2章でみた如く，耕地整理の

持期まで“舟農業"が行なわれていたS部落の場合，悪条件であるがゆえに数多くの普請作業が

必要とされた。いま，⑫の世帯主の「農業日誌J(1969年)より，旧Q部落における耕地整理以
前の普請作業についてみると(表6-5)， 1年間の普請回数は27回，時間にして107時間に及ん

でいることがわかる。そして，その種類は，当時の状況を反映して川や農道の維持・管理に関す

るものが多くなっている*。

本たとえば，川の藻払い(年5回)，その川に橋を架けたり，はずしたりする「馬橋架け・橋引き」普請(年

3回)，そして，農道の砂利敷き普請(年5回)等が，回数の多いものとしてあげられる。このうち，I馬の橋

架け」普請は，回の聞を流れる川を横ぎって機械などを運ぶために川に橋を架けたものである。しかし，

橋を架けると刈りとった稲を積んだ舟が通ることができず，その橋をとりはずすための「橋引き」普請が

再び行なわれた。こうした橋はきわめて重く，従って，舟農業の重労働を象徴するものであった。なお，

f馬橋Jといわれるのは，昔，馬が川を渡るために架けられたことに由来するものと思われる。

表 6ー5 耕地整理以前の普請

1969年

普請の種類 回数 時間

排水溝掘 り 1回 8 h 

馬橋引き，橋架け 3 7 

生 鎌 藻 主ム 5 24 

砂 手Ij 敷 き 5 25. 5 

水 出 し 4 

産 水 廻 り 番 3. 5 

堰 上 げ 3 

底樋穴修理 3 

面 米出 し人夫 3 9. 5 

その他杭打ち土方仕事 4 19 

計 27※ 107 

旗 立 て 4 

生 燈 寵 (;i り 3 

活 火葬場草刈り

面 家の中予防人夫 4 

計 4 12 

不 明 3 14 

計 32 133 

資料:(⑧の世帯主の農業日誌より作成

注:※ 1日に2種類の普請が行なわれた日

が2日あるために延回数では27回とな

るが，回数では25日である。
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このように耕地整理以前には数多く必要とされた普請作業も，耕地整理以降は急減する。い

ま，ここでもう一度⑮の農業日誌をみると，耕地整理以後の197年に，⑮が出役した普請の数は，

排水溝掘り普請，砂利敷普請，米出し人夫の 3回に減少している(表6-6 )。

表 6-6 耕地整理以後の普請

1972 1977 1981 

普請の種類 回数 時間 普請の種類 回数 時間 普請の種類 回数 時間

生
排水溝掘り 1回 8h 排水溝掘り 1回 8h 排水溝掘り 1回 8 h 

砂利敷き 9 水路ヨシ刈り 2 鎌藻払い ヮ|
産
米出し人夫 7 米出し人夫 8 米出し人夫 ワ

面
計 計 計 ワ3 24 3 18 

生 家の中予防人夫 4 家の中予防人夫 8 

活 お宮冬聞い 3 

面 計 2 7 計 8 

不 明 4 

和念 計 6 35 総 計 4 26 総 計 つ‘J ワ

資料:(⑧の世帯主の農業日誌より作成。

第3に，出役方法も大きく変わる。耕地整理以前，出役人数は所有耕地面積に比例して義務

づけられていた。たとえば，旧P部落では 1軒前 1人 1軒半前1.5人という具合に決められ

ており (0.5人の場合は2固に 1回のわりで 1人がでる)，また，旧Q部落では 1軒前2人，半

軒前1人の出役が課せられていた。それが，耕地整理以後は，各戸1人の出役となり，さらに出

役した人に日当を支払うかたちになるのである。

ところで，こうした普請作業の変更は，小規模農家のなかから普請作業ヘ参加しないものを

生み出す結果をもたらすことになる。そして，それは以下のような問題を背景としたものであっ

た。

すなわち，第 1に，普請賃金そのものがきわめて低額であるという問題である。普請賃金は，

「前の年との比較で(数年毎に)適当にあがJ(⑮の世帯主)っているが， 1981年段階には，男
性4，000円，女性3，500円であった。これを，先に第5章でみた兼業先の賃金水準と比較してみる

と女性は製造業常雇並だが，男性は建設日雇土工水準を大きく下まわり，零細工場臨時雇並にと

どるものである。しかも， 1983年前期の出役延人数76.5人中73.5人は男性であり，その低賃金の

実態は男性のそれに端的に示されているといってよい(表 6-7)。もとより，普請賃金がこの

ように低額なのは， r昔は普請は奉仕であった」という事実に基づくものであるが，こうした低
賃金では，もはや平日に農外就労に出ている兼業農民たちを日曜の普請へ参加させることができ

なくなっているのである。

しかも，第2に，耕地整理以後全戸一律一名の出役となったことが，こうした状況を助長し

たといえる。なぜなら，日当を支払い土木費を反別で徴収するという方法は，普請賃金が低く押

えられているだけに，従来の方法よりも上層に有利にはたらくからである。
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表 6-7 1983年前期男女別普請作業出役状況

普請の種類 男 女 計

3月27日用水溝掘 26.5人 1人 27. 5人

4月3日用水溝棚板当 4 4 

4月13日大封櫨土外相版当 '9.5 9. 5 

4月27日水出し普請 2 2 

5月26日砕 石 敷 1.5 1.5 

6月12日排溝草刈 30 2 32 

計 73. 5人 3人 76. 5人

資料:部落会資料より作成

ところで，こうした問題に直面した当時の役員は，普請終了の格節(慰労会)の費用のうち

飲物は部落で負担するという方法をとりいれ，普請への参加を呼びかけた。その結果現在はほと

んどの農家が出役している。

しかし，こうした様々な対策を講じた後も，部落で唯一全耕地を経営委託している⑦の参加

はみられない。このことは，たとえ土地所有者であったとしても，全面委託を契機に「村落生活」

から大きく遠ざかる可能性を有していることを意味している。それゆえ，兼業化に伴う受委託関

係の形成も，土地所有にもとづく「村落社会」のあり方に一定の変化をもたらしつつあることが

わかる。

第3節 rs部落生産組合」と受委託関係の形成と問題
さて，こうした変容の一方で，各戸を超えた新たな協働関係が形成されてきている。

(1)その 1つが， rs部落生産組合」である。 rs部落生産組合」は，第2章でみた如く， 1972 
年に， 3 ha前後の農家数戸と労働力が不足する家をも含む，相対的に小規模な農家を中心に， 14 

戸で出発したものである。その後， 1979年に地域農政特別対策事業を導入，設備の更新をはかる

とともに， rs部落機械施設共同利用組合」と改称し， 1981年まで推移している。しかし， 1981 
年末には 3戸の農家(⑬⑩@)が脱退しており，現在は上層③@@， 中層①⑤⑬⑪@⑫，下層

④⑪の11戸を構成戸としている2)。また，この10数年間に，数回の役員の編成替えをしており，

組合長は初代が⑮ 2代目が@で，現在は 3代目の@がその任についている。

ここで， rs部落生産組合」の運営状況をみておこう。まず， rs部落生産組合」が経営する
面積は， 1981年段階まではほほ'30ha前後で、推移してきたが 3戸の脱退に伴い， 1982年以降は，

組合員の自作地(員内分)と組合員が個人的に請負った受託地(員外分)をあわせて25.5ha(員

内23.3ha，員外2.2ha)の経営にあたっている(表 6-8)。
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表6-8 1982年生産組合への参加面積

員内(自作地)員外(受託地) 計

③ 4. 10，ta O. 37，tα 4. 47，ta 

@ 2. 17_ 1. 26 3. 43 

@ 2. 99 O. 16 3. 15 

@ 2. 86 2. 86 

⑪ 2. 11 O. 17 2. 28 

① 2. 27 2. 27 

⑬ 2. 04 2. 04 

⑧ 1. 46 O. 23 1. 69 

⑧ 1. 56 1. 56 

④ O. 95 O. 95 。 O. 82 O. 02 0.84 

計 23. 33 2.21 25. 54 

資料:生産組合資料より作成

注:員内(自作地)や員外(受託地)の面積

については，私たち聴き取り調査と若干

異なる点もあるがそのまま用いた。

rs部落生産組合」では，この25ha余の耕作を以下のような作業編成をとることによって行
なっている。表6-9は， 1982年の作業日程と作業参加人数を示したものであるが，作業は3月

23日の育苗の砕土作業に始まり， 5月16日の後片付けまでの約2カ月に及んでいることがわかる。

作業編成は，育苗の場合，育苗班長の⑤を中心に行なわれるが 4月11-18日の 3回にわたる床

土箱詰め・播種作業の時期と 4月21-23日の硬化ハウスピニールかけ・苗出し作業の時期に10-

16人の人数を必要とする以外は， 1 -5人程度の組合員によって作業は続けられる。また，耕起

と代かきは 4人のオペレーター(③@@@の後継者)に 1，2名の雑役担当者が加わるかた

ちで行なわれ，さらに，田植は12-16人の男女労働力を集中的に用いて遂行されている。従って，

作業のピークは，床土箱詰め・播種作業が行なわれる 4月中旬，硬化ハウスビニールかけ・苗出

し作業と耕起が重なる 4月20日前後，そして，代かきと田植が重なる 5月上旬前後の 3回を数え，

各農家では表 6-10にみるような家族構成員をこの 3回の作業のピーク時中心に送り出してい

る。各農家の参加日数の総計は，平均30-40日程度だが，組合長⑮や育苗班長⑤のように50日の

農家がある一方で，⑫や④のように労働力構成が脆弱な農家の場合は10日， 24日と少なくなって

おり，参加日数は各戸の実情に即したかたちになっていることがわかる。

さて， r s部落生産組合」では 1日の作業時聞を一応 9時間と定めており，作業に出た場
合には，性別，作業別に表6-11のような時間給が支払われるようになっている。男性の時間給

は女性のそれより30-50円高く，また，オペレーター(耕起・代かき作業)には，他の作業に比

べて相対的に高い時間給が支払われている。これを，s部落で30代以上の男性の主要な職種となっ
ている建設日雇土工賃金と比較してみると 8時間労働に換算して，育苗，田植作業で同水準，

耕起・代かき作業で若干上回る程度の水準で、ある。
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rs部落生産組合Jの作業日程と作業参加人数(1982年)表 6-9
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資料:生産組合資料より作成



表6-10 1982年度の生産組合作業への参加者と参加

日数

世帯主 妻 後継者 嫁 計

上 @ 10日・ 30日 40日

@ 3 • 24 3 30 

層 @ 22 6 • 14 42 

⑤ 42 8 50 

中 ⑬ 17 22 2 41 

① 21 12 33 

⑬ 20 17 37 

層 @ 7 3 10 

⑧ 36 14 3 53 

下 ④ 16 8 24 

層 ⑪ 27 5 32 

資料:生産組合関係資料より作成

注印はオペレーター

ところで， rs部落生産組合」の1981年度の支出内訳をみると(表6一12)，この作業に参加
した人に支払われる労務費199.0万円を最高に，減価償却費，諸材料費，役員手当(組合長2.5万

円，副組合長，会計，機械班長各2万円)等，総額で446.8万円程度の支出がなされている。 rs
部落生産組合」は，この支出から逆算して求められる利用料を各戸から反別に徴収するかたちで

運営されている。

いま， 1982年の10a当り利用徴収料をみてみると(表6一13)，組合員の自作地分については，

育苗から田植までの利用料金11，712円に，共通費(組合運営費)1，590円と近代化資金返済負担

金757円を加えた14，059円が10a当の利用徴収料となっている。一方，受託地分については，漆

山地区連絡協議会が定めた作業委託料をそのまま適用し， 10 a当24，450円となっている。従って，

自作地分については，当地域で定められた作業委託料金よりも，総額で10a当り 1万円程度の

割安になっていることがわかる。

そして，各農家は，それぞれの参加面積別に算出された利用徴収料から，各戸へ支払われる

役員報酬・作業労賃等を差し引いた額を，秋の収穫後に一括して支払うという方法をとっている。

ところで，このように運営されている rs部落生産組合」が，耕地整理直後の大型農業機械
が一斉に導入される時期に，しかも，多くの相対的に小規模な農家をとりこんで結成されたこと

は，それらの小規模農家の脱農化を一定程度阻止する役目を果たしてきたといえる。しかしなが

ら， 1981年の 3戸の農家の脱退にみるように，この生産組合に問題がないかといえば決してそう

ではない。

まず，第 1に指摘しうる問題点は， rs部落生産組合」が，育苗から田植までの共同化にと
どまったことである。組合結成の前段階には，秋までの共同化を予定していたが，各地の視察を

経るなかで，春作業のみの共同化という現在のかたちをとるに至ったのである。それは，視察の

際， r管理作業を各戸に任せて，全作業の共同化を行なった場合，収穫時にその配分をめぐって
のトラブルが起きやすく，それを契機に生産組合が解体していく」という事例に多くぶつかった

巧''
A
U
 



ためである。そして，そうした事態をふまえて rs部落生産組合Jが選択した道は.r組合が管
理作業も行ない，収穫物を反別で割る」という道ではなく.r秋作業の共同化をやめ，春作業の
みの共同化にとどめる」という道であった。それゆえ，この組合の結成は，彼らの「土地の排地

的独占者たる資格pに，ぎりぎりふれないかたちでなされているといえる。あくまでも.rs部
落生産組合」は.r生産組合の利益より，個人の利益を守るJ(⑤の世帯主の言葉)という立場に
たつもので，それは.s部落農民層の共同化の一定の限界を示していると言わざるを得ない。

表 6-11 1981年労務費賃金(1時間当)

表6-12 1981年S生産組合支出内訳 男 女

項 目 内 訳

組合運営費 481. 789円 00.8) % 

育 苗 600円 5初円

耕起・代かき 710

田 植 620 570 
労 務 費 1，990，800 (44.6) 

減価償却費 519.679 01. 6) 資料:r昭和56年度作業料金決算書』

燃 料 費 149.862 ( 3.4) 表6-13 10 a当り利用徴収料(1981 ) 

光・熱・水費 153.838 ( 3.4) 員内(自作地) 員外(受託地)
諸材料費 621. 009 03.9) 

修 繕 費 20，340 ( 0.5) 

借 損 費 441. 126 ( 9.9) 

保 険 費 4.800 ( 0.1) 

公租公課 4.350 ( 0.1) 

育 苗 7.230 11. 250 

耕 起 902 4.000 

代かき 1. 000 5∞o 
回 植 2.580 4. 200 

管 理 費 80.890 ( 1. 8) 共通費 1. 590 

計 4，468，480 000.0) 近返代済化負資担金金 757 

資料 r昭和56年度作業料金等決算書』 自十 14.059 24.450 

資料 r昭和56年度作業料金等決算書』

第2Iこ，利用料金の支払方法の問題がある。先にみたように，作業への参加の報酬は建設日

雇土工賃金程度，あるいはオペレーターに対しては若干それを上回る程度が確保され，作業に出

た家族員個人の労賃は一応対象化されている。しかし，その労賃の支払いは，収穫後に，各戸が

生産組合に支払う利用料金と相殺したかたちで支払われている。従って，先に第4章でみた知く，

各戸の農家経済において農業所得の管理者が世帯主である以上，それはその報酬が世帯主に入る

ということを意味している。その結果.r若い人がいやがる。親の方にしてみればそろばん合う。
秋になってようやく賃金でる。しかも，それが親父に入る。だから若いもんがきらうJ(⑮の世

帯主).ということになる。もとより，この点は，生産組合と各「いえ」の構造が，相互に関連

したいながら生じてきている問題といえよう。

第3に，生産組合所有の農業機械の個人使用が，大きく制限されていることからくる問題点

にふれなければならない。すなわち，組合員の中には，転作作物の栽培にあたって， トラクター

の使用を希望する農家や，すでに脱退した⑩⑪のように，水稲作業以外に， トラクターの使用を

必要とする複合経営農家もあった。しかし，今のところ生産組合は農業機械を貸し出さない方針

をとっている。それゆえ，養豚をしている@などは，よその農家からトラクターを借りて養豚の

作業にあたっていた。このことは，組合員の中に.r生産組合は，自由がきかない組織」という
意識を生み出す要因になっている。
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第4に，生産組合への参加と農外就労との関連の問題がある。 rs部落生産組合」では先に
指摘した知く 9時間労働制をとっており，このこと自体は集中的な長時間労働を排除したとい

う点で大きな意味を有している。しかし，それは一方で，非参加農家に比べそれだけ長期間にわ

たって，組合員を生産組合に拘束することを意味しており，彼らの農外就労をより不安定なもの

にする要因となっている。とりわけ， 20， 30代のオペレーターには，常震として通年就労する者

が多く(表6-14)，もっともこうした矛盾に直面しているといえる。⑬の世帯主が生産組合を

脱退した最大の理由はこの点にあった。すなわち，彼は，これまで20以上の職場を転々としてき

たが， 1981年の結婚を契機に定職に就くために脱退したのである。

表6-14 生産組合作業への参加者の農外就労先

世帯主 妻 後継者 嫁

上 @ スイカ出荷 (7，8月)

@ Y 組(通年日雇) M技研(通年常雇)

層 @ M食品(冬季節) M食品(通年常雇)

⑤ M砂利(不定) S金属(通年常履)

中 ⑫ N酪農(通年常雇)

① 

⑬ 
スイカ出荷(夏)

金物卸(通年常雇)
M 食品(冬)

層 @ 一
⑧ N研磨(通年臨時)

スイカ出荷(夏)
研磨(通年常雇)

M 食品(冬)
下 (空〕 K農機〔通年常雇)

層 ⑪ 

資料:実態調査より作成

第5に，以上のような諸問題が内包されていながら，それを十分に討議する場がないという

問題がある。なぜなら，年に数回もたれる総会や会合は，作業に出る全員の参加によってではな

く，ほとんどが世帯主の出席で行なわれている。世帯主が農作業に出ない家でさえ(①⑬)，会

合への出席は「いえ」の代表者としての世帯主である。従って，作業の重要な部分を担い，かっ

最も多くの問題をかかえているオペレーターの意見が十分に反映されない構造になっているので

ある。

このように，いくつかの間題が複雑にからみあうなかで， rS部落生産組合」は， 1981年末，

それまでオペレーターを出していた⑮@@が脱退するという危機に直面した。その際， rs部落
生産組合」は，先にみた如く，③⑮@@)の後継者をオペレーターとして組織の継続をはかった。

しかし，先にみた諸問題は，現在も解決しておらず， rs部落生産組合」は，同様の問題点を内
包しつつ存続しているといえるのである。

(2)さて，もう 1つ各戸の農業生産を支えるものに受委託関係がある。一方で，多くの小規模

農家をかかえ込んだかたちで rs部落生産組合」が結成されていながら，他方で，こうした受委
託関係が形成されてきた背景には，委託農家がかかえる後継者問題があった。すなわち，現在S

部落において，農業経営あるいは農作業の一部を委託に出している農家の委託理由についてみる

と(表6-15)，当時，部落で， 70 aという最小の耕地を経営していた⑦の場合は，小規模ゆえ

に農外就労を選択しているが，⑮⑪については，それが後継者を確保することができなかったこ
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とに基づいている。たとえば，⑮の場合，高校卒業後，電々公社に勤めた後継者に農業継続の意

志がなかったために，農業生産を飯米分の40aに縮小し，残りを委託に出したのである。従って，

S部落における委託層は，単に耕地規模の問題のみでなく，それぞれの農家がかかえる諸問題が

からみあったなかで形成されてきているといえる。

さて，現在.s部落の農家は，部落内外の農家及び，機関との聞に，図 6-1にみるような
経営受委託関係と，図 6-2にみるような作業受委託関係を結んでいる。

表6-15 経営・作業委託者の委託理由

農 委の

家 託所
委 託 理 由有

番 当面
ぢ口 時積

⑦ 
tα 
田んぼ少なL、から，会社勤めをしやすいようにO. 7 

③ 2. 3 賭事の失敗と兼業仕事の失敗で多額の借金をかかえ東京へ出稼ぎ。
一部土地を売却し，残りを委託へ。

⑧ 1.8 高校卒業後，電守公社へ勤めた後継者が農業後継を拒否。
機械投資をやめて委託へ。

子供全員が他出。 1979年に長女夫婦がUターン。しかし.長女の
@ 2. 6・夫は農業経験がなく世，・またE製作所で課長補佐をしており.'農業後継

は不可能。そこで， 帯主委は託，乾燥機を更新することをやめ，乾燥
作業をDセンターへ作業 した。

資料:実態調査より作成。

部落内 階層|書草| 部落外

⑨iFm) 
上|⑧
③ 

@ 

図6ー2 S部落における作業
受委託関係

乾燥
中層@一一一一一一→Dセノター

全作業
下層③一一一一一一--Dセノター

稲刈・脱穀
下層⑧一一一一一一一+上層@

資料.実態調査より作成
注 :Dセンターとは隣部落の生
産組織の乙と。

図 6-1 S部落における経営受委託関係(1981年)
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まず，経営受委託関係についてみると，部落内の農家間での貸借が6ケース，部落外の農家

からの受託が6ケースと， s部落の場合は，部落内と部落外が，半々となっている。
このうち，部落内についてみると，その多くは，下層・非農家から上層農家への委託で、ある

ことがわかる。しかし，受託農家と委託農家の関係の根底には，親族関係が存していることが一

般的で(表6ー16)，あくまでも，こうした親族関係の上に立つての下層・非農家から上層農家

への耕作権の移動であるといえる。

表6ー16受託者と委託者との関係

階層 受託農家 委託農家 委託者との関係

⑨ 燕市A ⑫の紹介

③ ⑦ 分家
上

⑧ ⑧ 世得主の姉の長女の婚家

⑧ ⑧ 

層
⑨ ⑧ 相別家

⑫ ⑧ 

⑧ ⑧ 旧部落内の友人

中
⑫ 三条市B 妻の実家の長女の婚家

⑫ M部落C 博労の得意先

層
⑫ M部落D 肥料屋の斡旋

⑧ M部落D 親戚

@ 吉田町E 世帯主の姉の婚家

資料:実態調査より作成

一方，部落外の農家からの受託は，中層に多いが，この場合も，委託農家は 1ha前後の下層

が主流であり，そのうち，⑩@については，委託農家と親族関係にあることがわかる。それに対

し，部落外の 3戸の農家から受託している⑪の場合，委託者との関係は，世帯主の職歴に規定さ
パクロウ

れている側面が強い。すなわち， 1951年に分家して以降， 1965年まで博労をしていた⑪の世帯主

は，早くから部落を越えた社会関係を有しており，それを基底としての受委託関係を形成してい

るのである。⑨の受託は，この⑪を介したものである*。

*⑪が，仲介を行なうのは，単に受託にとどまらず，農地の売買の仲介でも大きな役割を果たしている。

たとえば，②⑫の農地は，⑪を介して三条市や燕市の農家へ売却されたものである。

このようにみてくると， s部落を中心とした経営受委託関係は，親族関係，あるいは自らが
生活史の中で、築いてきた社会関係を基底においており，その上にたって，耕作権が，部落内・外

の下層・非農家から，部落内の上層・中層農家へ移動しているものであることがわかる。

なお，作業受委託は3ケースのみで，⑮が⑬へ稲刈・脱穀作業を，@と⑪がDセンター(隣

部落の生産組織)へ，それぞれ，全作業と乾燥作業を委託している。

ところで，経営を含めた耕作権をすべて委託してしまう経営受委託の場合，その契約が農業

委員会の農用地利用増進法に基づ、いて成立しているものは，現在， s部落にはみられず，多くは
所謂「ヤミ小作Jというかたちをとっている。そして，その際，受託農家と委託農家の問で，ほ
ぼ次のような契約がとりかわされている。すなわち，委託料は，平均反収9，10俵に対し 4俵*



また，諸経費の負担区分は，土地改良費，公租公課，部落費が委託者負担，肥料代・農薬代，航

空防除費は受託者負担となっている。また，米の販売名儀，減反名儀は委託者側にあることが一

般的である。

*当地域は，土地改良費が高いため， 10 a当りの土地改良費1.1万円，基盤整理費 7千円の他，闘定資

産税を支払ったら委託者側の取り分は 2俵前後にすぎない。

ただし，契約期間や契約書を」こりかわしているかという点では，各ケース様々な対応がなさ

れており(表6一17)，複数の農家から受託している場合，委託農家毎に異なった契約がとりか

わされているケースもある o たとえば 3戸の農家から受託している⑪の場合，契約期間は 1

年 3年，半永久的とそれぞれ異なり，契約書も 2戸とはとりかわしているが，他の 1戸とは口

頭で済ませている。全体的には 1年毎に契約を更新し，契約書はとりかわさないというものの

方が多い。

表6-17受託農家と委託農家の聞の契約内容

階層 受託農家 委託農家 契約期間 契約書の有無 委 託 料

⑨ 燕市 A 年 無 4俵

上
③ ⑦ ? ? ? 

⑧ ⑧ 3 年 有 4俵

層
⑧ ⑧ 年 無 4俵

@ ⑧ 年 無 4俵

⑫ ⑧ 3 年 有 4俵

⑧ ⑧ 年 無 4俵

中
⑫ 三条市B 半永久的 無 4俵

⑫ M部落C 3 年 有 4俵

層
⑫ M部落D 年 有 4俵

⑧ M部落D 年 無 4俵

⑩ 吉田町E ? ? 4俵

資料:実態調査より作成

ところで，彼らが農業委員会を通さず，このようにヤミ小作というかたちで受委託を行なう

理由は，委託者側の意向に負うところが大きい。農民の中には，戦後35年を経た現在も，なお，

農地改革で耕作者が土地所有者となった事実が生きているのである。たとえば，⑮の世帯主は，

「委託していると土地がなくなるのでは，耕作権が優先してしまうのではという心配があるJと

語る。彼らが委託していることを行政に対して公けにすることを拒み，親族関係を頼り，しかも

l年毎に契約を更新するかたちをとっていることの背景には，こうした事実が存するのである。

それゆえ，受委託関係に関する諸問題も，こうした現実とのかかわりの中で生まれてくる。す

なわち，受委託が進む中での最大の問題点は，やはり， Iヤミ小作」というかたちでの契約が受託

側の経営の安定を保障していないという点にあるのである4)。つまり，短期間の契約に基づいて，

受託側が設備投資や土地改良を行なっても，契約が更新されなかった場合，その投資に対する保障

はなにもないということである。当地域においても， I契約期聞が過ぎて返す時，田の改良に力を

いれたのをパッととられでもめることもあるJ(⑮の世帯主)という。また，⑩は， 3年間契約で，
契約書をとりかわしていたにもかかわらず 2年間で契約を解消された経験も有している。
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しかしながら，現段階におけるこうした受委託関係をめぐる諸問題は，多くの場合，顕在化

しないことが多い。それは，受委託関係の基底には，親族関係や自らの生活史の中で、築いてきた

社会関係が存し，その網の目の中に，それらの諸矛盾が吸収されてしまうからである。

以上，耕地整理以後，新たに形成されてきた rs部落生産組合」と受委託関係についてみて
きた。そこでは，それらが.s部落農民層の農業生産にとって大きな意味を有しながらも，きわ
めて多くの諸問題をかかえていることがみてとれた。

第4節まとめ

さて，以上.s部落における「村落生活Jについてみてきた。ここで明らかになったS部落
農民層の「村落生活」の特徴は以下の点にある。

第1に.s部落の「村落生活」は，現在でもなお「むら」的な性格を色濃く有しているとい
うことが指摘できる。すなわち部落の役員構造をみると，そこには土地所有に基づく階層序列の

反映がみてとれるし，各戸の農業生産は.r水出し日」を固定したかたちでの部落全体の作業日
程や年3回の普請作業のうえにのみ可能であった。さらに，部落会議が生産・生活の両面に関し

て，比較的数多くもたれているという事実も，その Iつのあらわれといえよう。

もとより，こうした事実は，本格的な耕地整理が1971年に至ってようやく行なわれ，その時

期まで“舟農業"が残ったという S部落独自の特性とも深くかかわっている。なぜなら，田や農

道の悪条件の下で，年間27回にもおよぶ普請作業が必要とされたことに端的に示されているよう

に，その時期までS部落では「むら」的な協働関係が数多くみられ，それが「村落生活Jのあり

方を大きく性格づけていたからである。

第2に，耕地整理以降の兼業深化は，こうした性格を有する「村落生活」に大きな変化をも

たらしている。たとえば，役員選出に際して「役員を一年ゃったら三年休む」という原則がとり

いれられたこと，部落会議が平日の夜か日曜の朝に聞かれるようになってきていること，そして，

普請作業への出役が低下してきていること等に，それはあらわれている。

こうした事実が兼業深化のなかで進展してきた以上，それが農外就労とのかかわりで生まれ

てきていることは言うまでもない。すなわち，部落役員の仕事や普請作業はかつての「奉仕作業」

という性格を払拭しきれず，きわめて低賃金の下で遂行されている。その一方で，日給月給制や

時間給制をとるため，兼業先の賃金は，出動すれば確実に収入に結びつき，逆に，休めば確実に

減収となってしまうという状況がある。しかも，近年の不況下では，仕事を休むことが，職の喪

失につながることさえありうる。それゆえ，仕事量の多い役員仕事は兼業農民から敬遠され，ま

た，普請作業への出役も低下してきているのである。あきらかに，兼業深化に伴い農外所得が一

般化するなかで，低賃金構造に支えられてきた「村落生活」が大きく変容しつつあることがわか

る5)。

第3に，農民層は兼業化したからといって農業を放棄するわけではない。むしろ，多くの農

家は，農業生産を維持し，発展させるために.r村落社会Jのなかに rs部落生産組合」や受委
託関係を形成してきている。 rs部落生産組合jは，解体の危機に直面しながらも，今日まで小
規模農家の脱農化を一定程度阻止する役割を果してきている。また，受委託関係は，一方で，上・

中層の規模拡大の一手段として機能し，他方で，後継者確保の困難な農家にとって完全なる離農

を回避する方途として機能している。しかし，こうした新しい協働関係自体，その内部に数々の
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諸問題を内包するものとしてある。そして，そうした諸問題を生み出す要因の 1つに，第4章で

みた「いえJの存続という問題が存していることを指摘しなければならない。たとえば， IS部
落生産組合」において，作業に出た家族員の労賃が対象化されていながら，それが農家経済の管

理権を有する世帯主に一括されてしまうという問題，あるいは，総会や会合が，作業に出る出な

いにかかわらず各戸の代表者としての世帯主 1名の参加によって運営されているという問題等

は， Iいえ」のもつ構造ときわめて密接に結び、ついて生じている事態といえよう。さらに，共同

化が，農民層の「排他的独占者たる資格」にぎりぎりふれないように春作業のみにとどまったこ

とや，委託側の所有権擁護の姿勢から受委託関係が「ヤミ小作」というかたちですすみ，受託側

の経営を不安定にしているという問題も， Iいえ」の物質的基盤をなす小土地所有に規定されて

生じてきている問題といえる。

それゆえ，現段階においても，生産上の協働関係の形成を通じて行なわれる兼業農民層の手

による「村落社会」の再編の営みそれ自体，こうした矛盾を内包するものとして把握されなけれ

ばならない。

i主

1 )合併以前及び合併後の旧部落単位の役員に選ばれる者はほぼ固定しており，たとえば，旧Q部落では旧

地主層の⑫の父(死亡)や⑧の父がその役を担っていた。また，⑫の世帯主の1969年の農業日誌による

と.s部落全体とは別に，旧Q部落単位で 8月12日に盆前の村勘定が.12月29日に旧Q部落の役員申
し送りが.12月30日には旧Q部落村勘定が行なわれている。

2) 1984年3月の追跡調査の時点では，さらに①の脱退が確認されている。

3 )綿谷組夫「農地改革後の自作農の性格Jr農業総合研究J第26巻第2号.1952年.p1460 
4 )受託側の経営の安定を保障する立場から，用益権(耕作者)の擁護を積極的に主張する者に梶井功がい

る(梶井功『農地法的土地所有の崩壊.J1977年.P88)。

5 )“むら"を土地所有の性格に制約された“無償労働組織"と把握し，積極的に論を展開するものに島崎

稔がいる。たとえば，島崎稔「商品生産の展開と農民層J(r日本農村社会の構造と論理J東京大学出版
会.1965年)。

終章農民層の兼業化過程と生産・労働一生活過程
の現段階的特質

以上，これまで新潟県西蒲原郡巻町S部落を対象とし， I地域労働市場」の展開と農業生産

の営みとの交織の中で，農民層の兼業化が具体的に如何に進展してきたのか，そして，現段階に

おける彼らの生産・労働一生活過程は如伺なる特質を有するものとしてあるのかという点につい

てみてきた。

そこで，最後に，農民層の兼業化過程を貫く内在論理と彼らの生産・労働一生活過程の現段

階的特質についての総括を行ない，本稿のまとめとする。

1.以上のような視角をふまえた分析結果から，まずなによりも指摘しなければならないこ

とは，戦後の農民層の兼業化過程は，まさに，戦後日本資本主義の下での，総体としての生産力

の飛躍的な高まりを背景とした「資本J(そこには，より一層の「価値増殖の論理」と，また同

時に「偉大な文明化作用」がある)による「土地所有の論理」の包摂の過程として存したという

ことである。そして，それは，あきらかに日本資本主義の発展階梯に却して大きく変容してきた

ところに大きな特徴があった。
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すなわち，本稿で設定した第I期=戦前段階には，燕市の金属洋食器工業は，輸出を中心に

安定した伸びを示し，すでに地場産業の位置を確立しつつあった。他方，農業内部の生産力はき

わめて低く，農業生産は，牛馬と舟を主要な労働手段とし，手労働を基礎に行なわれており， r地
主一小作関係」の下での農家経済は，きわめて厳しいものとして存した。にもかかわらず，この

期には，農民層の兼業化はみられない。このことは，金属洋食器工業において，いまだ巻町の農

民を吸収するほどまでに，資本蓄積がなされていなかったことを意味している。

そして，こうした事態は，戦後日本資本主義の復興期にあたる第E期(1945-1853，4年)に

おいても基本的に踏襲されており，この期， s部落における兼業農民は 1，2名を数えるにすぎ
なかった。

しかしながら，こうした状況は，日本資本主義が「高度経済成長期」を迎えた第田期(1955

-1963，4年)，第百期 (1963，4-1971，2年)に大きく一変する。すなわち，第3章でみた知く，

第皿期に，中・下層の男性を中心に開始された兼業化は，第百期には，女性の農外就労が一般化

するなかで全階層的に進展し， s部落における兼業化は量的な深化をとげるのである。それは，
第lに，耕転機の導入にみられる農業生産力の一定の高まり，第2に，皿期における藁加工の衰

退に伴う冬場の現金収入源の喪失，第3に， N期の初めの上水道，フロパンガス，洗濯機等の生

活手段の導入に伴う家事労働の大幅な軽減を，大きなフッシュ要因としたものであった。

この時期， r高度成長期Jの下で，西蒲原「地域労働市場」のあり方が大きく変容していた
ことも事実である。つまり，第 1章でみた知く，西蒲原「地域労働市場」の基軸をなす金属洋食

器工業が急激な成長をとげるとともに，建設業関係の事業体が急増し，さらに，第百期には， K

食品の創業にみられるように，巻町独自の工業化も行なわれ，西蒲原の農村地域一帯に「資本一

賃労働関係Jが浸透したのである。いいかえれば，それは，先にみた農業内部のプッシュ要因は，
こうした「地域労働市場」の展開があってはじめて，全階層的な兼業化を押し進め得たことを示

している。それゆえ，この期の兼業化をより強く規定したものは，西蒲原「地域労働市場」の急

速な展開であったことはあきらかである。

ところが，第V期(1971，72年以降)，日本資本主義が不況期に達すると，第田期，第町期を

通して発展してきた西蒲原「地域労働市場」も停滞期に入る。それは，第2章において職安統計

を用いて指摘した知く，この期，有効求人数が横這いをたどっていたことに端的に示されている。

これに対し，農業内部の生産力は，第V期の初めに行なわれた耕地整理を契機に，飛躍的な上昇

をとげる。すなわち，この耕地整理を境に“舟農業"は完全に姿を消すとともに， トラクタ一一

田植機 コンパイン段階へ一挙に到達し，農業生産労働の大幅な軽減をもたらしたのである。そ

れは水稲作における10a当り必要労働時間を50時間前後と， 1951年段階の 5分の l程度にまで短

縮し，農業内部に，大幅な余剰労働力が生みだされるのに至ったのである。そして，こうして生

み出された余剰労働力は，減反に端的に示されるような農業をめぐる厳しい状況とあい候って，

農外へとふりむけられていくことになる。事実，この期には上層をも巻き込んで兼業化は確実に

進展し，一戸当り農外就労者は，ほぼ階層差のないものとなる。いうなれば，第V期における兼

業化は，西蒲原「地域労働市場」の停滞状況の下で，農業の側からのフッシュ要因を強めたかた

ちで深化してきたといえよう。

従って，こうした不況下で兼業化することは，勢いそれが「地域労働市場」のあり方に強く

規定されることを意味している。それは，この期， 40， 50代で農外就労を開始した女性は，工場
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へ通年で就労することができず.r結婚後就労季節雇型Jを余儀なくされたことに端的に示され
ていた。

以上の知く，農民層の兼業化は.r地域労働市場Jの展開と農業生産の営みとの突織の中で
進展してきたとはいえ，基本的には「資本jによる「土地所有の論理jの包摂の過程として進展

したものである。

II.ところで，戦後の農民層の兼業化過程が，以上みたように「資本」による「土地所有の

論理」の包摂の過程として進展したとはいえ，そのことが直ちに.r資本」による「土地所有」
の一方的な包摂過程として存したことを意味するものではない。「資本の価値増殖の論理」は，

兼業農民の農業生産の営みの前に，一定程度修正を行なう。そして，農民層の生活事実を前提と

して.r資本」はさらに自らの価値増殖を展開する。兼業農民層の低賃金・不安定就労構造に，
このことは端的にしめされている。けれども，本稿で私たちら強調したことは，兼業農民層の生

産・労働一生活の側から，この問題をもう、一度捉えなおすと，それはどのように整理され，また，

そこに知何なる傾向(法則性の一端)が看取されるかという問題であった。

第1に，第5章で指摘したように.s部落農民層の職場生活をその労働条件からみると，そ
こには，女性よりもむしろ男性に不安定就労の底辺部分に位置する者が多いという特徴がみてと

れた。このことは，女性の就労場所が比較的豊富であるという，この地域の労働市場の特性に負

うところが大きいと同時に，男性が各農家における農業生産の主担者であるがため，女性以上に

農繁休暇をとらざるを得ないということと深く結びついている。すなわち，彼らが各戸における

農業生産の主要な担い手であることが，彼らの兼業形態をより一層不安定なものにしているので

ある。言葉を替えていうと，これは農業生産上の「地位 役割」構造のあり方が，兼業のあり方

をも規定していることを意味している。

第2に. s部落の場合.rs部落生産組合」の結成が，農民層の兼業化のあり方に，一定の
影響を及ぼしている。すなわち， トラクター 田植機一コンパイン段階への到達を契機に結成さ

れたこの生産組合は，確かに一方では，農業機械の導入を可能にしたという意味で，プッシュ要

因の役割を果してきたが，他方で，小規模農家の脱農化，言いかえれば，彼らの「資本」の下へ

の完全なる包摂を阻止する役割を果たしてきたことも事実である。そのことは，多くの農家が，

農業を継続したままで兼業を深化させることを意味するのである。その一方で，この生産，組合へ

の参加は，彼らを，生産組合へ参加していない農家以上に長期間にわたり農作業に拘束し，その

ことが，彼らの農外就労をより一層不安定なものにするように作用している。ここにも各戸を超

えた協働関係への参与のあり方が，兼業のあり方を規定している事実がみてとれる。

第3に.N期.V期に上層をも巻き込んで兼業化が深化したとはいえ，多くの農家が，この

過程においても，規模拡大の営みを放棄したわけではない。第2章でみた知く，町期には，全体

的に購入による規模拡大が進み，またV期には，若干の規模縮小農家を生みだしうつ，上・中層

を中心に借地を主体とした規模拡大が進展している。このように農民層の兼業化は，決して規模

拡大の営みを放棄したうえに展開されているものではなく，より一層の規模拡大を一方で、試みつ

つ進展してきているのである。そして，彼らのこうした姿勢は，将来の営農志向にもあらわれて

おり，兼業を行なう上・中層の農家の中には，受託による規模拡大を志向するものが多い(表7

-1 )。
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表7ー1 階層別の営農志向

受託による規模拡大 現状維持 委託による規模縮小 そ の 他 N，A。

上層 ⑨⑧⑧⑧⑫ 5戸⑨ 1戸 ⑫ 1戸③ 1戸

中層 ⑮<E⑫⑬⑧⑫⑧7戸⑧⑤⑬⑮⑬⑧ 6戸 ⑨①⑧⑬ 4戸 ⑬ 1戸

下層 ④⑧⑧ 3戸 ⑬ 1戸

Z十 12戸 10戸 4戸 1戸 3戸

資料:実態調査より作成
注:家族員の中で意見がくい遣う場合は，現在農業を主担する者の意見とした。

このように，基本的には.r資本」による「土地所有の論理」の包摂の過程が貫きながら，
つまり，農民たちは兼業を深化させながらも，なお，農業を継続・発展しつづけるという志向性

をもっ状況下で，包摂しつくされない「土地所有の論理」がそこには看取できた。

m.さて，以上のような兼業化過程の分析と同時に，農民層の生産・労働一生活過程の現段
階的特質を明らかにすることも本稿の課題であった。

農民層の兼業化の過程は，第2章でみた知く，農民層のたゆまぬ階層分化を伴って進展して

きたが，こうした階層分化の進展が兼業農民層の「家族生活」のあり方にも強い影響を与えてい

るという点が，まず第lに指摘できる。すなわち，各農家の農家経済をささえる就業構造は，い

ずれも「家族総働き」的なかたちをとっており，なかでも他階層と同程度の農外就労者をかかえ

ながら 3ha前後の耕地を経営する上層がより顕著にそうした傾向を示していた。

これに対し，このように「家族総働き」的な就業構造によって得られる農家経済も，その管

理権となると世帯主に集中する傾向がみられる。しかも，中層→上層と「総働き」的な傾向が強

くなるほど，世帯主への管理権の集中化傾向が顕著で，そこには「いえj的な性格の存続がみて

とれた。もとより，こうした事態をもたらす物質的基盤は，上・中層の農家経済が.200万円な

いし300万円の農業所得を中心に 1人平均100万円前後にすぎt，Jい農外所得を寄せ集めるという

星状の構造をなしている点にあった。そして，こうした塁状の構造それ自体 2. 3 ha規模の農

家が厚い層をなすという西蒲原農業と，洋食器工場に代表される西蒲原「地域労働市場jの低賃

金構造が互いに作用しあいながら形成・維持されてきたものなのである。世帯主は，こうして形

成・維持されてきた里状の農家経済の核をなす農業所得の掌握をてこに.r家族生活」の中心に
位置するのである。

それゆえ，同時に近年の減反政策の遂行や米価の据置き，あるいは経営費の高騰のなかです

すむ農業所得の停滞ないし減少という事態が，この世帯主の管理権の物質的基盤に次第に大きな

動揺をあたえつつあることもまた事実である。

第2に，それでは，こうした性格を有する農家によって形成される「村落生活」はいかなる

ものとしてあるのか。役職構造をみる限り，土地所有にもとづく階層序列がそこにはみてとれる。

また，各戸の農業生産は部落会で決定される農作業日程や普請作業のうえにのみ可能である。し

かも，これらは，役員手当や普請賃金をきわめて低額におさえたかたちで，すなわち，かつての

「奉仕作業」という性格をひきずったかたちで維持されてきているのである。こうした事実は，

耕地整理の遅れを背景に.s部落がこれまで「むら」的な性格を比較的顕著に存続せしめてきて
いることを意昧するものである。
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とはいえ，こうした部落においても，兼業化の波は，確実に「村落生活」に変化をもたらし

つつある。すなわち，部落運営は，役員選出や部落会開催日時の設定等の点で，兼業との摩擦を

最小限にくいとめたかたちへと修正を余儀なくされている。また，農民層分解の進展によって形

成されてきた小規模農家のなかに普請へ出役しない農家もあらわれ，部落会としてもそうした事

態への対策がせまられてきているのである。そこには，所謂「無償労働組織」としての性格をと

どめていた「村落生活」の大きな変化のきさしをみてとることができる。

ところで，普請作業に代表される「むらJ的な協働関係とは異なる新たな生産面での社会関
係が， S部落社会のなかに形成されてきていた。 IS部落生産組合」と受委託関係である。兼業

が深化した現段階において，前者は小規模農家の脱農化を阻止する方向で，また後者は規模拡大

をする受託側にとってばかりでなく，委託側にとっても当面の離農を回避する方向として，大き

な役書『を果していた。兼業化の進展のなかでのこうした兼業農民層の営みそれ自体は今後とも

増々重要になってくることは言うまでもない。しかしながら，こうした新しい協働関係自体が，

現在多くの諸問題を内包していることも事実である。そして，その要因の 1つに，それらを構成

する個々の農家における「いえ」の存続という問題があったことはすでに指摘したとおりである。

それゆえ，彼らが行なう生産上の協働関係の形成という積極的な営みそれ自体が，つねにこうし

た矛盾と隣りあわせになっていること忘れてはならない。

第3に，以上みてきた「いえJIむら」のあり方は，当地域の農業と他産業の一定の均衡の
うえに形成・展開してきたものである。すなわち，一方には，農業生産を継続するためには，現

在でも年 1，2カ月の農繁休暇をとらざるを得ない農民がいる。他方には，低賃金に代表される

劣悪な労働条件のまま経営を継続するためには，労働力を農家に依存せざるを得ない企業がある。

こうした双方の「利害」がからみあいながら，農業生産と低賃金構造が維持されてきたのである。

それゆえ，農民たちは比較的容易に長期の農繁休暇をとりやすく，従って，各農家は，これだけ

兼業が深化した段階においても，なお，農業に比重をおいた生産・労働 生活過程を営むことが

でき，現在の「いえJIむら」のあり方を維持しえたのである O
さて，こうしてみてくると，兼業農民層の生産・労働一生活過程は，あきらかに彼らをとり

まく「地域労働市場」の構造，農業生産のあり方， IいえJIむらJ，そして「職場生活」の変質・
変容のあり方，その有機的・構造的関連のなかで，大きく変容してきていることがわかる。

〔附記〕

本稿は，拙稿 IW地域労働市場』の展開と兼業農民層の生産・労働一生活過程の経済・社会

的特質J(r北海道大学教育学部紀要j第43号， 1984年)，および拙稿「兼業化の進展と農民層の
生産・労働一生活過程の変容J(r社会学評論』第35巻 4号， 1985年)を修正・加筆し，とりまと
めたものである。
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